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 本学の大学院体育学研究科修士課程体育学専攻においては、「体育・スポーツの高度な

指導者または研究者として、専門知識を総合して、また理論と実践とを結びつける能力の

育成」に重点を置いた教育に取り組んでいます。この教育を達成するために、授業科目は

共通科目、基礎科目、応用科目及び課題研究科目に区分され、基礎科目及び応用科目はス

ポーツ総合科学領域、スポーツ文化・社会科学領域、スポーツ生命科学領域で、教育課程

を編成しています。 

 修士課程の学生諸君は、下記の要点に留意し、体育・スポーツの指導者として必要な理

論的・実践的な専門知識、能力をしっかりと修得するよう、学修に取り組んでください。 

 

 ○修士課程では、学修計画の助言、「課題研究」及び「学位（修士）論文」の作成など

のため、指導教員、副指導教員を定めます。  
 

 ○修士課程では、各自の研究計画、将来の進路などから、この履修要項に提示された授

業科目を選択し、履修方法に従って学修計画を立てます。  
 

 ○修士課程を修了するには、２年間修学し、30 単位以上修得するなど、種々の修了要件 
があるので、この履修要項を熟読の上、要件を確認し、学修計画を立ててください。 

 

 ○学修計画を立てたら、この履修要項に記載された規則に従い、履修登録をしなければ

なりません。登録しなかったり、登録間違いがあると単位が認定されないことになり

ます。 

 
○自分自身の学修計画や、開設授業科目について疑問点などがあれば、指導教員、教務

課担当係に確認し、ミスのないように自分の学修目標にあった計画を立ててください。 

 

 

    令和５年４月 

 

                                             研究科教務委員会委員長                     
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Ⅰ．大学院体育学研究科修士課程体育学専攻の概要



 

 

ⅠⅠ．．大大学学院院体体育育学学研研究究科科修修士士課課程程体体育育学学専専攻攻のの概概要要 

 

１１．．目目  的的 

鹿屋体育大学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻は、学部での教育研究の成果を基盤

として、スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における専門的知識・技術の教授研究

能力及び高度の専門性を要する職業に必要な能力を有する研究者や指導者の養成を目的とす

る。 

さらに、社会人の再教育、海外の留学生の受入れによる教育研究の国際交流を図り、これ

らを通じて国内外の体育・スポーツ情報のネットワーク構築をめざす。 

  

  

２２．．デディィププロロママポポリリシシーー  

鹿屋体育大学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻では、以下のような能力を身につ

け、かつ所定の単位を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格した学生に「修士（体育

学）」の学位を授与する。 

 
１ スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野において、専門的知識・技術の教育研究能力

及び高度の専門性が求められる職業を担うために必要な能力を身につけている。 

 
２ 我が国におけるスポーツ・武道文化の発展及び国民の体力・健康の増進に寄与する能力を

身につけている。 

 

 

３３．．カカリリキキュュララムムポポリリシシーー  

鹿屋体育大学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻では、スポーツ・武道及び体育・健

康づくりの分野において、専門的知識・技術の教育研究、高度な専門性が求められる職業を

担うことのできる研究者や指導者の養成及び社会人の再教育を目的として、学術の理論並び

に応用と実践が一体となった教育研究の展開が可能な教育課程を編成する。 

 
●教育課程の編成の方針 

１ スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における教育研究能力及び高度の専門

性を要する職業等に必要な基礎的能力を養うため、「共通科目」を必修科目又は選択

科目として配置する。 

○スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野で求められる基礎的なリテラシー及

びマネジメント力を涵養するための科目を配置する。 

○スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野で求められる基礎的な研究実践力及

びディスカッション能力を涵養するための科目を配置する。 
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－ 1 －



 

 

４４．．専専攻攻及及びび定定員員 

専攻及び入学定員等は、次のとおりである。 

専  攻 課  程 入 学 定 員 収 容 定 員 

体 育 学 修  士 １５ ３０ 

  

 

 

○スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野で求められる基礎的な英語力を涵養

するための科目を配置する。 

◯キャリアを形成するための科目を配置する。 

 
２ スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における専門的知識・技術の教育研究

能力及び高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養うため、スポーツ総合科学、

スポーツ文化・社会科学、スポーツ生命科学の３領域について、基礎科目及び応用科

目を学生の志向性に応じて選択できるよう配置する。 

なお、基礎科目は主に理論を展開し、応用科目では理論の応用や実践を展開する。 

○スポーツ総合科学領域：スポーツ・武道及び体育・健康づくりの実践的側面に関

する専門的知識・研究法を追究するための科目を配置する。 

○スポーツ文化・社会科学領域：スポーツ・武道及び体育・健康づくりの文化的、

社会的側面に関する専門的知識・研究法を追究するための科目を配置する。 

○スポーツ生命科学領域：スポーツ・身体活動への生体応答メカニズムに関する専

門的知識・研究法を追究するための科目を配置する。 

 
３ スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における総合的な教育研究能力及び高

度の専門性を要する職業等に必要な能力を活かし、修士学位論文をまとめるための科

目を必修科目として配置する。 

○スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における専門的知識・研究法を活か

し、修士学位論文としてまとめるための科目を配置する。 

 
●教育・学修方法に関する方針 

学位論文の作成及びその他の修学上の指導を行うために、指導教員（１名）及び副指

導教員（２名以内）を配置する。指導教員等の指導を十分に受けながら、研究分野及び

研究内容等を考慮の上、１～２年次にかけて共通科目（６単位）、基礎科目及び応用科

目（２０単位）を履修するとともに、２年次に課題研究科目（４単位）を履修すること

を指導する。なお、特講と特講演習はセットで履修することを推奨する。学位論文は、

指導教員等の指導の元、１年次より着手し，２年次において学位論文中間発表会及び発

表会で発表できるように指導する。 

 
●学修成果の評価の方針 

各授業科目の学習成果の評価は，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対して成

績評価基準をあらかじめ明示し，当該基準に基づき厳格な評価を行う．また，修士論文

又は特定の課題についての研究の成果は，審査及び最終試験を修士論文審査基準に基づ

き適切に行う。 
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Ⅱ．履修要項及び開設授業科目等



 

 

ⅡⅡ．．履履  修修  要要  項項 

 

１１．．教教育育課課程程 
 
 ((11))  教教育育課課程程のの概概要要 

     大学院体育学研究科修士課程体育学専攻は、体育・スポーツ、健康に関する科学的及び実
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 ((22))  修修業業年年限限及及びび在在学学年年限限 

   大学院体育学研究科修士課程体育学専攻の標準修業年限は２年とする。 
ただし、職業を持っている等の理由で長期履修を許可された者を除く。 
また、４年を超えて在学することはできない。 

   なお、休学期間は、修業年限及び在学年限には算入されない。 

 
((33))  授授業業科科目目のの区区分分及及びび内内容容 
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   ２）１単位の修得には、４５時間の学修を必要とする。 

・講義及び演習については、１５時間の授業（試験は含まない）と３０時間の自主学

習の合計４５時間をもって１単位とする。 
１単位＝【１コマ（２時間）×７．５回＊＝１５時間】＋【自主学習３０時間】 

２単位＝【１コマ（２時間）×１５回＝３０時間】＋【自主学習６０時間】 

・コープ特講演習・実習については、１５時間の演習及び３０時間の実習並びに４５

時間の自主学習（演習分３０時間、実習分１５時間）をもって２単位とする。 
    

＊実際の授業回数は試験を含み、８回とする。 
 

 ((1100))  授授業業時時間間割割  

      授業時間割は、年度当初に掲示等により周知する。 

 

((1111))  長長期期履履修修学学生生制制度度ににつついいてて 

   本学研究科には、長期履修学生制度があり、これは、職業を有している等の事情により、

標準修業年限（２年）で修了することが困難な大学院生が、標準修業年限を超えて一定の期

間（３年又は４年）にわたり、計画的に教育課程を履修し課程を修了することをあらかじめ

申請し、審査の上、許可されるものである。 
   なお、長期履修学生の授業料年額は、一般学生が標準修業年限（２年）在学した場合の授

業料総額を長期履修学生として許可された修業年数（３年又は４年）で分割した額となる。 
   ただし、許可された修業年数を超えて留年した場合は、留年分の授業料は一般学生と同額

となる。 
   また、一般学生と同様に在学中に授業料が改定される場合がある。 
   申請手続期間：原則として、入学手続時又は、入学後１年以内とする。 

ただし、やむを得ない事情により入学後１年を超えて長期履修が必要とな

った場合は、研究科教務委員会で審議のうえ、学長が認めた場合は許可さ

れることがある。 
なお、入学後（在学中）の申請は、収容定員を超えている場合には、許可さ

れないことがある。 
（長期にわたる教育課程の履修に関する規程参照（216 頁）） 

 

 

 

２２．．履履修修方方法法及及びび手手続続きき 

 

 ((11))  指指導導教教員員及及びび副副指指導導教教員員 

   本学では、学位論文の作成及びその他の修学上の指導を受けるため、研究分野及び研究内 

  容等を考慮のうえ、１人の学生に対し、指導教員（１名）及び副指導教員（２名以内）を置く

こととしている。研究計画及び履修計画等については、事前に指導教員等から十分に修学上

の指導を受けること。 

   なお、指導教員等の決定に際しては、体育学研究科修士課程体育学専攻担当教員名簿（106

頁）及び研究領域等一覧（107 頁以降）を参照すること。（指導教員を担当できるのは担当教

員名簿の「研究指導担当教員」の一覧に記載の者、副指導教員を担当できるのは同名簿の「研

 

 

((44))  授授業業科科目目及及びび単単位位等等 

   開設授業科目、単位及び授業担当教員等は、「令和５年度開設授業科目及び授業担当教員

一覧」(13 頁)のとおりである。また、授業内容（シラバス）については、14 頁以降を参照す

ること。 
 

((55))  教教育育上上主主要要とと認認めめるる授授業業科科目目 

   修士課程体育学専攻において、教育上主要と認める授業科目は、開設授業科目のうち必修

科目とする。 

 
 ((66))  学学期期及及びび授授業業期期間間 

   学年を次の２つの学期に区分し、各授業科目は学期ごとに完結するよう開講されている。 

 

学  期 期     間 

前  期  ４月１日 ～ ９月３０日 

後  期 １０月１日 ～ ３月３１日 

 
 ((77))  授授業業時時間間 

      授業時間は、下記のとおりとする。 
なお、下記時間の他に、授業担当教員及び指導教員等の指示する時間帯に授業を行うこと

もある。 
 

 
※ 社会人から事前に申請があった場合に限り、大学院設置基準第１４条に定める「教育

方法の特例」により夜間開講された授業を受講可能。さらに申し出があった場合には、

授業担当教員との打合せにより、特定の曜日（土・日等）及び夏期・冬期休業期間に授

業を行うこともある。 
 

 ((88))  授授業業のの方方法法 

   授業は、講義、演習及び講義・演習の方法で行う。 

 

 ((99))  単単位位及及びび履履修修時時間間  

単位の計算方法は、本学では次の基準による。 
   １）本学の授業時間は１コマ９０分をもって２時間とみなす。 

時 限 開 始 時 間  ～  終 了 時 間 

第１時限  ８時３０分  ～  １０時００分 

第２時限 １０時１０分  ～  １１時４０分 

第３時限 １２時４０分  ～  １４時１０分 

第４時限 １４時２０分  ～  １５時５０分 

第５時限 １６時００分  ～  １７時３０分 

※第６時限   １８時３０分  ～  ２０時００分 

※第７時限   ２０時１０分  ～  ２１時４０分 
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履修登録後に変更が生じた場合は、各学期にある履修登録変更期間に、履修登録

した授業科目の変更を行うこと。ただし、後期の履修登録変更期間には、後期開講

科目のみ変更できる。（前期開講科目及び通年開講科目の変更はできない。） 

※ 具体的な日程については、表紙裏の「令和５年度学年暦」を参照すること。 

   ２）手続きは、次のとおりとする。 
① パソコン等の端末からＷｅｂシステムである「教務システム」へログインし、履

修する授業科目を選択して、登録する。 
② パソコンによる履修登録後、「履修登録確認表」をプリントアウトし、ＴＡの担

当時間の記入及び指導教員の確認を受け、担当係へ提出する。 

３）留意事項 
① 既に修得した科目については、再度履修登録することはできない。 
② 同一時間帯に開講される科目は、重複して履修登録することはできない。 

 
  ((55))  「「課課題題研研究究」」のの履履修修方方法法等等 

「課題研究」（必修科目：４単位）は、修士論文作成のために指導教員の下で研究に係る

指導を受ける授業科目である。 
修士論文提出の条件として、①修士課程在学中に公開で発表した研究内容に基づき作成さ

れた論文であることが必要である。なお、公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研

究起用を含む。）に掲載された学術論文、学会大会での発表（口頭、ポスター等の形式は問

わない。）、その他に研究科教務委員会が公開発表と認めたものをいう。 
履修登録は、原則として修了予定年度の前期に行い、成績の評価は、各指導教員が履修状

況を総合して判定し、評価を行う。 
 
  ((66))  学学部部開開講講科科目目のの受受講講 

  学部の開講科目（単位未修得の科目に限る）を履修したいときには、「学部開講科目受講

届」を教務課担当係へ提出すること。履修が許可された場合、その開講科目の単位修得が認

められるが、課程修了に必要な単位としては認められない。 

 
３３．．試試験験及及びび単単位位のの認認定定 

 

 ((11))  試試験験 

   試験は、筆記又は口述若しくは実技その他の方法で、原則として毎学期末に行う。 

   なお、試験の期日等は事前に担当教員より周知する。 

 

 ((22))  成成績績のの評評価価及及びび単単位位のの認認定定 

   成績の評価は、担当教員が試験結果及び履修状況を総合して判定し、次のとおりＳ、Ａ、

Ｂ、Ｃ及びＤの５段階に分けて評価を行う。評価Ｓ～Ｃについて、所定の単位を認定する。 
   なお、成績は、各学期の終了後に通知する。 

評 語
 

評 点
 

評 価 基 準
 

摘 要 

Ｓ ９０ ～ １００ 点 到達目標を達成し、特に優秀な
成績を修めている 

 

 

 

究指導担当教員」及び「授業担当教員」の一覧に記載の者である。） 
 

 ((22))  研研究究題題目目届届のの提提出出 

   研究内容等について指導教員の指導を受けた後、研究題目を所定の様式により、別に定め

る日（学年暦で定める日）までに、教務課担当係へ提出すること。（鹿屋体育大学大学院体

育学研究科履修規程第３条参照（134 頁）） 

 

 ((33))  履履修修方方法法 

     授業科目の履修にあたっては、指導教員の指導を十分に受け、「令和５年度開設授業科目

及び授業担当教員一覧」(13 頁)及び別途配付の時間割を参照のうえ、各年次の研究内容等に

沿った履修計画を立てること。（「課題研究」については、8 頁を参照すること。） 

   なお、課程修了に必要な最低修得単位数は３０単位とし、かつ、次の要件を満たすこと。 

   １）共通科目のうちスポーツ科学リテラシー特講、スポーツ科学ナレッジ・マネジメント

演習、スポーツ科学英語特講Ⅰ及びスポーツ科学セミナーの４科目６単位を必修科目

とし、必ず修得すること。 
   ２）課題研究科目の１科目４単位を必修科目とし、必ず修得すること。 

３）基礎科目から３科目６単位以上を修得すること。 
   ４）応用科目から３科目６単位以上を修得すること。 

５）上記以外に４科目８単位以上を共通科目、基礎科目及び応用科目の中から修得するこ

と。 
※ただし、応用科目は同一名称の基礎科目の上に積み上げて配置されている。例えば「〇

〇学特講演習」は、「〇〇学特講」での学修の上に、積み上げて学ぶ内容を取り扱った

授業科目となっている。 
このことから、同一名称の「特講」と「特講演習」を、両方とも履修することが望まし

い。なお、「特講」は前期に、「特講演習」は後期に開講されている。 
 
  上記の履修要件は以下のとおりである。 
 

必修科目 選択必修科目 選択科目 
合計 

共通科目 課題研究科目 基礎科目 応用科目 区分なし 

６単位 
（４科目） 

４単位 
（１科目） 

６単位 
（３科目） 

６単位 
（３科目） 

８単位 
（４科目）以上 ３０単位 

 
  ((44))  履履修修科科目目のの登登録録 

     履修しようとする授業科目は、学年の初めに履修計画等について十分に指導教員等と相談 
のうえ決定し、次の要領で手続きすること。 

   なお、この手続きを怠ると、当該授業科目を履修する意志がないものとして取扱うので、 
十分に注意すること。 

１）下記の期間内に手続きを行うこと。 
① 履修登録期間 

各学期初めの履修登録期間に、授業時間割に基づき当該年度内に履修しようと

するすべての授業科目（後期開講科目、集中講義科目及び学外実習を含む。）につ

いて履修登録を行うこと。なお、後期の履修登録期間には、後期開講科目のみ登録

できる。 

② 履修登録変更期間 
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履修登録後に変更が生じた場合は、各学期にある履修登録変更期間に、履修登録

した授業科目の変更を行うこと。ただし、後期の履修登録変更期間には、後期開講

科目のみ変更できる。（前期開講科目及び通年開講科目の変更はできない。） 

※ 具体的な日程については、表紙裏の「令和５年度学年暦」を参照すること。 

   ２）手続きは、次のとおりとする。 
① パソコン等の端末からＷｅｂシステムである「教務システム」へログインし、履

修する授業科目を選択して、登録する。 
② パソコンによる履修登録後、「履修登録確認表」をプリントアウトし、ＴＡの担

当時間の記入及び指導教員の確認を受け、担当係へ提出する。 

３）留意事項 
① 既に修得した科目については、再度履修登録することはできない。 
② 同一時間帯に開講される科目は、重複して履修登録することはできない。 

 
  ((55))  「「課課題題研研究究」」のの履履修修方方法法等等 

「課題研究」（必修科目：４単位）は、修士論文作成のために指導教員の下で研究に係る

指導を受ける授業科目である。 
修士論文提出の条件として、①修士課程在学中に公開で発表した研究内容に基づき作成さ

れた論文であることが必要である。なお、公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研

究起用を含む。）に掲載された学術論文、学会大会での発表（口頭、ポスター等の形式は問

わない。）、その他に研究科教務委員会が公開発表と認めたものをいう。 
履修登録は、原則として修了予定年度の前期に行い、成績の評価は、各指導教員が履修状

況を総合して判定し、評価を行う。 
 
  ((66))  学学部部開開講講科科目目のの受受講講 

  学部の開講科目（単位未修得の科目に限る）を履修したいときには、「学部開講科目受講

届」を教務課担当係へ提出すること。履修が許可された場合、その開講科目の単位修得が認

められるが、課程修了に必要な単位としては認められない。 

 
３３．．試試験験及及びび単単位位のの認認定定 

 

 ((11))  試試験験 

   試験は、筆記又は口述若しくは実技その他の方法で、原則として毎学期末に行う。 

   なお、試験の期日等は事前に担当教員より周知する。 

 

 ((22))  成成績績のの評評価価及及びび単単位位のの認認定定 

   成績の評価は、担当教員が試験結果及び履修状況を総合して判定し、次のとおりＳ、Ａ、

Ｂ、Ｃ及びＤの５段階に分けて評価を行う。評価Ｓ～Ｃについて、所定の単位を認定する。 
   なお、成績は、各学期の終了後に通知する。 

評 語
 

評 点
 

評 価 基 準
 

摘 要 

Ｓ ９０ ～ １００ 点 到達目標を達成し、特に優秀な
成績を修めている 
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４４．．学学位位論論文文のの作作成成・・審審査査  

  学位論文は、指導教員の指導を受け、以下の(1)～(8)のプロセスを経て作成し、学長へ

提出した上で、審査を受けなければならない。 

  なお、不明な点は、担当係で事前に確認すること。 

 

 ((11))  研研究究題題目目届届のの提提出出（（１１年年次次４４月月末末）） 

   指導教員の指導を受け、別に定める日（学年暦で定める日）までに、研究題目届を担当

係へ提出すること。  
 

((22))  学学位位論論文文構構想想発発表表会会（（１１年年次次２２～～３３月月）） 

   学位論文を提出しようとする者は、指導教員の指導を受け、別に定める日に実施する学位

論文構想発表会で、作成する学位論文の研究背景、意義、目的、方法及び文献を発表しなけ

ればならない。 

 

 ((33))  学学位位論論文文題題目目届届等等のの提提出出（（２２年年次次４４月月末末）） 

   学位論文を提出しようとする者は、指導教員の指導を受け、別に定める日（学年暦で定め 
  る日）までに、学位論文題目届を担当係へ提出すること。なお、学位論文題目届には、

学位論文の審査を受ける際に、学位論文又は特定課題の研究成果のいずれを提出する

か記載すること。  
   また、同届と併せて、作成する学位論文の研究背景、意義、目的、方法及び文献を

記載した書類を添付して提出すること  
   ※ 特定課題の研究成果とは、特定のテーマに係る研究の成果を説明するものであ

る。  
（鹿屋体育大学学位細則第３条参照（176 頁）） 

  

  ((44))  倫倫理理審審査査のの受受審審 

 所定のフローチャートに基づき、研究開始前までに倫理審査を受けなければならない。ま

た、倫理審査を受審したものは、別に定める日までに担当係に倫理審査結果報告書を提出し

なければならない。 

 
((55))  学学位位論論文文中中間間発発表表会会 

   修了予定者は、別に定める日に実施する学位論文中間発表会で作成中の論文を発表しな

ければならない。 
 
 ((66))  学学位位論論文文変変更更届届のの提提出出（（２２年年次次１１１１月月末末））※変更がない者は提出不要  

      学位論文題目届を提出後、学位論文の審査を修士論文から特定課題の研究成果に、または 

  特定課題の研究成果から修士論文に変更する必要が生じたときは、指導教員の承認を得て、 

  別に定める日（学年暦で定める日）までに、学位論文変更届を担当係へ提出すること。 

  （鹿屋体育大学学位細則第１４条参照（178 頁）） 
 

((77))  学学位位論論文文題題目目変変更更届届等等のの提提出出（（２２年年次次学学位位論論文文提提出出時時））※変更がない者は提出不要 

 学位論文題目届を提出後、学位論文の題目を変更する必要が生じたときは、指導教員の

承認を得て、別に定める日（学年暦で定める日）までに、学位論文題目変更届を教務課担

 

 

Ａ
 

８０ ～ ８９ 点 到達目標を達成し、優秀な成績
を修めている 

 

Ｂ
 

７０ ～ ７９ 点 
到達目標を達成している  

Ｃ
 

６０ ～ ６９ 点 
到達目標を最低限達成している  

Ｄ
 

５９点以下
 

到達目標を達成していない 
不合格として単位
を与えない 

Ｋ 履修放棄  

履修登録がなかっ
たものとして取扱
うが、年間に履修
登録した単位数に
は含める 

  
  
  
  

((33))  成成績績評評価価ににつついいてて疑疑義義ががああっったた場場合合のの異異議議申申立立ててににつついいてて  

厳格な定期試験等の成績評価を担保するため、成績評価に疑義があった場合、220 頁に示す

とおり、成績等への異議申立てを行うことができる。申合せの概要については、以下のとお

り。 
 

① 公開された成績を確認し、疑問がある場合、まずは、授業担当教員に直接確認を行うこ

と。（非常勤講師が担当する科目の場合は、教務課へ申し出ること。） 
  ② 上記①の結果、得られた回答に疑義が残る場合は、直近の学期開始日から７日以内に教

務課に申し出て、「異議申立書」を提出することができる。（※①の確認を行わないと「異

議申立書」の提出はできない。） 
③ 提出された「異議申立書」については、組織的に内容を調査し、異議申立て期限日から

１０日以内に本人あてに回答を行う。なお、１０日以内に回答できない場合は、回答でき

ない理由を説明する。 
④ 異議申立てに対する回答内容について、さらに疑義がある場合は、再異議申立てができ

る。再異議申立てに関する詳細は 220 頁を参照すること。 
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４４．．学学位位論論文文のの作作成成・・審審査査  

  学位論文は、指導教員の指導を受け、以下の(1)～(8)のプロセスを経て作成し、学長へ

提出した上で、審査を受けなければならない。 

  なお、不明な点は、担当係で事前に確認すること。 

 

 ((11))  研研究究題題目目届届のの提提出出（（１１年年次次４４月月末末）） 

   指導教員の指導を受け、別に定める日（学年暦で定める日）までに、研究題目届を担当

係へ提出すること。  
 

((22))  学学位位論論文文構構想想発発表表会会（（１１年年次次２２～～３３月月）） 

   学位論文を提出しようとする者は、指導教員の指導を受け、別に定める日に実施する学位

論文構想発表会で、作成する学位論文の研究背景、意義、目的、方法及び文献を発表しなけ

ればならない。 

 

 ((33))  学学位位論論文文題題目目届届等等のの提提出出（（２２年年次次４４月月末末）） 

   学位論文を提出しようとする者は、指導教員の指導を受け、別に定める日（学年暦で定め 
  る日）までに、学位論文題目届を担当係へ提出すること。なお、学位論文題目届には、

学位論文の審査を受ける際に、学位論文又は特定課題の研究成果のいずれを提出する

か記載すること。  
   また、同届と併せて、作成する学位論文の研究背景、意義、目的、方法及び文献を

記載した書類を添付して提出すること  
   ※ 特定課題の研究成果とは、特定のテーマに係る研究の成果を説明するものであ

る。  
（鹿屋体育大学学位細則第３条参照（176 頁）） 

  

  ((44))  倫倫理理審審査査のの受受審審 

 所定のフローチャートに基づき、研究開始前までに倫理審査を受けなければならない。ま

た、倫理審査を受審したものは、別に定める日までに担当係に倫理審査結果報告書を提出し

なければならない。 

 
((55))  学学位位論論文文中中間間発発表表会会 

   修了予定者は、別に定める日に実施する学位論文中間発表会で作成中の論文を発表しな

ければならない。 
 
 ((66))  学学位位論論文文変変更更届届のの提提出出（（２２年年次次１１１１月月末末））※変更がない者は提出不要  

      学位論文題目届を提出後、学位論文の審査を修士論文から特定課題の研究成果に、または 

  特定課題の研究成果から修士論文に変更する必要が生じたときは、指導教員の承認を得て、 

  別に定める日（学年暦で定める日）までに、学位論文変更届を担当係へ提出すること。 

  （鹿屋体育大学学位細則第１４条参照（178 頁）） 
 

((77))  学学位位論論文文題題目目変変更更届届等等のの提提出出（（２２年年次次学学位位論論文文提提出出時時））※変更がない者は提出不要 

 学位論文題目届を提出後、学位論文の題目を変更する必要が生じたときは、指導教員の

承認を得て、別に定める日（学年暦で定める日）までに、学位論文題目変更届を教務課担

 

 

Ａ
 

８０ ～ ８９ 点 到達目標を達成し、優秀な成績
を修めている 

 

Ｂ
 

７０ ～ ７９ 点 
到達目標を達成している  

Ｃ
 

６０ ～ ６９ 点 
到達目標を最低限達成している  

Ｄ
 

５９点以下
 

到達目標を達成していない 
不合格として単位
を与えない 

Ｋ 履修放棄  

履修登録がなかっ
たものとして取扱
うが、年間に履修
登録した単位数に
は含める 

  
  
  
  

((33))  成成績績評評価価ににつついいてて疑疑義義ががああっったた場場合合のの異異議議申申立立ててににつついいてて  

厳格な定期試験等の成績評価を担保するため、成績評価に疑義があった場合、220 頁に示す

とおり、成績等への異議申立てを行うことができる。申合せの概要については、以下のとお

り。 
 

① 公開された成績を確認し、疑問がある場合、まずは、授業担当教員に直接確認を行うこ

と。（非常勤講師が担当する科目の場合は、教務課へ申し出ること。） 
  ② 上記①の結果、得られた回答に疑義が残る場合は、直近の学期開始日から７日以内に教

務課に申し出て、「異議申立書」を提出することができる。（※①の確認を行わないと「異

議申立書」の提出はできない。） 
③ 提出された「異議申立書」については、組織的に内容を調査し、異議申立て期限日から

１０日以内に本人あてに回答を行う。なお、１０日以内に回答できない場合は、回答でき

ない理由を説明する。 
④ 異議申立てに対する回答内容について、さらに疑義がある場合は、再異議申立てができ

る。再異議申立てに関する詳細は 220 頁を参照すること。 
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当係へ提出すること。 
 

 ((88))  学学位位論論文文のの提提出出資資格格 

   学位論文を提出できるのは、当該学年末までに、修了に必要な授業科目３０単位を修得見 

込みの者で、「鹿屋体育大学修士論文の提出条件に関する申合せ」（211 頁）の提出条件を満

たし、指導教員が提出を認めた者である。 

 

 ((99))  学学位位論論文文のの提提出出方方法法 

      所定の学位論文審査願に、学位論文１編（正本１部、副本２部）及び学位論文概要（３部） 
を添え、別に定める日（学年暦で定める日）までに、教務課担当係へ提出すること。 

      なお、作成した論文の題目と、先に提出した学位論文題目届に記載した題目が異なった場 
  合、受理しないので注意すること。 

   また、原則として、学位論文受理決定後の学位申請取り下げは認めない。 
 

 ((1100))  学学位位論論文文のの様様式式等等 

学位論文の作成にあたっては、「鹿屋体育大学学位論文等の作成要領」（205 頁）に従うこと。 
１）学位論文は、Ａ４版の用紙又は所定の原稿用紙（Ａ４版）を用いて作成すること。 
２）提出の際、学位論文概要１部、学位論文本文１部の順に重ね、左上部分をクリップ等

で綴じ、これを３部あわせて提出すること。 
 

((1111))  学学位位論論文文のの審審査査及及びび最最終終試試験験 

      研究科委員会に設置される学位論文審査委員会（主査１名、副査２名）により学位論文の 
  審査を行い、審査を終了した者に対し、当該学位論文を中心として、これに関連する分野に 
  ついて口述又は筆記により最終試験を行う。 
   なお、学位論文の審査については「鹿屋体育大学修士論文審査基準」（214 頁）に沿って審

査を行う。 

 

 ((1122))  学学位位論論文文発発表表会会 

 修了予定者は、別に定める日に学位論文発表会で当該論文を発表しなければならない。 
   なお、最終試験は、学位論文発表会をもって当てることができる。 
  

 ((1133))  学学位位論論文文題題目目等等のの公公表表 

 学位が授与された学位論文については、「修士論文題目」、「指導教員氏名」及び「学生氏

名」（学生から公表の承諾が得られた場合のみ）を本学ホームページで公表する。 
なお、公表にあたっては以下の手続きを行う。 

①倫理審査確認 
   倫理審査を受けた場合には、修了予定年度の１１月末までに倫理審査の「審査結果

報告書」を教務課担当係へ提出すること。 
 ②ホームページ公表に係る個人情報の許諾について 
   学位論文題目等の公表に当たっては、別に配布する「修士論文題目公表に係る確認

書」を学位論文と一緒に教務課担当係へ提出すること。 

 

 

５５．．課課程程のの修修了了 

  本学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻を修了するための要件は、標準修業年限以上在

学し、所定の単位を３０単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受け学位論文の審査及び最終

試験に合格することである。 

  なお、課程修了の可否については、前述の学位論文審査委員会の報告に基づき、研究科委員 

 会が審議決定し、学長が認定することとなっている。 
 また、優秀な業績をあげた者は、早期修了が可能である。早期修了を希望する者は、履修登

録をする前に、必ず指導教員及び教務課担当係に相談及び申し出ること。 

 

 

６６．．学学位位のの授授与与 

  本学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻を修了した者には、「修士（体育学）」の学位

を授与する。 

  

  

７７．．教教育育職職員員免免許許状状のの取取得得資資格格 

教育職員免許法に定める中学校及び高等学校教諭の一種免許状（保健体育）の所要資格を有

する者が教育職員免許状取得に必要な単位数（２４単位以上）を修得し、かつ本学大学院体育学

研究科修士課程体育学専攻の課程を修了したときには、申請に基づき中学校及び高等学校教諭

の専修免許状（保健体育）の資格が得られる。 

ただし、以下の科目は教育職員免許状取得に必要な単位数には含めない。 
(1) 共通科目のうち「インストラクションデザイン演習」、「キャリアデザイン演習」、「コ

ープ特講演習・実習」 
(2) 課題研究科目のうち「課題研究」 
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必修 選択

スポーツ科学リテラシー特講 各領域から2名程度 2 211A0-1100

スポーツ科学ナレッジ・マネジメント演習 各領域から2名程度 2 211A0-2101

スポーツ科学セミナー 研究科教務委員会委員長 1 211A0-3102

スポーツ科学英語特講Ⅰ エルメス 1 211A0-3103

スポーツ科学英語特講Ⅱ 吉重・国重 2 211B0-1304

インストラクションデザイン演習 研究科教務委員会・【ゼッターランド】 1 211A0-2305

キャリアデザイン演習 研究科教務委員会・【川島】 1 211A0-3306

コープ特講演習・実習 研究科教務委員会・栫・金高 2～4 211C0-0307

ヘルスサイエンス特講 中垣内・藤井（康）・安田・イスラム・廣津・沼尾 2 221A2-1300

健康教育学特講 安田 2 221A2-1301 西暦偶数年度開講

運動処方論特講 藤田 2 221A2-1302

トレーニング科学特講 髙井・中本・【赤澤】 2 221A2-1303

スポーツコーチング学特講 金高・（　　　） 2 221A1-1304

武道指導論特講 前阪・小澤 2 221A1-1305

スポーツパフォーマンス学特講
髙橋・金高・（　　）・竹中・藤井（雅）・
山口・前田（明）

2 221A1-1306

トレーニング科学特講【夜間】 髙井・【赤澤】 2 221A2-1307

コーチング学特講【夜間】 永原・下川・山下 2 221A1-1308

スポーツ史・運動文化論特講 山田・中村（勇） 2 222A3-1300

武道論特講 前阪 2 222A1-1301

スポーツ法・倫理特講 森（克） 2 222A3-1302

生涯スポーツ学特講 北村・【大勝】 2 222A3-1303

野外教育論特講 坂口 2 222A3-1304

スポーツ社会学特講 北村 2 222A3-1305

コミュニティ・スポーツ論特講 北村・【大勝】 2 222A3-1306

スポーツマネジメント論特講 関・隅野 2 222A3-1307

スポーツ史・運動文化論特講【夜間】 山田・森(克)・【真田】 2 222A3-1308

生涯スポーツ学特講【夜間】 北村・【宮地】・【大勝】 2 222A3-1309

スポーツ社会学特講【夜間】 北村 2 222A3-1310

スポーツマネジメント論特講【夜間】 関・隅野 2 222A3-1311

スポーツ心理学特講 森（司） 2 223A1-1300

スポーツ医科学特講 安田・廣津 2 223A2-1301

スポーツ生理学特講 堀内 2 223A2-1302

身体科学論特講 田巻・與谷 2 223A2-1303

スポーツバイオメカニクス特講 和田・前田（明）・宮崎 2 223A2-1304

運動生化学・分子細胞生物学特講 吉田・【町田】 2 223A2-1305

スポーツ栄養学特講 吉田・石澤 2 223A2-1306

スポーツ心理学特講【夜間】 森（司） 2 223A1-1307

体力科学特講【夜間】 田巻・與谷 2 223A2-1308

スポーツバイオメカニクス特講【夜間】 和田・前田（明）・宮崎 2 223A2-1309

スポーツ栄養学特講【夜間】 【鈴木】 2 223A2-1310

身体教育特講Ⅰ【KR】 連携大学院担当教員 2 223A2-1311

身体教育特講ⅡＡ【KR】 ［井福］・［坂本］ 2 223A2-1312

身体教育特講ⅡＢ【KR】 ［塩瀬］ 2 223A2-1313

ヘルスサイエンス特講演習（健康運動学） 中垣内・沼尾 2 224B2-2300

ヘルスサイエンス特講演習（スポーツ・リハビリテーション医科学） 廣津・藤井（康）・安田 2 224B2-2301

ヘルスサイエンス特講演習（ヘルスサイエンス） イスラム 2 224B2-2302

健康教育学特講演習 安田 2 224B2-2303 西暦偶数年度開講

運動処方論特講演習 藤田 2 224B2-2304

トレーニング科学特講演習（メンタルトレーニング論） 中本 2 224B2-2305

トレーニング科学特講演習（トレーニング科学） 髙井・赤澤 2 224B2-2306

スポーツコーチング学特講演習（陸上競技（トラック）） 松村・永原 2 224B1-2307

スポーツコーチング学特講演習（陸上競技（フィールド）） 瓜田・小森 2 224B1-2308

スポーツコーチング学特講演習（水泳） 萬久・成田 2 224B1-2309

スポーツコーチング学特講演習（体操競技） 山下 2 224B1-2310

スポーツコーチング学特講演習（サッカー） 塩川 2 224B1-2311

スポーツコーチング学特講演習（バスケットボール） 三浦 2 224B1-2312

スポーツコーチング学特講演習（テニス） 髙橋・村上 2 224B1-2313

スポーツコーチング学特講演習（バレーボール） 濱田（幸）・坂中 2 224B1-2314

スポーツコーチング学特講演習（海洋スポーツ） 中村（夏）・榮樂 2 224B1-2315

武道指導論特講演習（剣道） 前阪・竹中 2 224B1-2316

武道指導論特講演習（柔道） 小澤 2 224B1-2317

スポーツパフォーマンス学特講演習
髙橋・金高・竹中・藤井（雅）・
山口・前田（明）

2 224B1-2318

トレーニング科学特講演習【夜間】 髙井・赤澤 2 224B2-2319

コーチング学特講演習【夜間】 永原・下川・山下 2 224B1-2320

スポーツ史・運動文化論特講演習 山田・中村（勇） 2 225B3-2300

武道論特講演習 前阪 2 225B1-2301

スポーツ法・倫理特講演習 森（克） 2 225B3-2302

生涯スポーツ学特講演習 北村・【大勝】 2 225B3-2303

野外教育論特講演習 坂口 2 225B3-2304

スポーツ社会学特講演習 北村 2 225B3-2305

コミュニティ・スポーツ論特講演習 北村・【大勝】 2 225B3-2306

スポーツマネジメント論特講演習 関・隅野 2 225B3-2307

スポーツ史・運動文化論特講演習【夜間】 山田・森（克）・【真田】 2 225B3-2308

生涯スポーツ学特講演習【夜間】 北村・【宮地】・【大勝】 2 225B3-2309

スポーツ社会学特講演習【夜間】 北村 2 225B3-2310

スポーツマネジメント論特講演習【夜間】 関・隅野 2 225B3-2311

スポーツ心理学特講演習 森（司） 2 226B3-2300

スポーツ医科学特講演習 安田・廣津 2 226B2-2301

スポーツ生理学特講演習 堀内 2 226B2-2302

身体科学論特講演習（体力科学） 宮崎 2 226B2-2303

身体科学論特講演習（生体ダイナミクス） 田巻 2 226B2-2304

身体科学論特講演習（身体機能論） 與谷 2 226B2-2305

スポーツバイオメカニクス特講演習 和田・前田（明）・宮崎 2 226B2-2306

運動生化学・分子細胞生物学特講演習 吉田・【町田】 2 226B2-2307

スポーツ栄養学特講演習 吉田・石澤 2 226B2-2308

スポーツ心理学特講演習【夜間】 森（司） 2 226B3-2309

体力科学特講演習【夜間】 田巻・與谷 2 226B2-2310

スポーツバイオメカニクス特講演習【夜間】 和田・前田（明）・宮崎 2 226B2-2311

スポーツ栄養学特講演習【夜間】 【鈴木】 2 226B2-2312

身体教育特講演習Ⅰ【KR】 連携大学院担当教員等 2 226B2-2313

身体教育特講演習ⅡＡ【KR】 ［井福］・［坂本］ 2 226B2-2314

身体教育特講演習ⅡＢ【KR】 ［塩瀬］ 2 226B2-2315

課題
研究

課題研究
科目

課題研究 課題研究 4 227C4-2100

【注意事項】
１．授業科目名に【夜間】と付記してある科目については，教育方法の特例として夜間（６～７限）に開講する科目
２．授業科目名に【KR】と付記してある科目については、体育学・スポーツ科学連携大学院教育プログラムとして実施する科目
３．非常勤講師については、担当教員名を【】で表記
４．連携大学院における連携先教員については、担当教員名を［］で表記
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ポ
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ツ
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用
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ツ
総
合
科
学

令令和和５５年年度度開開設設授授業業科科目目及及びび授授業業担担当当教教員員一一覧覧（（修修士士課課程程））

科目 科目群 領域 授業科目
単位数

ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ 備考R5年度担当教員
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Ⅲ．授業の内容（シラバス）





共通科目共通科目
スポーツ科学リテラシー特講 ………………… 15

スポーツ科学ナレッジ・マネジメント演習  … 16

スポーツ科学セミナー  ……………………… 17

スポーツ科学英語特講Ⅰ  …………………… 18

スポーツ科学英語特講Ⅱ  …………………… 19

インストラクションデザイン演習  …………… 20

キャリアデザイン演習  ……………………… 21

コープ特講演習・実習  ……………………… 22

基礎科目基礎科目
【スポーツ総合科学】

ヘルスサイエンス特講  ……………………… 24

健康教育学特講

運動処方論特講  ……………………………… 25

トレーニング科学特講  ……………………… 26

スポーツコーチング学特講  ………………… 27

武道指導論特講  ……………………………… 28

スポーツパフォーマンス学特講  ……………… 29

トレーニング科学特講【夜間】  ……………… 30

コーチング学特講【夜間】  …………………… 31

【スポーツ文化・社会科学】

スポーツ史・運動文化論特講  ……………… 32

武道論特講  …………………………………… 33

スポーツ法・倫理特講  ……………………… 34

生涯スポーツ学特講　 ………………………… 35

野外教育論特講  ……………………………… 36

スポーツ社会学特講  ………………………… 37

コミュニティ・スポーツ論特講  ……………… 38

スポーツマネジメント論特講  ………………… 39

スポーツ史・運動文化論特講【夜間】  ……… 40

生涯スポーツ学特講【夜間】  ………………… 41

スポーツ社会学特講【夜間】 ………………… 42

スポーツマネジメント論特講【夜間】  ……… 43

【スポーツ生命科学】

スポーツ心理学特講  ………………………… 44

スポーツ医科学特講  ………………………… 45

スポーツ生理学特講  ………………………… 46

身体科学論特講  ……………………………… 47

スポーツバイオメカニクス特講  ……………… 48

運動生化学・分子細胞生物学特講  ………… 49

スポーツ栄養学特講  ………………………… 50

スポーツ心理学特講【夜間】  ………………… 51

体力科学特講【夜間】  ………………………… 52

スポーツバイオメカニクス特講【夜間】  …… 53

スポーツ栄養学特講【夜間】  ………………… 54

身体教育特講Ⅰ【KR】  ………………………… 55

身体教育特講ⅡＡ【KR】  ……………………… 56

身体教育特講ⅡＢ【KR】  ……………………… 57

応用科目応用科目
【スポーツ総合科学】

ヘルスサイエンス特講演習（健康運動学）  … 58

ヘルスサイエンス特講演習

　（スポーツ・リハビリテーション医科学）  … 59

ヘルスサイエンス特講演習

　（ヘルスサイエンス）  ……………………… 60

健康教育学特講演習

運動処方論特講演習  ………………………… 61

トレーニング科学特講演習

　（メンタルトレーニング論）  ………………… 62

トレーニング科学特講演習

　（トレーニング科学） ………………………… 63

スポーツコーチング学特講演習

 　（陸上競技（トラック））  …………………… 64

スポーツコーチング学特講演習

　（陸上競技（フィールド））  ………………… 65

スポーツコーチング学特講演習（水泳）  …… 66

スポーツコーチング学特講演習（体操競技） … 67

スポーツコーチング学特講演習（サッカー） … 68

スポーツコーチング学特講演習

　（バスケットボール）   ……………………… 69

スポーツコーチング学特講演習（テニス） …… 70

スポーツコーチング学特講演習

　（バレーボール） ……………………………… 71

スポーツコーチング学特講演習

　（海洋スポーツ）  …………………………… 72

武道指導論特講演習（剣道）  ………………… 73

武道指導論特講演習（柔道）  ………………… 74

スポーツパフォーマンス学特講演習  ………… 75

トレーニング科学特講演習【夜間】  ………… 76

コーチング学特講演習【夜間】  ……………… 77

【スポーツ文化・社会科学】

スポーツ史・運動文化論特講演習  ………… 78

武道論特講演習  ……………………………… 79

スポーツ法・倫理特講演習  ………………… 80

生涯スポーツ学特講演習  …………………… 81

野外教育論特講演習 …………………………… 82

スポーツ社会学特講演習  …………………… 83

コミュニティ・スポーツ論特講演習  ………… 84

スポーツマネジメント論特講演習  …………… 85

スポーツ史・運動文化論特講演習【夜間】  … 86

生涯スポーツ学特講演習【夜間】  …………… 87

スポーツ社会学特講演習【夜間】  …………… 88

スポーツマネジメント論特講演習【夜間】  … 89

【スポーツ生命科学】

スポーツ心理学特講演習  …………………… 90

スポーツ医科学特講演習  …………………… 91

スポーツ生理学特講演習  …………………… 92

身体科学論特講演習（体力科学）  …………… 93

身体科学論特講演習（生体ダイナミクス）  … 94

身体科学論特講演習（身体機能論）  ………… 95

スポーツバイオメカニクス特講演習  ………… 96

運動生化学・分子細胞生物学特講演習  …… 97

スポーツ栄養学特講演習  …………………… 98

スポーツ心理学特講演習【夜間】  …………… 99

体力科学特講演習【夜間】  ……………………100

スポーツバイオメカニクス特講演習【夜間】 …101

スポーツ栄養学特講演習【夜間】  ……………102

身体教育特講演習Ⅰ【KR】  ……………………103

身体教育特講演習ⅡＡ【KR】  …………………104

身体教育特講演習ⅡＢ【KR】  …………………105
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授業科目名
(ナンバリングコード)

スポーツコーチング学特講演習（海洋スポーツ）
(224B1-2315)

授業形態 演習 授業科目区分 応用科目
(ｽﾎﾟｰﾂ総合科学)

担当教員名 　中村　夏実・榮樂　洋光 補助担当者名 笹子　悠歩

単位数 2　単位 履修年次 － 受け入れ人数 －

授業の概要
及び達成目標

現在、海洋スポーツにおける普及振興の分野では、子どもの発育発達における体験活動の重要性、多様な生涯スポーツ種目のニーズが高まっている。ま
た、競技スポーツの分野では、海上および水上環境であってもテクノロジーを活用したコーチングが可能となってきている。
加えて、現在の日本社会において、「海洋基本計画」にもとづく我が国の海洋立国政策を背景に、国民の海洋への理解を深めるためにも、海洋スポーツ
活動や水辺活動に造詣の深い人材が求められている。
本授業では、このような社会的なニーズに応えられる、実践力を養うため、以下の内容を中心に演習を行う。
○海洋スポーツ種目（セーリング、ローイング）の競技力向上のためのパフォーマンス研究を実践する。
○海洋スポーツ種目（セーリング、ローイング、スキンダイビング）の技術向上のための、指導法や安全管理についての問題点を探求する。
○海洋スポーツ行事・イベントの企画と運営に参画することにより海洋スポーツの意義と課題を考察する。
○海洋スポーツコーチングに関する国内及び海外の文献講読を行う。
○海洋スポーツにおける調査・実験研究の方法を実習し、エビデンスを用いたコーチング方法を演習する。

成績評価の方法 □学期末試験の成績（ %）　■授業への取り組み状況（60%）
■レポート等の提出状況（40%）　を総合的に評価する。

成績評価の基準 授業への取り組み状況については１回の授業で4点（合計60点、第1回オリエンテーション除く）、レポートについては40点で評価し、総点６
０点以上を合格とする。

テキスト、教材
参　考　書

海洋スポーツ指導者のための安全ハンドブック他、必要に応じて教材・資料を配付する。

履修条件・
関連科目

特になし 備考(教員メッ
セージ含む)

荒天時の対応に備えて、連絡先等の個人情報をお聞きしま
す。
医師により、水中での活動を控えるように指示されている
方は、受講前に必ずご相談ください。

オフィス・アワー 中村・榮楽　随時　事前に海洋スポーツセンター0994-47-2758に電話連絡または
natsumi@nifs-k.ac.jp； eiraku@nifs-k.ac.jp にメールをお願いします

授業計画

回 担当教員名 授業内容 授業時間外の指導等
　(予習、復習、ﾚﾎﾟｰﾄ等課題の指示)

1 中村　夏実
榮樂　洋光

オリエンテーション、海洋スポーツ総論 参考書・資料等の復習
（1時間）

2 〃 総合学習（海洋スポーツ教室・イベントの企画と実際） 天候等により変更あり
参考書・資料等の復習及び予習（1時間）

3 〃 総合学習（海洋スポーツ教室・イベントの企画と実際） 天候等により変更あり
参考書・資料等の復習及び予習（1時間）

4 〃 総合学習（海洋スポーツ教室・イベントの企画と実際） 天候等により変更あり

5 〃 総合学習（海洋スポーツ教室・イベントの企画と実際） 天候等により変更あり
参考書・資料等の復習及び予習（1時間）

6 〃 総合学習（海洋スポーツ教室・イベントの企画と実際） 天候等により変更あり
参考書・資料等の復習及び予習（1時間）

7 〃 総合学習（海洋スポーツ教室・イベントの企画と実際） 天候等により変更あり
課題提出（レポート1回目）
レポートの作成（２時間）

8 〃 海洋スポーツに関するコーチングのための文献購読 文献購読および抄録作成（2時間）

9 〃 海洋スポーツに関するコーチングのための文献購読 文献購読および抄録作成（2時間）

10 〃 海洋スポーツに関するコーチングのためのデータ収集・分析 天候により変更あり
機器操作方法の自主練習や授業内で収集したデー
タの整理（2時間）

11 〃 海洋スポーツに関するコーチングのためのデータ収集・分析 天候により変更あり
機器操作方法の自主練習や授業内で収集したデー
タの整理（2時間）

12 〃 海洋スポーツに関するコーチングのための文献購読 文献購読および抄録作成（２時間）

13 〃 海洋スポーツに関するコーチングのための文献購読 文献購読および抄録作成（２時間）

14 〃 海洋スポーツに関するコーチングのためのデータ収集・分析 天候により変更あり
機器操作方法の自主練習や授業内で収集したデー
タの整理（2時間）

15 〃 海洋スポーツに関するコーチングのためのデータ収集・分析 天候により変更あり
機器操作方法の自主練習や授業内で収集したデー
タの整理（2時間）

16 〃 まとめ 課題提出（レポート2回目）
レポートの作成（２時間）
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Ⅳ．体育学研究科修士課程体育学専攻担当教員名簿及び研究領域等一覧



１１．．令令和和55年年度度体体育育学学研研究究科科修修士士課課程程体体育育学学専専攻攻担担当当教教員員名名簿簿

【【研研究究指指導導担担当当教教員員】】

職　　　種 氏 名 備　　　　考

瓜　田　吉　久

小　澤　雄　二

北　村　尚　浩

金　高　宏　文

関　　　朋　昭

髙　橋　仁　大

竹　中　健太郎

田　巻　弘　之

中垣内　真　樹

中　村　夏　実

藤　井　康　成

藤　田　英　二

堀　内　雅　弘

前　田　　　明

森　　　克　己

森　　　司　朗

安　田　　　修

山　田　理　恵

和　田　智　仁

栫　　　ちか子

髙　井　洋　平

中　本　浩　揮

永　原　　　　隆

沼　尾　成　晴

三　浦　　　健

與　谷　謙　吾

イスラム　モハモド　モニルル

講師 下　川　美　佳

【【授授業業担担当当教教員員】】

職　　　種 氏 名 備　　　　考

濱　田　幸　二

前　阪　茂　樹

赤　澤　暢　彦

隅　野　美砂輝

廣　津　匡　隆

松　村　　　　勲

吉　田　剛一郎

幾　留　沙　智

小　森　大　輔

坂　中　美　郷

塩　川　勝　行

成　田　健　造

藤　井　雅　文

村　上　俊　祐

山　口　大　貴

山　下　龍一郎

【【連連携携大大学学院院】】

職　　　種 氏 名 備　　　　考

客員教授 井　福　裕　俊 　研究指導担当教員

客員准教授 坂　本　将　基 　研究指導担当教員

客員准教授 塩　瀬　圭　佑 　授業担当教員

【【授授業業ののみみをを担担当当すするる教教員員】】

職　　　種 氏 名 備　　　　考

国　重　　　徹 　本学教員

吉　重　美　紀 　本学教員

エルメス・ディビット 　本学教員

萬　久　博　敏 　本学教員

石　澤　里　枝 　本学教員

榮　樂　洋　光 　本学教員

坂　口　俊　哉 　本学教員

中　村　　　勇 　本学教員

宮　崎　輝　光 　本学教員

石　走　知　子 　学外講師

　大　勝　志津穂　 　学外講師

川　島　克　介 　学外講師

真　田　　　久 　学外講師

　鈴　木　志保子　 　学外講師

町　田　修　一 　学外講師

宮　地　元　彦 　学外講師

ヨーコ　ゼッターランド 　学外講師

教授

准教授

講師

非常勤講師

教授

准教授

教授

准教授

講師
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【研究指導担当教員】

職　　　種 氏　　　　　名 備　　　　考

瓜　田　吉　久

小　澤　雄　二

北　村　尚　浩

金　高　宏　文

関　　　朋　昭

髙　井　洋　平

髙　橋　仁　大

竹　中　健太郎

田　巻　弘　之

中垣内　真　樹

中　村　夏　実

藤　井　康　成

藤　田　英　二

堀　内　雅　弘

前　田　　　明

森　　　克　己

森　　　司　朗

安　田　　　修

山　田　理　恵

和　田　智　仁

栫　　　ちか子

小　森　大　輔

下　川　美　佳

中　本　浩　揮

永　原　　　　隆

沼　尾　成　晴

三　浦　　　健

吉　田　剛一郎

與　谷　謙　吾

イスラム　モハモド　モニルル

【授業担当教員】

職　　　種 氏　　　　　名 備　　　　考

濱　田　幸　二

前　阪　茂　樹

赤　澤　暢　彦

隅　野　美砂輝

廣　津　匡　隆

松　村　　　　勲

幾　留　沙　智

坂　中　美　郷

塩　川　勝　行

成　田　健　造

藤　井　雅　文

村　上　俊　祐

山　口　大　貴

山　下　龍一郎

【連携大学院】

職　　　種 氏　　　　　名 備　　　　考

客員教授 井　福　裕　俊 　研究指導担当教員

客員准教授 坂　本　将　基 　研究指導担当教員

客員准教授 塩　瀬　圭　佑 　授業担当教員

【授業のみを担当する教員】

職　　　種 氏　　　　　名 備　　　　考

国　重　　　徹 　本学教員

吉　重　美　紀 　本学教員

エルメス・ディビット 　本学教員

萬　久　博　敏 　本学教員

石　澤　里　枝 　本学教員

榮　樂　洋　光 　本学教員

坂　口　俊　哉 　本学教員

中　村　　　勇 　本学教員

宮　崎　輝　光 　本学教員

石　走　知　子 　学外講師

　大　勝　志津穂　 　学外講師

川　島　克　介 　学外講師

真　田　　　久 　学外講師

　鈴　木　志保子　 　学外講師

町　田　修　一 　学外講師

宮　地　元　彦 　学外講師

ヨーコ　ゼッターランド 　学外講師

講師

非常勤講師

准教授

教授

准教授

教授

講師

教授

准教授

－ 106 －



令和５年１０月１日現在 

２．体育学研究科修士課程体育学専攻担当教員研究領域等一覧

【専任教員】

① 研究指導担当教員

区分 氏名（職名） 担 当 授 業 科 目 研  究  領  域 

研 
 
 

究 
 
 

指 
 
 

導 
 
 

担 
 
 

当 
 
 

教 
 
 

員

瓜 田 吉 久
（教授）

・スポーツコーチング学特講演習
（陸上競技（フィールド））

陸上競技における効果的な指導方法について研究を推進してい
る。また、陸上競技を中心に各種目に必要な体力獲得のためのト
レーニング方法並びに手段について研究を行っている。

小 澤 雄 二
（教授）

・武道指導論特講
・武道指導論特講演習（柔道）
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】

１）安全で効果的な武道の指導のための用具の研究・開発
２）柔道の授業のための実践的指導プログラムの研究・開発
３）柔道選手の競技力向上に関する研究
以上の３つの方向から主に研究を行っている。

北 村 尚 浩

   （教授）

・スポーツ社会学特講
・スポーツ社会学特講演習
・スポーツ社会学特講【夜間】
・スポーツ社会学特講演習【夜間】
・生涯スポーツ学特講
・生涯スポーツ学特講演習
・生涯スポーツ学特講【夜間】
・生涯スポーツ学特講演習【夜間】
・コミュニティ・スポーツ論特講
・コミュニティ・スポーツ論特講演習
・スポーツ科学リテラシー特講
・スポーツ科学ナレッジ・

マネジメント演習

スポーツを中心としたレジャー・レクリエーションの社会科学
的研究を主要研究領域とし、生涯にわたるスポーツ・ライフスタ
イル形成の視点から、特に学校での教科体育や運動部活動をはじ
め、スポーツ少年団や地域スポーツクラブなどにおける青少年ス
ポーツのあり方や、レジャー・レクリエーションの社会的意義に
ついて検討している。

金 高 宏 文
（教授）

・スポーツコーチング学特講
・スポーツパフォーマンス学特講
・スポーツパフォーマンス学特講演習
・スポーツ科学リテラシー特講
・身体教育特講Ⅰ【KR】
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】

スポーツ運動における「技能の習得」や「動作の改善」時に生
じる「コツ・カン」や「フォーム」の変化について調査・測定し
ている。現在は、各スポーツ種目における初心・初級者のコツや
技術、その指導・トレーニング方法を探求している。専門はスポ
ーツ運動学及びトレーニング学で、スポーツバイオメカニクスと
指導者育成・再研修のカリキュラム論についても取組んでいる。

関   朋 昭
    （教授）

・スポーツマネジメント論特講
・スポーツマネジメント論特講演習
・スポーツマネジメント論特講【夜間】
・スポーツマネジメント論特講演習
【夜間】

スポーツにおけるビジネス上の問題点、スポーツ組織（クラブ）
が抱える課題をマネジメントの視点から研究している。特に学校
部活動が主たる研究テーマとなっている。また人文社会科学の研
究方法論をベースにしながら「スポーツとは何か」「スポーツの
価値とは何か」という原理的な研究も行っている。

髙 井 洋 平
（教授）

・トレーニング科学特講
・トレーニング科学特講演習

（トレーニング科学）
・トレーニング科学特講【夜間】
・トレーニング科学特講演習【夜間】
・スポーツ科学ナレッジ・

マネジメント演習
・身体教育特講Ⅰ【KR】
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】

発育期の子ども、高齢者およびスポーツ選手を対象に、身体組
成、筋機能および運動能力におけるトレーナビリティに関する研
究を、運動生理学的およびバイオメカニクス的手法を用いて行っ
ている。

髙 橋 仁 大
  （教授）

・スポーツパフォーマンス学特講
・スポーツパフォーマンス学特講演習
・スポーツコーチング学特講演習
            （テニス）
・スポーツ科学リテラシー特講

スポーツにおける戦略・戦術分析のためのゲームパフォーマン
ス分析ならびにPerformanceAnalysisを行っている。特に映像を用
いた分析ならびにフィードバック手法、またゲームパフォーマン
ス分析を基にしたゲームパフォーマンス評価に関する研究を進め
ている。これらの研究が実験室的研究で終わることなく、スポー
ツの実践場面に貢献できるような、フィールドでの実践的活動も
重点的に行う。

竹 中 健太郎

（教授）

・スポーツパフォーマンス学特講

・スポーツパフォーマンス学特講演習

・武道指導論特講演習（剣道）

・スポーツ科学リテラシー特講

・スポーツ科学ナレッジ・

マネジメント演習

我国発祥の伝統運動文化である武道（剣道）おいて、その競技
性と文化性の共存に向けたコーチングの探求、構築を目指す研究
を推進している。競技力向上の要因、あるいは技術習得の効率性
についての実践的な検証と並行し、剣術が現代の剣道に見られる
運動形態に発展する過程で伝承されてきた精神性を追求する。競
技の発展と伝統文化の継承の二軸の視点から、後世への伝承の方
法論について検討している。

田 巻 弘 之
（教授）

・身体科学論特講
・身体科学論特講演習

（生体ダイナミクス）
・体力科学特講【夜間】
・体力科学特講演習【夜間】
・スポーツ科学ナレッジ・

マネジメント演習

疲労及び筋持久力の改善に関する神経-筋系の制御機構や、運動
刺激が筋・骨格系の組織細胞の形態や機能に及ぼす影響に関する
領域をテーマとしている。また加齢や不動によって骨や骨格筋が
どのように萎縮するのか、どのような運動・トレーニングで防止
できるのか等について組織・細胞を各種顕微鏡で観察して解明し
ようとしている。
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中垣内 真 樹 
（教授） 

・ヘルスサイエンス特講 
・ヘルスサイエンス特講演習 

（健康運動学） 
・スポーツ科学リテラシー特講 

 中高齢者を対象として健康づくり、介護予防のための運動の実
践方法やその効果について研究している。地域での効果的な運動
の普及を目指して運動プログラムを作成し、実際に地域等で実践
指導をしてその効果を検証しながら運動の有用性や意義を明らか
にする。 

中 村 夏 実 
（教授） 

・スポーツコーチング学特講演習 

（海洋スポーツ） 

・スポーツ科学ナレッジ・ 

マネジメント演習 

・身体教育特講Ⅰ【KR】 

・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

海洋スポーツ種目（特にボート、カヌー）における水上パフォ

ーマンスの評価方法や総合的な競技力の評価体系の確立に取り組

みながら、国際的な競漕力の獲得を目指すユニバ世代の体力的・

技術的目標の設定と目標達成のためのトレーニング方法を探求し

ている。 

一方で、海洋スポーツ全般の心身への健康増進効果のエビデン

スの蓄積に取り組んでいる。 

藤 井 康 成 
 （教授） 

・ヘルスサイエンス特講 
・ヘルスサイエンス特講演習 
 （スポーツ・リハビリテーション 

医科学） 

 スポーツ医科学における整形外科的疾患の予防と運動療法につ
いて、特に肩・肘の上肢、膝・足の下肢関節のスポーツ障害を中
心に、その病態や治療法、予防法に関して研究を行う。スポーツ
選手の身体機能を評価するメディカルチェックを通して、体の柔
軟性やアライメントの評価法から障害予防のためのトレーニング
法などについても研究をすすめる。 

藤 田 英 二 
  （教授） 

・運動処方論特講 
・運動処方論特講演習 
・身体教育特講Ⅰ【KR】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 
・スポーツ科学リテラシー特講 

 アスレティックトレーナーの専門領域であるアスレティックト
レーニング、および高齢者の健康づくりについて研究を行ってい
る。アスレティックトレーニングでは、特にスポーツによる外傷
および障害予防に関するフィジカルコンディショニングや、その
トレーニング法に関して取り組んでいる。高齢者の健康づくりで
は、健常高齢者から低体力の虚弱者まで幅広い層を対象とした運
動の手法とその効果について研究している。 

堀 内 雅 弘 
 （教授） 

 

・スポーツ生理学特講 
・スポーツ生理学特講演習 
・スポーツ科学リテラシー特講 
・スポーツ科学ナレッジ・ 

マネジメント演習 

 専門領域は運動生理学（呼吸・中心循環、および末梢循環応答）、
および環境生理学である。具体的には、運動時の呼吸循環応答の
メカニズムを明らかにしようとしている。この要因解明のために、
環境要因（低酸素・暑熱等）を負荷した状況での実験研究を行っ
ている。さらに、これら環境要因が脳循環応答に及ぼす影響と認
知機能の関連についても検討している。 

前 田   明 
 （教授・副学長） 

・スポーツパフォーマンス学特講 
・スポーツパフォーマンス学特講演習 
・スポーツバイオメカニクス特講 
・スポーツバイオメカニクス特講演習 
・スポーツバイオメカニクス 

特講【夜間】 
・スポーツバイオメカニクス 

特講演習【夜間】 
・スポーツ科学リテラシー特講 
・スポーツ科学ナレッジ・ 

マネジメント演習 

 運動技術の習得を力学的に得るためにモーションキャプチャー
システム、ハイスピードカメラ、フォースプレート等を用いてバ
イオメカニクス的に動作を分析する。競技力向上に関するトレー
ニング効果をバイオメカニクス的見地から考察する。 

森   克 己 

 （教授） 

・スポーツ法・倫理特講 
・スポーツ法・倫理特講演習 
・スポーツ史・運動文化論特講【夜間】 
・スポーツ史・運動文化論 

特講演習【夜間】 
・スポーツ科学リテラシー特講 

 スポーツは「世界共通の人類の文化」（スポーツ基本法前文）
である。また、「文化」とは、「人間が自然に手を加えて形成し
てきた物心両面の成果」（広辞苑）のことである。日本で20数年
前に学会が設立されて本格的に研究が開始されたスポーツ法学は
従来日本の実定法学が対象としてこなかった「文化」を対象とす
る新しい法学であると認識されている。スポーツと法に関わる人
類学的な問題について、その歴史的な背景を踏まえ、スポーツ法
学的な手法を用いて考察している。 

森   司 朗 
   （教授） 

・スポーツ心理学特講 
・スポーツ心理学特講演習 
・スポーツ心理学特講【夜間】 
・スポーツ心理学特講演習【夜間】 
・スポーツ科学リテラシー特講 
・身体教育特講Ⅰ【KR】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

1）幼少年期の心身両面からの運動発達 
2）運動認知メカニズムや運動学習のプロセスなどの理論的な研究
及びメンタルトレーニングや認知トレーニングへの応用 

3）コミュニティ心理学的アプローチを通して自閉症児の治療教育
などの実践的研究 

4）脳内神経連絡経路などの基礎研究 
以上の4つの方向から主に研究を行っている。 

安 田   修 
（教授） 

・ヘルスサイエンス特講 
・ヘルスサイエンス特講演習 
 （スポーツ・リハビリテーション 

医科学） 
・健康教育学特講 
・健康教育学特講演習 
・スポーツ医科学特講 
・スポーツ医科学特講演習 

 ミトコンドリアは生体のエネルギーの殆ど全てを生産し、生体
の活動性や老化を左右する重要な細胞内小器官である。運動や骨
格筋量がミトコンドリア機能に与える影響に関しての生物化学的
な研究に取り組んでいる。また骨格筋量が生体の心蔵、腎臓の機
能や老化に与える影響について血液パラメーターや分子生物学的
手法を用いた研究を行っている。 
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山 田 理 恵 
    （教授） 

・スポーツ史・運動文化論特講 
・スポーツ史・運動文化論特講演習 
・スポーツ史・運動文化論特講【夜間】 
・スポーツ史・運動文化論 

特講演習【夜間】 
・スポーツ科学リテラシー特講 
・スポーツ科学ナレッジ・ 

マネジメント演習 

 日本とドイツの場合を中心に、固有の伝統的スポーツや身体運
動をめぐる諸現象を比較・検討し、スポーツ文化の伝統性や特性
などについて歴史的、社会学的、民俗学的考察を行っている。 

和 田 智 仁 

（教授） 

・スポーツバイオメカニクス特講 
・スポーツバイオメカニクス特講 
【夜間】 
・スポーツバイオメカニクス特講演習 
・スポーツバイオメカニクス特講演習
【夜間】 
・スポーツ科学ナレッジ・ 

マネジメント演習 

スポーツにおける情報通信技術の活用をテーマとし，慣性セン
サ等のウェアラブルセンサを用いた動作分析やデータの可視化，
スポーツ現場におけるタブレット活用，映像のフィードバック手
法などの研究に取り組んでいる。 

栫 ち か 子 

（准教授） 
・コープ特講演習・実習 
・身体教育特講Ⅰ【KR】 

保健体育科教育学，舞踊教育学を専門分野とし，学校教育にお
ける体育・保健の授業づくりや学修成果・評価をテーマに，授業
内容・学修過程・評価規準の設定の可視化を目的とした教材開発，
授業改善に向けての授業実践等について，量的研究法と質的研究
法を複合的に用いて研究を進めている。 

小 森 大 輔 

（准教授） 

・スポーツコーチング学特講 

・スポーツコーチング学特講演習 
（陸上競技（フィールド）） 

陸上競技における効果的な指導方法や跳躍種目で要求される体
力要素について研究を進めている。 
その中でも、リバウンドジャンプや立五段跳等のパフォーマンス

と関係性のある能力を向上させるためのトレーニング方法につい

て探求している。 

下 川 美 佳 

（准教授） 
・コーチング学特講【夜間】 
・コーチング学特講演習【夜間】 

 武道（剣道）における稽古やコーチング方法の探究をテーマ
とし、現場の日常にある様々な活動を対象とした研究を進めてい
る。主に、技能の習得や動作の改善時に生じる運動意識や動作の
変化について、あるいは、打突に伴って発生する音に関する調査・
測定などを行い、暗黙知の可視化に取り組んでいる。 

中 本 浩 揮 
（准教授） 

・トレーニング科学特講 
・トレーニング科学特講演習 

（メンタルトレーニング論） 
・身体教育特講Ⅰ【KR】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

 スポーツの熟達化をテーマとし、優れた競技者の視覚システム
および予測能力と運動修正能力といった知覚・認知技能の特徴や
その獲得方法について、心理物理学、生理心理学的手法を用いて
研究を行っている。 

永 原   隆 

（准教授） 

・スポーツコーチング学特講演習 
（陸上競技（トラック）） 

・コーチング学特講【夜間】 
・コーチング学特講演習【夜間】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

  スポーツ科学を研究領域とし，競技力向上に有用となる知見を
得るために研究を行っている．スプリント走学を専門とし，子供
から高齢者，アスリートを対象として，スプリント走の機序，評
価法，効果的なトレーニング手段の解明を進めている．また，研
究に用いる器具やソフトウェアの開発を行っている． 

沼 尾 成 晴 

   （准教授） 

・ヘルスサイエンス特講 
・ヘルスサイエンス特講演習 

（健康運動学） 

 肥満や生活習慣病の危険因子を改善するための効果的な身体活
動や運動方法の開発を目指し、呼気や血液指標（生化学指標、ア
ディポカイン）などを用いて、急性運動や慢性運動のエネルギー
代謝（糖代謝、脂質代謝）に及ぼす影響について応用的な研究を
進めている。また、中高齢者に対する運動や身体活動を増加させ
るための方法、またその効果についても検討している。 

三 浦   健 
（准教授） 

・スポーツコーチング学特講演習 
 （バスケットボール） 

 球技スポーツにおける技術面、戦術面、試合の運営等に焦点を
当て、実践活動に直接寄与する知見を、数値データや画像データ
を提示することにより、「実践事例研究論文」として作成する方
法論を用いた研究を行っている。 
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吉 田 剛一郎 

（准教授） 

・運動生化学・分子細胞生物学特講 
・運動生化学・分子細胞生物学 

特講演習 
・スポーツ栄養学特講 
・スポーツ栄養学特講演習 
・スポーツ科学ナレッジ・ 

マネジメント演習 

 運動負荷にともなう生体内代謝変化について検討を行ってい
る。栄養素の異化によるエネルギー産生および疲労をテーマとし、
その一つとして脂肪酸代謝のコファクターであるカルニチンの末
梢および中枢におけるはたらきを検討している。 

與 谷 謙 吾 

（准教授） 

・身体科学論特講 
・身体科学論特講演習（身体機能論） 
・体力科学特講【夜間】 

・体力科学特講演習【夜間】 

 外部刺激に対する身体の反応パフォーマンスについて、時間的
側面（反応時間）から中枢（神経系）や末梢（筋系）の時間要素
に区分して評価し、各系でのトレーナビリティー等について研究
を行っている。 

イスラム モハモ

ド モニルル 

（准教授） 

・ヘルスサイエンス特講 
・ヘルスサイエンス特講演習 
 （ヘルスサイエンス） 

1）わが国における地域在住の健康な高齢者から施設入所している
高齢者までを対象に介入運動に関する研究を行っている。今後
は発展途上国の高齢者の日常生活における身体活動量の測定と
ともにその人たちの身体活動量を高める方法に関する研究を行
う予定である。 

2）発展途上国の上水と下水問題解決法（雨水利用及びサニタリー
トイレ利用など）に関する研究を行っている。 

 

② 授業担当教員 
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濱 田 幸 二 

   （教授） 
・スポーツコーチング学特講演習 
          （バレーボール） 

 バレーボールのゲーム分析、主として攻撃戦術のパターン化
と守備戦術のシステム化のために、データ蓄積と解析を重ねてい
る。この過程から戦術トレーニングの方法開発を進め、コーチン
グ現場へのフィードバックと戦術構造から考えられるチームビル
ディングを検討している。 

前 阪 茂 樹 

   （教授） 

・武道指導論特講 
・武道指導論特講演習（剣道） 
・武道論特講 
・武道論特講演習 

 武道（特に剣道）を単なる「競技」ではなく、「日本の伝統的
運動文化」であるという視座にたち、武道について歴史性・文化
性などを俯瞰し、指導論へと発展させていく。 
特に、 
１．古伝書等に記述されている内容の吟味と現代的解釈。 
２．武道修錬の構造の理解と「師弟同行」の精神に基づく実践・
検証。 

などを検討・確認しながら、「修証一如」の修行論・指導論を展
開する。 

赤 澤 暢 彦 

   （准教授） 

・トレーニング科学特講 
・トレーニング科学特講演習 

（トレーニング科学） 
・トレーニング科学特講【夜間】 
・トレーニング科学特講演習【夜間】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

一般中高齢者からアスリートまでを対象にして、トレーニング
やコンディショニングに関する研究を行っている。主に、動脈硬
化や認知症の予防・アスリートブレインなどを中心に、生理生化
学アプローチにより、トレーニングの効果やそのメカニズムを明
らかにして、健康維持増進やパフォーマンス向上をねらいとした
研究に取り組んでいる。 

隅 野 美砂輝 

（准教授） 

・スポーツマネジメント論特講 
・スポーツマネジメント論特講演習 
・スポーツマネジメント論特講【夜間】 
・スポーツマネジメント論 

特講演習【夜間】 
・スポーツ科学リテラシー特講 

 主にプロスポーツに関するスポーツ経営学やスポーツマーケテ
ィングについて研究している。その中でもスポーツファンを対象
に消費者行動研究の手法を援用し、その行動の解明に取り組んで
いる。 

廣 津 匡 隆 

   （准教授） 

・ヘルスサイエンス特講 
・ヘルスサイエンス特講演習 

（スポーツ・リハビリテーション 
医科学） 

・スポーツ医科学特講 
・スポーツ医科学特講演習 
・スポーツ科学リテラシー特講 
・身体教育特講Ⅰ【KR】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

 整形外科的スポーツ傷害の発症予防と運動療法について、特に
膝・足の下肢や肩・肘の上肢のスポーツ障害を中心に、その病態・
予防法・治療法に関して研究を行う。各スポーツにおけるスポー
ツ傷害発症のメカニズムを解明し、メディカルチェックなどを通
して個人の身体的特徴を評価することにより、障害予防のための
最適なトレーニング法などについて研究を行う。 

松 村   勲 

   （准教授） 

・スポーツコーチング学特講演習 

 （陸上競技（トラック）） 

・スポーツ科学ナレッジ・ 
マネジメント演習 

 陸上競技の中長距離走を中心に、そのトレーニング方法や評価
方法、ならびにコーチング方法について研究を進めている。また、
スポーツ選手のコンディション評価ならびにコンディショニング
についての研究も行っている。 
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幾 留 沙 智 

（講師） 

・トレーニング科学特講 
・トレーニング科学特講演習 

 （メンタルトレーニング論） 
・身体教育特講Ⅰ【KR】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

パフォーマンス向上に関連する内容として、運動の素早い修正
方略及び修正メカニズムの解明、練習の質を高める心理特性の解
明に向けて実験法や質問紙調査法を用いて研究を行っている。ま
たパフォーマンス発揮に関連する内容として、メンタルトレーニ
ングの効果検証といった実践研究に取り組んでいる。 

坂 中 美 郷 

（講師） 

・スポーツコーチング学特講演習 
 （バレーボール） 

・スポーツ科学ナレッジ・ 
マネジメント演習 

バレーボールにおけるパフォーマンスの向上を目的とした練習
方法、コーチング方法、チームビルディングについて研究を行っ
ている。また、選手個々人のパフォーマンスと、メンタルコンデ
ィションや身体コンディションとの関わりについて研究を進めて
いる。 

塩 川 勝 行 

（講師） 
・スポーツコーチング学特講演習 

 （サッカー） 

 サッカーの育成年代における技術、戦術的なトレーニング、コ
ーチングの研究及びサッカーにおけるフィジカルコンディション
の検討を行っている。 
 また、試合の映像編集・分析を基に、攻撃戦術、守備戦術を考
察し、競技力向上に結びつく実践的なトレーニング方法・コーチ
ング法を検討している。 

成 田 健 造 

    （講師） 
・スポーツコーチング学特講演習 

（水泳） 

水泳における力学、特に流体力学を専門とし、水泳中の抵
抗力評価をメインテーマとしている。そのテーマの中で、抵
抗力・推進力の大きい泳動作の特徴や、身体形状・組成との
関係を近年は研究している。また、上記以外にも、水泳のト
レーニング学や指導方法などにも取り組んでいるため、水泳
全般が私の研究領域といえる。 

藤 井 雅 文 

（講師） 
・スポーツパフォーマンス学特講 
・スポーツパフォーマンス学特講演習 

野球における以下の3つの項目についての評価方法、ならびに効
果的なトレーニング方法およびコーチング方法について、実際の
指導現場をフィールドにして研究を進めている。 
1）走攻守のパフォーマンスについて 
2）攻撃戦術および守備戦術について 
3）選手が向上するためのチーム(環境)作りについて 

村 上 俊 祐 

（講師） 
・スポーツコーチング学特講演習 

（テニス） 

テニスにおけるサービスやグラウンドストロークの技術評価に
取り組んでおり、そうした評価やニーズ分析に基づいたトレーニ
ング実践による競技力向上の過程に関する研究を進めている。ま
た、テニスの指導者講習を実践するとともに、より効果的な指導
者養成プログラムについても検討している。 

山 口 大 貴 

（講師） 
・スポーツパフォーマンス学特講 
・スポーツパフォーマンス学特講演習 

自転車競技を中心に，技能改善および競技力向上に関する実践
研究に取組んでいる．具体的には，自転者競技者および指導者が
有している運動技能や実践知を，簡易的な機材や映像等を用いて
客観的に可視化し，その指標がどのように活用できるか検討して
いる．その他，スポーツ用自転車を用いた安全な走行技能を修得
するための指導法についても探求している。 

山 下 龍一郎 

    （講師） 

・スポーツコーチング学特講演習 
（体操競技） 

・コーチング学特講【夜間】 
・コーチング学特講演習【夜間】 

スポーツ運動学の理論に基づき，実践に定位した研究を行なっ
ている．主に体操競技について，技術や動きのコツとカン，技の
狂い，動きの習熟，修正を対象とした発生的分析，動きの生成と
消滅の過程に関する静態的分析，動きの構造，競技規則等に関す
る構造分析を行なっている．一般的にいう意識的（顕在的）な内
容だけでなく，無意識的（潜在的）な内容の解明を進める． 
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国 重   徹 

（教授） 
・スポーツ科学英語特講Ⅱ 

吉 重 美 紀 

（教授） 
・スポーツ科学英語特講Ⅱ 

David Elmes 

（准教授） 
・スポーツ科学英語特講Ⅰ 

萬 久 博 敏 

（准教授） 

・スポーツコーチング学特講演習 

 （水泳） 

・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

石 澤 里 枝 

     （講師） 

・スポーツ栄養学特講 

・スポーツ栄養学特講演習 

・身体教育特講Ⅰ【KR】 

・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 

榮 樂 洋 光 

（講師） 

・スポーツコーチング学特講演習 

 （海洋スポーツ） 

坂 口 俊 哉 

（講師） 

・野外教育論特講 

・野外教育論特講演習 

中 村   勇 

（講師） 

・スポーツ史・運動文化論特講 

・スポーツ史・運動文化論特講演習 

宮 崎 輝 光 

（講師） 

・スポーツバイオメカニクス特講 

・スポーツバイオメカニクス特講演習 

・身体科学論特講演習（体力科学） 

・スポーツバイオメカニクス 

特講【夜間】 

・スポーツバイオメカニクス 

特講演習【夜間】 

 

【非常勤講師】 

③ 授業のみを担当する教員 
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石 走 知 子 

（非常勤講師） 

・身体教育特講Ⅰ【KR】 

・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 
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・生涯スポーツ学特講 
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宮 地 元 彦 

（非常勤講師） 
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・生涯スポーツ学特講演習【夜間】 

ヨーコ ゼッターランド 

（非常勤講師） 
・インストラクションデザイン演習 
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【連携大学院】 

① 研究指導担当教員 

区分 氏名（職名） 担 当 授 業 科 目 研  究  領  域 

研
究
指
導
担
当
教
員 

井 福 裕 俊 

（客員教授） 

・身体教育特講Ⅰ【KR】 
・身体教育特講演習Ⅰ【KR】 
・身体教育特講ⅡＡ【KR】 
・身体教育特講演習ⅡＡ【KR】 

 生理学・運動生理学の観点から，１）運動や自律神経刺激に対
する心臓・循環システムの調節メカニズムの解明，２）運動や自
律神経刺激に対するアスリートの循環応答パターンの特徴，およ
び３）運動トレーニングに対する生体適応現象の解明を主として
行っている。 

坂 本 将 基 

（客員准教授） 

・身体教育特講Ⅰ【KR】 
・身体教育特講ⅡＡ【KR】 
・身体教育特講演習ⅡＡ【KR】 

 これまでは，ヒトが運動のイメージを行っているときの脳活動
について，神経生理学的な手法を用いて調べてきた。現在は，主
観的な身体の状態と客観的なそれとの間で誤差が生じる現象に着
目し，この現象とアスリートの競技特性との関わりについて検討
している。 

 
② 授業担当教員 

区分 氏名（職名） 担 当 授 業 科 目 研  究  領  域 

授
業
担
当
教
員 

塩 瀬 圭 佑 
 （客員准教授） 
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・身体教育特講演習ⅡＢ【KR】 

 健康や競技パフォーマンスに及ぼす運動と食事の影響につい
て、特に下記のテーマで研究を行っている。1）競技力向上のため
の糖質摂取・貯蔵に関する研究、2）生体電気インピーダンス法に
よる身体組成評価の研究、3）子どもの生活習慣と健康についての
研究 
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鹿鹿屋屋体体育育大大学学学学則則  

      平成１６年 ４月 １日 

 規  則  第 ２ 号 

改正 平成１７年１０月 ６ 日 

規  則  第 ９ 号 

平成２５年 ６ 月１４日 

 規  則  第 １３ 号 

平成３１年 ３月２２日 

規  則  第 ７ 号 

平成１８年 ３ 月 ２ 日 

規  則  第 ２ 号 

平成２６年 ３ 月２０日 

規  則  第 ２ 号 

令和 元年 ７月２９日 

規  則  第 ２９ 号 

平成１９年 ３ 月２２日 

規  則  第 ５ 号 

平成２７年 ３ 月２７日 

規  則  第 ２４ 号   

令和 ３年 １月２８日 

規  則  第 ３ 号 

平成２０年 ３ 月１９日 

規  則  第 ２ 号  

平成２７年 ４ 月１６日 

規  則  第 ３８ 号 

令和 ４年 ２月 ２日 

規  則  第 ２ 号 

平成２３年 ２ 月 ７ 日 

規  則  第 ３ 号 

平成２８年 ３ 月２５日 

規  則  第 ８ 号  

令和 ５年  月  日 

規  則  第   号 

平成２４年 １ 月２４日 

規  則  第 １ 号 

平成３０年 ３ 月 １ 日 

規  則  第 １２ 号 

平成２４年 ６ 月 ７ 日 

規  則  第 １６ 号 

平成３１年 ３月１１日 

規  則  第 ５ 号 

鹿屋体育大学学則（昭和５８年１２月２日学則第１号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条－第１２条） 

  第１節 目的及び自己評価等（第１条－第４条） 

  第２節 教育研究組織（第５条－第８条） 

  第３節 職員組織（第９条） 

  第４節 学年、学期及び休業日等（第１０条－第１２条） 

第２章 学部通則（第１３条－第３６条） 

  第１節 目的（第１３条） 

  第２節 修業年限及び在学年限（第１４条・第１５条） 

  第３節 入学（第１６条－第２１条） 

  第４節 教育課程及び履修方法等（第２２条－第３２条） 

  第５節 卒業及び学士（第３３条－第３６条） 

第３章 大学院通則（第３７条－第５４条） 

  第１節 目的（第３７条） 

  第２節 標準修業年限及び在学年限（第３８条・第３９条） 

  第３節 入学（第４０条－第４４条） 

  第４節 教育課程及び履修方法等（第４５条－第５０条） 

  第５節 修了要件及び学位（第５１条－第５４条） 

第４章 休学、転学、留学及び退学（第５５条－第６１条） 

  第１節 休学（第５５条－第５７条） 

  第２節 転学及び留学（第５８条・第５９条） 

  第３節 退学（第６０条・第６１条） 

第５章 賞罰（第６２条・第６３条） 

第６章 学生宿舎（第６４条） 

第７章 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生
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（第６５条－第７１条） 

 第８章 授業料その他の費用（第７２条・第７３条） 

附則 

 

   第１章 総則 

    第１節 目的及び自己評価等 

 
 （趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第７項の規定に基づ

き、国立大学法人鹿屋体育大学が設置する鹿屋体育大学における修業年限、教育課程、教育研究

組織その他の修学上必要な事項を定める。 

 

 （目的） 

第２条 鹿屋体育大学（以下｢本学｣という。）は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づ

き、スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関する理論と実践を教授研究し、もって豊かな教養

と高い学識及び優れた技能を合わせ備えた実践的、創造的な指導者を養成するとともにスポー

ツ・武道及び体育・健康づくりに関する理論や実践の深奥をきわめ、その進展に寄与することを

目的とする。 

２ 本学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することによ

り、社会の発展に寄与するものとする。 

 

 （自己評価等） 

第３条 教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学の教育研究

活動等の状況について絶えず自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、前項の点検及び評価に加え、第三者評価等の多様な評価の結果を、教育研究等の不断

の改善・改革に反映させるものとする。 

３ 前２項の実施方法等については、別に定める。 

 

  （情報の積極的な提供及び公表） 

第４条 本学は教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、教育研究活動等の状況につい

て刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供及び公

表するものとする。 

 

    第２節 教育研究組織 

 

（学部、課程及び収容定員） 

第５条 本学に、体育学部（以下「学部」という。）を置く。 

２ 学部に置く課程、入学定員及びその収容定員は、次のとおりとする。 

 課     程 入学定員 ３年次編入学定員 収容定員  

  スポ－ツ総合課程 １２０人  ４８０人  

   武  道  課  程 ５０  ２００  

         ２０       ４０  

      計 １７０     ２０ ７２０  

  

（大学院、専攻及び収容定員） 

第６条 本学に、大学院を置き、体育学研究科（以下「研究科」という。）を置く。 

２ 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期２年の課程及び後期３年の課程に区分し、前期２
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年の課程は、これを修士課程として取り扱う。 

３ 前項の前期２年の課程は、「修士課程」という。また、前項の後期３年の課程のうち、前期及

び後期からなる課程を「博士後期課程」といい、後期３年の課程のみの博士課程を「３年制博士

課程」という。 

４ 研究科に体育学専攻及び筑波大学との共同専攻を置き、入学定員及び収容定員は、次のとおり

とする。 

  

    体育学専攻 

  課  程 専  攻 入学定員 収容定員  

 修 士 課 程 体育学専攻 １５ ３０  

 博士後期課程 体育学専攻 ６ １８  

 

  筑波大学との共同専攻 

  課  程 専  攻 入学定員 収容定員  

 
修 士 課 程 

スポーツ国際開発学

共同専攻 
３ ６ 

 

 
３年制博士課程 

大学体育スポーツ高

度化共同専攻 
２ ６ 

 

 

 （教員組織） 

第７条 本学に、教員組織として、次に掲げる系を置く。 

  スポーツ・武道実践科学系 

  スポーツ生命科学系 

  スポーツ人文・応用社会科学系 

２ 前項の系にそれぞれ系主任及び系副主任を置く。 

３ 系の組織に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第８条 削除 

 
    第３節 職員組織 

 

  （職員の種類） 

第９条 本学の職員の種類は、学長、副学長、学長補佐、教授、准教授、専任講師、助教、助手、

事務職員、技術職員、その他必要な職員とする。 

 

    第４節 学年、学期及び休業日等 

 

 （学年） 

第 10 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （学期） 

第 11 条 学年を次の２学期に分ける。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

 後期 １０月１日から翌年の３月３１日まで 

－ 115 －
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附則 

 

   第１章 総則 

    第１節 目的及び自己評価等 

 
 （趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第７項の規定に基づ

き、国立大学法人鹿屋体育大学が設置する鹿屋体育大学における修業年限、教育課程、教育研究

組織その他の修学上必要な事項を定める。 

 

 （目的） 

第２条 鹿屋体育大学（以下｢本学｣という。）は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づ

き、スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関する理論と実践を教授研究し、もって豊かな教養

と高い学識及び優れた技能を合わせ備えた実践的、創造的な指導者を養成するとともにスポー

ツ・武道及び体育・健康づくりに関する理論や実践の深奥をきわめ、その進展に寄与することを

目的とする。 

２ 本学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することによ

り、社会の発展に寄与するものとする。 

 

 （自己評価等） 

第３条 教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学の教育研究

活動等の状況について絶えず自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、前項の点検及び評価に加え、第三者評価等の多様な評価の結果を、教育研究等の不断

の改善・改革に反映させるものとする。 

３ 前２項の実施方法等については、別に定める。 

 

  （情報の積極的な提供及び公表） 

第４条 本学は教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、教育研究活動等の状況につい

て刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供及び公

表するものとする。 

 

    第２節 教育研究組織 

 

（学部、課程及び収容定員） 

第５条 本学に、体育学部（以下「学部」という。）を置く。 

２ 学部に置く課程、入学定員及びその収容定員は、次のとおりとする。 

 課     程 入学定員 ３年次編入学定員 収容定員  

  スポ－ツ総合課程 １２０人  ４８０人  

   武  道  課  程 ５０  ２００  

         ２０       ４０  

      計 １７０     ２０ ７２０  

  

（大学院、専攻及び収容定員） 

第６条 本学に、大学院を置き、体育学研究科（以下「研究科」という。）を置く。 

２ 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期２年の課程及び後期３年の課程に区分し、前期２
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年の課程は、これを修士課程として取り扱う。 

３ 前項の前期２年の課程は、「修士課程」という。また、前項の後期３年の課程のうち、前期及

び後期からなる課程を「博士後期課程」といい、後期３年の課程のみの博士課程を「３年制博士

課程」という。 

４ 研究科に体育学専攻及び筑波大学との共同専攻を置き、入学定員及び収容定員は、次のとおり

とする。 

  

    体育学専攻 

  課  程 専  攻 入学定員 収容定員  

 修 士 課 程 体育学専攻 １５ ３０  

 博士後期課程 体育学専攻 ６ １８  

 

  筑波大学との共同専攻 

  課  程 専  攻 入学定員 収容定員  

 
修 士 課 程 

スポーツ国際開発学

共同専攻 
３ ６ 

 

 
３年制博士課程 

大学体育スポーツ高

度化共同専攻 
２ ６ 

 

 

 （教員組織） 

第７条 本学に、教員組織として、次に掲げる系を置く。 

  スポーツ・武道実践科学系 

  スポーツ生命科学系 

  スポーツ人文・応用社会科学系 

２ 前項の系にそれぞれ系主任及び系副主任を置く。 

３ 系の組織に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第８条 削除 

 
    第３節 職員組織 

 

  （職員の種類） 

第９条 本学の職員の種類は、学長、副学長、学長補佐、教授、准教授、専任講師、助教、助手、

事務職員、技術職員、その他必要な職員とする。 

 

    第４節 学年、学期及び休業日等 

 

 （学年） 

第 10 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （学期） 

第 11 条 学年を次の２学期に分ける。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

 後期 １０月１日から翌年の３月３１日まで 

－ 116 －
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 （休業日） 

第 12 条 休業日は、次のとおりとする。 

 一 日曜日 

 二 土曜日 

 三 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 四 本学の開学記念日 １０月１日 

 五 春期休業日 ３月１１日から３月３１日まで 

 六 夏期休業日 ８月１日から９月３０日まで 

 七 冬期休業日 １２月２６日から翌年１月７日まで 

２ 学長は、必要がある場合には、前項の休業日を臨時に変更し、又は同項に定めるもののほか、

臨時に休業日を定めることができる。 
 
   第２章 学部通則 

    第１節 目的 
 
 （目的） 

第 13 条 本学学部は、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開しうる優

れた実践的なスポーツ・健康に関する指導者を養成する。 
 
    第２節 修業年限及び在学年限 
 
 （修業年限） 

第 14 条 本学学部の修業年限は、４年とする。ただし、第３４条の規定による場合の修業年限

は、３年以上４年未満とする。 
 
 （在学年限） 

第 15 条 学生は、８年を超えて在学することができない。 

２ 第２１条第１項の規定により入学を許可された者の在学することのできる年限は、別に定め

る。 
 
    第３節 入学 
 
 （入学資格） 

第 16 条 本学学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

 三 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定した者 

 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

 五 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

 六 文部科学大臣の指定した者 

七 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）により高等学校卒業程度

認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和

２６年文部省令第１３号）により大学入学資格検定に合格した者を含む。） 
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八 本学学部において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、１８歳に達したもの 
 
 （入学の時期） 

第 17 条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第２１条第１項に規定する者については、

学期の始めとすることができる。 
 
 （入学の出願） 

第 18 条 本学学部に入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて

願い出なければならない。 
 
 （入学者の選考） 

第 19 条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 
 
 （入学手続及び入学許可） 

第 20 条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに入学誓約書その

他所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者（入学料の免除及び徴収猶予申請をしている者を含

む。）に入学を許可する。 

３ 前２条に規定するもののほか、出願手続き、入学者の選考及び入学手続きについて必要な事項

は別に定める。 
 
 （編入学、転入学及び再入学） 

第 21 条 次の各号の一に該当する者で、本学学部に入学を志願する者があるときは、選考の上、

相当年次に入学を許可することがある。 

一 大学を卒業した者又は退学した者 

二 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

三 外国において、前２号と同程度の課程を修了した者 

四 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を

満たすものに限る。）を修了した者 

五 他の大学に在学中の者で、現に在学する大学の学長又は学部長の転学の承認を得た者 

六 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）附則第７条に定める従前の規定による

高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学

すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

３ 前３条の規定は、第１項の入学に準用する。 
 
    第４節 教育課程及び履修方法等 
 

（教育課程の編成方針） 

第 22 条 本学学部は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教

育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い

教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 
 
 （教育課程の編成方法等） 

第 23 条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配

当して編制するものとする。 

－ 117 －
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 （休業日） 

第 12 条 休業日は、次のとおりとする。 

 一 日曜日 

 二 土曜日 

 三 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 四 本学の開学記念日 １０月１日 

 五 春期休業日 ３月１１日から３月３１日まで 

 六 夏期休業日 ８月１日から９月３０日まで 

 七 冬期休業日 １２月２６日から翌年１月７日まで 

２ 学長は、必要がある場合には、前項の休業日を臨時に変更し、又は同項に定めるもののほか、

臨時に休業日を定めることができる。 
 
   第２章 学部通則 

    第１節 目的 
 
 （目的） 

第 13 条 本学学部は、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開しうる優

れた実践的なスポーツ・健康に関する指導者を養成する。 
 
    第２節 修業年限及び在学年限 
 
 （修業年限） 

第 14 条 本学学部の修業年限は、４年とする。ただし、第３４条の規定による場合の修業年限

は、３年以上４年未満とする。 
 
 （在学年限） 

第 15 条 学生は、８年を超えて在学することができない。 

２ 第２１条第１項の規定により入学を許可された者の在学することのできる年限は、別に定め

る。 
 
    第３節 入学 
 
 （入学資格） 

第 16 条 本学学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

 三 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定した者 

 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

 五 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

 六 文部科学大臣の指定した者 

七 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）により高等学校卒業程度

認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和

２６年文部省令第１３号）により大学入学資格検定に合格した者を含む。） 
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八 本学学部において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、１８歳に達したもの 
 
 （入学の時期） 

第 17 条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第２１条第１項に規定する者については、

学期の始めとすることができる。 
 
 （入学の出願） 

第 18 条 本学学部に入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて

願い出なければならない。 
 
 （入学者の選考） 

第 19 条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 
 
 （入学手続及び入学許可） 

第 20 条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに入学誓約書その

他所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者（入学料の免除及び徴収猶予申請をしている者を含

む。）に入学を許可する。 

３ 前２条に規定するもののほか、出願手続き、入学者の選考及び入学手続きについて必要な事項

は別に定める。 
 
 （編入学、転入学及び再入学） 

第 21 条 次の各号の一に該当する者で、本学学部に入学を志願する者があるときは、選考の上、

相当年次に入学を許可することがある。 

一 大学を卒業した者又は退学した者 

二 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

三 外国において、前２号と同程度の課程を修了した者 

四 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を

満たすものに限る。）を修了した者 

五 他の大学に在学中の者で、現に在学する大学の学長又は学部長の転学の承認を得た者 

六 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）附則第７条に定める従前の規定による

高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学

すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

３ 前３条の規定は、第１項の入学に準用する。 
 
    第４節 教育課程及び履修方法等 
 

（教育課程の編成方針） 

第 22 条 本学学部は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教

育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い

教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 
 
 （教育課程の編成方法等） 

第 23 条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配

当して編制するものとする。 

－ 118 －
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２ 授業科目は、一般科目、キャリア形成科目、専門科目、専攻科目及び教職科目に区分する。 

３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用による多様な方法により行う

ものとする。 

４ 前項の授業は、文部科学大臣の定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該

授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

５ 第３項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディア

を高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とす

る。 

６ 第３項の授業の一部は、文部科学大臣の定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で

行うことができる。 

７ 授業科目の名称、単位数及び履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （各授業科目の授業期間）  

第 24 条 各授業科目の授業は、１０週又は１５週にわたる期間を単位として行うものとする。た

だし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、こ

の限りではない。 

 

 （成績評価基準等の明示等） 

第 25 条 本学学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじ

め明示するものとする。 

２ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生

に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとす

る。 

 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第 25 条の２ 本学学部は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施

するものとする。 

 

（単位の計算方法） 

第 26 条 授業科目の単位を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時

間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとする。 

一 講義及び演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

二 実験、実習及び実技については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

三 一つの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用によ

り行う場合の単数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を

考慮して大学が定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学習の成果

を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮し

て、単位数を定めることができる。 

 

 （単位の授与） 

第 27 条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項に規定する授業科目については、適切な方法により学修

の成果を評価して所定の単位を与えることができる。 

 

 （授業科目の登録の上限） 

第 27 条の２ 履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。 
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２ 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、別に定

めるところにより、上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第 28 条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他の

大学等の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、教授会の議を経て、６０単位を

超えない範囲で、本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなす。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。 
 
 （大学以外の教育施設等における学修） 

第 29 条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２９条に基づき文部科学大臣が別に定

める学修を、教授会の議を経て、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えること

ができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により修得したものとみなす単位

数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
 
 （入学前の既修得単位等の認定） 

第 30 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学学部に入学する前に大学又は短期大学において

履修した授業科目について修得した単位（大学設置基準第３１条に定める科目等履修生として修

得した単位を含む。）を、教授会の議を経て、本学学部における授業科目の履修により修得した

ものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学学部に入学する前に行った前条第１項に規定する学修

を、教授会の議を経て、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができ

る。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第２１条に規

定する編入学等の場合を除き、本学学部において修得した単位以外のものについては、第２８条

第２項及び第３項並びに前条第２項により本学学部において修得したものとみなす単位数と合わ

せて６０単位を超えないものとする。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 30 条の２ 学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を

認めることができる。 

２ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 
 
 （修業年限の通算） 

第 31 条 大学の学生以外の者として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合

において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科

学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して修学年数に通算すること

ができる。ただし、その期間は、２年を超えない範囲内とする。 
 
 （成績の評価） 

第 32 条 授業科目の試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの５種の評語をもって表し、Ｓ、Ａ、

Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。ただし、必要と思われる場合は、合格及び不合格の評

語を用いることができる。 

－ 119 －



- 6 - 
 

２ 授業科目は、一般科目、キャリア形成科目、専門科目、専攻科目及び教職科目に区分する。 

３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用による多様な方法により行う

ものとする。 

４ 前項の授業は、文部科学大臣の定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該

授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

５ 第３項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディア

を高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とす

る。 

６ 第３項の授業の一部は、文部科学大臣の定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で

行うことができる。 

７ 授業科目の名称、単位数及び履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （各授業科目の授業期間）  

第 24 条 各授業科目の授業は、１０週又は１５週にわたる期間を単位として行うものとする。た

だし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、こ

の限りではない。 

 

 （成績評価基準等の明示等） 

第 25 条 本学学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじ

め明示するものとする。 

２ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生

に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとす

る。 

 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第 25 条の２ 本学学部は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施

するものとする。 

 

（単位の計算方法） 

第 26 条 授業科目の単位を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時

間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとする。 

一 講義及び演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

二 実験、実習及び実技については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

三 一つの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用によ

り行う場合の単数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を

考慮して大学が定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学習の成果

を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮し

て、単位数を定めることができる。 

 

 （単位の授与） 

第 27 条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項に規定する授業科目については、適切な方法により学修

の成果を評価して所定の単位を与えることができる。 

 

 （授業科目の登録の上限） 

第 27 条の２ 履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。 
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２ 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、別に定

めるところにより、上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第 28 条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他の

大学等の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、教授会の議を経て、６０単位を

超えない範囲で、本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなす。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。 
 
 （大学以外の教育施設等における学修） 

第 29 条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２９条に基づき文部科学大臣が別に定

める学修を、教授会の議を経て、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えること

ができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により修得したものとみなす単位

数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
 
 （入学前の既修得単位等の認定） 

第 30 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学学部に入学する前に大学又は短期大学において

履修した授業科目について修得した単位（大学設置基準第３１条に定める科目等履修生として修

得した単位を含む。）を、教授会の議を経て、本学学部における授業科目の履修により修得した

ものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学学部に入学する前に行った前条第１項に規定する学修

を、教授会の議を経て、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができ

る。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第２１条に規

定する編入学等の場合を除き、本学学部において修得した単位以外のものについては、第２８条

第２項及び第３項並びに前条第２項により本学学部において修得したものとみなす単位数と合わ

せて６０単位を超えないものとする。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 30 条の２ 学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を

認めることができる。 

２ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 
 
 （修業年限の通算） 

第 31 条 大学の学生以外の者として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合

において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科

学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して修学年数に通算すること

ができる。ただし、その期間は、２年を超えない範囲内とする。 
 
 （成績の評価） 

第 32 条 授業科目の試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの５種の評語をもって表し、Ｓ、Ａ、

Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。ただし、必要と思われる場合は、合格及び不合格の評

語を用いることができる。 

－ 120 －
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    第５節 卒業及び学士 
 
 （卒業） 

第 33 条 本学学部に４年（第２１条第１項の規定により入学した者については、同条第２項によ

り定められた在学すべき年数）以上在学し、別に定めるところにより、合計１２４単位以上を修

得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 
 
  （早期卒業） 

第 34 条 前条の規定にかかわらず、本学学部に３年以上在学し、別に定めるところにより、合計

１２４単位以上を優秀な成績で修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定す

る。 

２ 前条第２項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 
 
 （学士の学位） 

第 35 条 本学学部を卒業した者には、学士（体育学）の学位を授与する。 

２ 学士（体育学）の学位授与に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第 36 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免

許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 本学学部において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は次のとおりとする。 

 一 高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

 二 中学校教諭一種免許状（保健体育） 

 

   第３章 大学院通則 

    第１節 目的 
 
 （大学院体育学研究科の目的） 

第 37 条 本学大学院は、スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関する学術の理論及び応用と実

践が一体となった教育研究を展開し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を

担うための深い学識及び卓越した能力を培い、スポーツ・武道文化の進展及び国民の健康の増進

に寄与する。 
 
 （修士課程体育学専攻の目的） 

第 37 条の２ 修士課程体育学専攻は、学部での教育研究の成果を基盤として、スポーツ・武道及

び体育・健康づくりの分野における専門的知識・技術の教授研究能力及び高度の専門性を要する

職業に必要な能力を有する研究者や指導者の養成を目的とする。 

 さらに、社会人の再教育、海外の留学生の受入れによる教育研究の国際交流を図り、これらを

通じて国内外の体育・スポーツ情報のネットワーク構築をめざす。 

 

（博士後期課程体育学専攻の目的） 

第 37 条の３ 博士後期課程体育学専攻は、修士課程での教育研究の成果を基盤として、スポー

ツ・武道及び体育・健康づくりの分野における諸科学等の研究の成果を学際的・統合的に把握

し、新たな学際的複合領域の研究の開発及び研究の成果を実践に結びつけることのできる研究者

や指導者の養成を目的とする。 

さらに、社会人、国際的水準のアスリート、海外からの留学生を積極的に受入れ、国際的な教
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育研究の推進を図るとともに、教育研究の国際交流を通じて国内外の体育・スポーツ情報のネッ

トワーク構築をめざす。 

 

 （修士課程スポーツ国際開発学共同専攻の目的） 

第 37 条の４ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻は、スポーツ・体育・健康に関する理論的・

実践的な知識を英語によって学び、国際平和と友好、豊かな地域社会の創造に寄与し、指導的役

割を担うことのできる高度専門職業人・研究者を養成することを目的とする。 

 

 （３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻の目的） 

第 37 条の５ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻は、筑波大学と鹿屋体育大学の大

学体育スポーツに関する教育研究実績を活かし、大学体育スポーツを先導する確かな専門的知識

と実技教育能力を兼ね備え、現場の教育指導と研究の循環を効果的に行える学術的職業人として

の高度な体育教員を養成することを目的とする。 

 

    第２節 標準修業年限及び在学年限 
 
 （標準修業年限） 

第 38 条 本学修士課程の標準修業年限は、２年とし、博士後期課程及び３年制博士課程の標準修

業年限は、３年とする。 
 
 （在学年限） 

第 39 条 本学修士課程は、４年を超えて在学することができない。 

２ 第４４条第１項の規定により入学を許可された者の在学することができる年限は、別に定め

る。 

３ 本学博士後期課程及び３年制博士課程は、６年を超えて在学することができない。 
 
    第３節 入学 
（修士課程の入学資格） 

第40 条 本学修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

一 学校教育法第８３条第１項に規定する大学を卒業した者 

二 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

三 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における１６年の課程を修了した者 

五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の

政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部

科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了する

こと（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当

する学位を授与された者 

七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

八 文部科学大臣の指定した者 

九 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院におい

－ 121 －
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    第５節 卒業及び学士 
 
 （卒業） 

第 33 条 本学学部に４年（第２１条第１項の規定により入学した者については、同条第２項によ

り定められた在学すべき年数）以上在学し、別に定めるところにより、合計１２４単位以上を修

得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 
 
  （早期卒業） 

第 34 条 前条の規定にかかわらず、本学学部に３年以上在学し、別に定めるところにより、合計

１２４単位以上を優秀な成績で修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定す

る。 

２ 前条第２項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 
 
 （学士の学位） 

第 35 条 本学学部を卒業した者には、学士（体育学）の学位を授与する。 

２ 学士（体育学）の学位授与に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第 36 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免

許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 本学学部において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は次のとおりとする。 

 一 高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

 二 中学校教諭一種免許状（保健体育） 

 

   第３章 大学院通則 

    第１節 目的 
 
 （大学院体育学研究科の目的） 

第 37 条 本学大学院は、スポーツ・武道及び体育・健康づくりに関する学術の理論及び応用と実

践が一体となった教育研究を展開し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を

担うための深い学識及び卓越した能力を培い、スポーツ・武道文化の進展及び国民の健康の増進

に寄与する。 
 
 （修士課程体育学専攻の目的） 

第 37 条の２ 修士課程体育学専攻は、学部での教育研究の成果を基盤として、スポーツ・武道及

び体育・健康づくりの分野における専門的知識・技術の教授研究能力及び高度の専門性を要する

職業に必要な能力を有する研究者や指導者の養成を目的とする。 

 さらに、社会人の再教育、海外の留学生の受入れによる教育研究の国際交流を図り、これらを

通じて国内外の体育・スポーツ情報のネットワーク構築をめざす。 

 

（博士後期課程体育学専攻の目的） 

第 37 条の３ 博士後期課程体育学専攻は、修士課程での教育研究の成果を基盤として、スポー

ツ・武道及び体育・健康づくりの分野における諸科学等の研究の成果を学際的・統合的に把握

し、新たな学際的複合領域の研究の開発及び研究の成果を実践に結びつけることのできる研究者

や指導者の養成を目的とする。 

さらに、社会人、国際的水準のアスリート、海外からの留学生を積極的に受入れ、国際的な教
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育研究の推進を図るとともに、教育研究の国際交流を通じて国内外の体育・スポーツ情報のネッ

トワーク構築をめざす。 

 

 （修士課程スポーツ国際開発学共同専攻の目的） 

第 37 条の４ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻は、スポーツ・体育・健康に関する理論的・

実践的な知識を英語によって学び、国際平和と友好、豊かな地域社会の創造に寄与し、指導的役

割を担うことのできる高度専門職業人・研究者を養成することを目的とする。 

 

 （３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻の目的） 

第 37 条の５ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻は、筑波大学と鹿屋体育大学の大

学体育スポーツに関する教育研究実績を活かし、大学体育スポーツを先導する確かな専門的知識

と実技教育能力を兼ね備え、現場の教育指導と研究の循環を効果的に行える学術的職業人として

の高度な体育教員を養成することを目的とする。 

 

    第２節 標準修業年限及び在学年限 
 
 （標準修業年限） 

第 38 条 本学修士課程の標準修業年限は、２年とし、博士後期課程及び３年制博士課程の標準修

業年限は、３年とする。 
 
 （在学年限） 

第 39 条 本学修士課程は、４年を超えて在学することができない。 

２ 第４４条第１項の規定により入学を許可された者の在学することができる年限は、別に定め

る。 

３ 本学博士後期課程及び３年制博士課程は、６年を超えて在学することができない。 
 
    第３節 入学 
（修士課程の入学資格） 

第40 条 本学修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

一 学校教育法第８３条第１項に規定する大学を卒業した者 

二 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

三 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における１６年の課程を修了した者 

五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の

政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部

科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了する

こと（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当

する学位を授与された者 

七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

八 文部科学大臣の指定した者 

九 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院におい

－ 122 －



- 10 - 
 

て、本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

十 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、２２歳に達したもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、本学大学院において、

所定の単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、修士課程に入学させることができる。 

一 学校教育法第８３条第１項に規定する大学に３年以上在学した者 

二 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における１５年の課程を修了した者 

四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１５年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

 
 （博士後期課程及び３年制博士課程の入学資格） 

第 41 条 本学博士後期課程及び３年制博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該

当するものとする。 

一 修士の学位又は専門職学位（学校教育法第１０４条第１項の規定に基づき学位規則（昭和２

８条文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者 

二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 

四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第１条第

２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

六 外国の学校、第四号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院

設置基準第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する

者と同等以上の学力があると認められた者 

七 文部科学大臣の指定した者 

八 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの 

 

 （入学の時期） 

第 42 条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、教育研究上の必要があると認められるとき

には、学期の始めとすることができる。 

２ 前項ただし書きに規定する入学の時期については、別に定める。 

 

 （入学の出願及び入学手続き等） 

第 43 条 本学大学院の入学の出願、入学者の選考、入学手続き及び入学許可については、第１８

条から第２０条までの規定を準用する。 

 

 （転入学及び再入学） 

第 44 条 次の各号の一に該当する者で、本学大学院に入学を志願する者があるときは、選考の

上、相当年次に入学を許可することがある。 

 一 大学院を修了した者又は退学した者 

 二 他の大学院に在学中の者で、現に在学する大学の学長の転学の承認を得た者 
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２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学

すべき年数については、大学院体育学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）の議を経

て、学長が決定する。 

３ 第１８条から第２０条までの規定は、第１項の入学に準用する。 

 

 （教育課程の編成方針） 

第 44 条の２ 本学大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設する

とともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的

に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、本学大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を

修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮する

ものとする。 

３ 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

 

   第３章 大学院通則 

    第４節 教育課程及び履修方法等 

 

 （教育課程） 

第 45 条 修士課程体育学専攻の教育課程は、各授業科目を共通科目、基礎科目、応用科目及び課

題研究科目に分け、博士後期課程体育学専攻の教育課程は、各授業科目を共通科目及び専門科目

に分けて編成するものとする。 

２ 授業科目の種類及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（筑波大学との共同専攻における共同教育課程） 

第 45 条の２ 筑波大学との共同専攻における共同教育課程は、前条第１項の規定にかかわらず、

筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムにおける教育課程の授業科目の区分について、ス

ポーツ国際開発学共同専攻及びスポーツ国際開発学共同学位プログラムは、講義科目、演習科目

及び実践科目とし、大学体育スポーツ高度化共同専攻及び高度大学体育スポーツ指導者養成共同

学位プログラムは、実践的教育能力育成科目、実践的研究能力育成科目、高度指導者教養育成科

目及び博士論文研究能力育成科目とする。 

２ 授業科目の種類及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （単位の計算方法及び成績の評価等） 

第 46 条 本学大学院の授業科目の単位の計算方法、単位の授与及び成績の評価については、第２

６条第１項及び第２７条第１項並びに第３２条の規定を準用する。 

  なお、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムにおいて、筑波大学で開講する授業科目

の単位の計算方法、単位の授与及び成績の評価については、筑波大学の規定を準用する。 

 

 （授業の方法及び各授業科目の授業期間） 

第 46 条の２  授業の方法及び各授業科目の授業期間については、第２３条第３項から第６項まで

及び第２４条の規定を準用する。 

  なお、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムにおいて、筑波大学で開講する授業科目

の授業の方法及び各授業科目の授業期間については、筑波大学の規定を準用する。 

 

 （教育方法の特例） 

第 47 条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他

特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがで

きる。 

－ 123 －
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て、本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

十 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、２２歳に達したもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、本学大学院において、

所定の単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、修士課程に入学させることができる。 

一 学校教育法第８３条第１項に規定する大学に３年以上在学した者 

二 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における１５年の課程を修了した者 

四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１５年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

 
 （博士後期課程及び３年制博士課程の入学資格） 

第 41 条 本学博士後期課程及び３年制博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該

当するものとする。 

一 修士の学位又は専門職学位（学校教育法第１０４条第１項の規定に基づき学位規則（昭和２

８条文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者 

二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 

四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第１条第

２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

六 外国の学校、第四号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院

設置基準第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する

者と同等以上の学力があると認められた者 

七 文部科学大臣の指定した者 

八 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの 

 

 （入学の時期） 

第 42 条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、教育研究上の必要があると認められるとき

には、学期の始めとすることができる。 

２ 前項ただし書きに規定する入学の時期については、別に定める。 

 

 （入学の出願及び入学手続き等） 

第 43 条 本学大学院の入学の出願、入学者の選考、入学手続き及び入学許可については、第１８

条から第２０条までの規定を準用する。 

 

 （転入学及び再入学） 

第 44 条 次の各号の一に該当する者で、本学大学院に入学を志願する者があるときは、選考の

上、相当年次に入学を許可することがある。 

 一 大学院を修了した者又は退学した者 

 二 他の大学院に在学中の者で、現に在学する大学の学長の転学の承認を得た者 
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２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学

すべき年数については、大学院体育学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）の議を経

て、学長が決定する。 

３ 第１８条から第２０条までの規定は、第１項の入学に準用する。 

 

 （教育課程の編成方針） 

第 44 条の２ 本学大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設する

とともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的

に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、本学大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を

修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮する

ものとする。 

３ 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

 

   第３章 大学院通則 

    第４節 教育課程及び履修方法等 

 

 （教育課程） 

第 45 条 修士課程体育学専攻の教育課程は、各授業科目を共通科目、基礎科目、応用科目及び課

題研究科目に分け、博士後期課程体育学専攻の教育課程は、各授業科目を共通科目及び専門科目

に分けて編成するものとする。 

２ 授業科目の種類及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（筑波大学との共同専攻における共同教育課程） 

第 45 条の２ 筑波大学との共同専攻における共同教育課程は、前条第１項の規定にかかわらず、

筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムにおける教育課程の授業科目の区分について、ス

ポーツ国際開発学共同専攻及びスポーツ国際開発学共同学位プログラムは、講義科目、演習科目

及び実践科目とし、大学体育スポーツ高度化共同専攻及び高度大学体育スポーツ指導者養成共同

学位プログラムは、実践的教育能力育成科目、実践的研究能力育成科目、高度指導者教養育成科

目及び博士論文研究能力育成科目とする。 

２ 授業科目の種類及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （単位の計算方法及び成績の評価等） 

第 46 条 本学大学院の授業科目の単位の計算方法、単位の授与及び成績の評価については、第２

６条第１項及び第２７条第１項並びに第３２条の規定を準用する。 

  なお、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムにおいて、筑波大学で開講する授業科目

の単位の計算方法、単位の授与及び成績の評価については、筑波大学の規定を準用する。 

 

 （授業の方法及び各授業科目の授業期間） 

第 46 条の２  授業の方法及び各授業科目の授業期間については、第２３条第３項から第６項まで

及び第２４条の規定を準用する。 

  なお、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムにおいて、筑波大学で開講する授業科目

の授業の方法及び各授業科目の授業期間については、筑波大学の規定を準用する。 

 

 （教育方法の特例） 

第 47 条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他

特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがで

きる。 
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 （成績評価基準等の明示等） 

第 47 条の２ 本学大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授

業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に

行うものとする。 

 

（教育内容の改善のための組織的な研修等） 

第 47 条の３ 本学大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修

及び研究を実施するものとする。 

 

 （他大学院の授業科目の履修） 

第 48 条 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授

業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、研究科委員会の議を経て、１５

単位を超えない範囲で、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。 

 

  （入学前の既修得単位の認定） 

第 49 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した

授業科目について修得した単位（大学院設置基準第１５条に定める科目等履修生として修得した

単位を含む。）を、研究科委員会の議を経て、１５単位を超えない範囲で、本学大学院における

授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第４４条に規定

する転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、前条第２

項により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて２０単位を超えないものと

する。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 49 条の２ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画

的な履修を認めることができる。 

２ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 
 

（在学期間の短縮） 

第 49 条の３ 修士課程は第 48 条及び第 49 条の規定により、入学する前に修得した単位（学校教

育法第 102 条第 1 項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を当該課程におい

て修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修した

と認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本学

大学院が定める期間在学したものとみなすことができるものとする。ただし、この場合において

も、当該課程については少なくとも１年以上在学するものとする。  

 

 （研究指導委託） 

第 50 条 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等（以下「他の大学院等」とい

う。）との協議に基づき、学生に当該他の大学院等において必要な研究指導を受けさせることが

できる。ただし、修士課程においては、当該研究指導を受ける期間は１年を超えないものとす

る。 

- 13 - 
 

 

    第５節 修了要件及び学位 

 

 （修了要件） 

第 51 条 本学修士課程の修了の要件は、当該課程に２年（修業年限を４年と定められた者につい

ては、当該修業年限及び第４４条第１項の規定により入学した者については、同条第２項により

定められた在学すべき年数）以上在学し、所定の授業科目について３０単位以上を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研

究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績

を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 本学博士後期課程及び３年制博士課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、所定の授

業科目について博士後期課程は１０単位以上、３年制博士課程は１４単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学

期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、次に掲げる年数以上在学すれば足りる

ものとする。 

一 修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課

程における２年の在学期間を含み３年以上 

二 修士課程において優れた業績を上げ、２年未満の在学期間で修了した者又は標準修業年限を

１年以上２年未満とした修士課程及び専門職学位課程を修了した者にあっては、当該課程にお

ける在学期間を含み３年以上 

三 修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が入学した場

合にあっては、１年以上 

 

 （論文審査の協力） 

第 52 条 本学が必要があると認めたときは、論文の審査について、他の大学院等の教員等の協力

を求めることができる。 

 

 （学位） 

第 53 条 本学修士課程を修了した者には、修士（体育学）の学位を授与する。 

２ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムの教育課程を修了し

た者には、修士（スポーツ国際開発学）の学位を授与する。 

３ 本学博士後期課程を修了した者には、博士（体育学）の学位を授与する。 

４ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムの教育課程を修了し

た者には、博士（体育スポーツ学）の学位を授与する。 

５ 修士（体育学）、修士（スポーツ国際開発学）、博士（体育学）及び博士（体育スポーツ学）

の学位授与に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第 54 条 中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免

許教科に係る中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようと

するものは、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。 

２ 本学大学院において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は次のとおりとする。 

 一 高等学校教諭専修免許状（保健体育） 

 二 中学校教諭専修免許状（保健体育） 

 

   第４章 休学、転学、留学及び退学 

    第１節 休学 
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 （成績評価基準等の明示等） 

第 47 条の２ 本学大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授

業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に

行うものとする。 

 

（教育内容の改善のための組織的な研修等） 

第 47 条の３ 本学大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修

及び研究を実施するものとする。 

 

 （他大学院の授業科目の履修） 

第 48 条 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授

業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、研究科委員会の議を経て、１５

単位を超えない範囲で、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。 

 

  （入学前の既修得単位の認定） 

第 49 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した

授業科目について修得した単位（大学院設置基準第１５条に定める科目等履修生として修得した

単位を含む。）を、研究科委員会の議を経て、１５単位を超えない範囲で、本学大学院における

授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第４４条に規定

する転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、前条第２

項により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて２０単位を超えないものと

する。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 49 条の２ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画

的な履修を認めることができる。 

２ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 
 

（在学期間の短縮） 

第 49 条の３ 修士課程は第 48 条及び第 49 条の規定により、入学する前に修得した単位（学校教

育法第 102 条第 1 項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を当該課程におい

て修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修した

と認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本学

大学院が定める期間在学したものとみなすことができるものとする。ただし、この場合において

も、当該課程については少なくとも１年以上在学するものとする。  

 

 （研究指導委託） 

第 50 条 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等（以下「他の大学院等」とい

う。）との協議に基づき、学生に当該他の大学院等において必要な研究指導を受けさせることが

できる。ただし、修士課程においては、当該研究指導を受ける期間は１年を超えないものとす

る。 
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    第５節 修了要件及び学位 

 

 （修了要件） 

第 51 条 本学修士課程の修了の要件は、当該課程に２年（修業年限を４年と定められた者につい

ては、当該修業年限及び第４４条第１項の規定により入学した者については、同条第２項により

定められた在学すべき年数）以上在学し、所定の授業科目について３０単位以上を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研

究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績

を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 本学博士後期課程及び３年制博士課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、所定の授

業科目について博士後期課程は１０単位以上、３年制博士課程は１４単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学

期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、次に掲げる年数以上在学すれば足りる

ものとする。 

一 修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課

程における２年の在学期間を含み３年以上 

二 修士課程において優れた業績を上げ、２年未満の在学期間で修了した者又は標準修業年限を

１年以上２年未満とした修士課程及び専門職学位課程を修了した者にあっては、当該課程にお

ける在学期間を含み３年以上 

三 修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が入学した場

合にあっては、１年以上 

 

 （論文審査の協力） 

第 52 条 本学が必要があると認めたときは、論文の審査について、他の大学院等の教員等の協力

を求めることができる。 

 

 （学位） 

第 53 条 本学修士課程を修了した者には、修士（体育学）の学位を授与する。 

２ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムの教育課程を修了し

た者には、修士（スポーツ国際開発学）の学位を授与する。 

３ 本学博士後期課程を修了した者には、博士（体育学）の学位を授与する。 

４ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との共同専攻及び共同学位プログラムの教育課程を修了し

た者には、博士（体育スポーツ学）の学位を授与する。 

５ 修士（体育学）、修士（スポーツ国際開発学）、博士（体育学）及び博士（体育スポーツ学）

の学位授与に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第 54 条 中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免

許教科に係る中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようと

するものは、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。 

２ 本学大学院において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は次のとおりとする。 

 一 高等学校教諭専修免許状（保健体育） 

 二 中学校教諭専修免許状（保健体育） 

 

   第４章 休学、転学、留学及び退学 

    第１節 休学 

－ 126 －
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 （休学） 

第 55 条 疾病その他特別の事由により引き続き２月以上修学することができない者は、学長の許

可を得て休学することができる。 

２ 学長は、疾病その他特別の事由により修学することが適当でないと認められる者については、

教授会又は研究科委員会の議を経て、休学を命ずることができる。 

 

 （休学の期間） 

第 56 条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、１年を

限度として休学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して２年を超えることはできない。 

３ 休学期間は、第１４条及び第３８条に定める修業年限並びに第１５条及び第３９条に定める在

学年限に算入しない。 

 

 （復学） 

第 57 条 休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 

 

    第２節 転学及び留学 

 

 （転学） 

第 58 条 他の大学等（大学院を含む。以下同じ。）に入学又は転入学を志願する者は、学長の許

可を受けなければならない。 

 

 （留学） 

第 59 条 外国の大学等で修学することを志願する者は、学長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第１５条及び第３９条に定める在学年限に含めることがで

きる。 

３ 第２８条及び第４８条の規定は、第１項の留学の場合に準用する。 

 

    第３節 退学 

 

 （退学） 

第 60 条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 

 （除籍） 

第 61 条 次の各号の一に該当する者は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。 

 一 第１５条及び第３９条に定める在学年限を超えた者 

 二 第５６条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

 三 長期間にわたり行方不明の者 

 四 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 五 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、不許可又は一部免除若しくは徴収猶予が認

められた者で所定の期日までに入学料を納付しない者 

 

   第５章 賞罰 

 

 （表彰） 

第 62 条 学生として表彰に価する行為があった者は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長
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が表彰することができる。 

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （懲戒） 

第 63 条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があった者は、教授会又は研

究科委員会の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

 一 性行不良で改善の見込みがない者 

 二 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 

 三 正当な理由がなくて出席常でない者 

 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学の期間は、第１５条及び第３９条に定める在学年限に算入し、第１４条及び第３８条に定

める修業年限に算入しない。ただし、特別の事情がある場合には、教授会又は研究科委員会の議

を経て、修業年限に算入することができる。 

 

   第６章 学生宿舎 

 

 （学生宿舎） 

第 64 条 本学に学生宿舎を置く。 

２ 学生宿舎に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   第７章 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生 

 

 （科目等履修生） 

第 65 条 本学において、一又は複数の授業科目を履修し、当該授業科目に関する単位の授与を志

願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学

を許可し、単位を授与する。 

２ 前項の単位の授与については、第２７条第１項の規定を準用する。 

 

 （研究生） 

第 66 条 本学において、特定の専門事項について、研究を志願する者があるときは、教育研究に

支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。 

 

 （聴講生） 

第 67 条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、教育研究に

支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。 

 

 （特別聴講学生） 

第 68 条 他の大学及び大学院の学生で、本学において、一又は複数の授業科目を履修することを

志願する者があるときは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可するこ

とができる。 

 

 （特別研究学生） 

第 69 条 他の大学の大学院の学生で、本学大学院の研究科において研究指導を受けることを志願

する者があるときは、当該他大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可すること

がある。 

－ 127 －
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 （休学） 

第 55 条 疾病その他特別の事由により引き続き２月以上修学することができない者は、学長の許

可を得て休学することができる。 

２ 学長は、疾病その他特別の事由により修学することが適当でないと認められる者については、

教授会又は研究科委員会の議を経て、休学を命ずることができる。 

 

 （休学の期間） 

第 56 条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、１年を

限度として休学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して２年を超えることはできない。 

３ 休学期間は、第１４条及び第３８条に定める修業年限並びに第１５条及び第３９条に定める在

学年限に算入しない。 

 

 （復学） 

第 57 条 休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 

 

    第２節 転学及び留学 

 

 （転学） 

第 58 条 他の大学等（大学院を含む。以下同じ。）に入学又は転入学を志願する者は、学長の許

可を受けなければならない。 

 

 （留学） 

第 59 条 外国の大学等で修学することを志願する者は、学長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第１５条及び第３９条に定める在学年限に含めることがで

きる。 

３ 第２８条及び第４８条の規定は、第１項の留学の場合に準用する。 

 

    第３節 退学 

 

 （退学） 

第 60 条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 

 （除籍） 

第 61 条 次の各号の一に該当する者は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。 

 一 第１５条及び第３９条に定める在学年限を超えた者 

 二 第５６条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

 三 長期間にわたり行方不明の者 

 四 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 五 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、不許可又は一部免除若しくは徴収猶予が認

められた者で所定の期日までに入学料を納付しない者 

 

   第５章 賞罰 

 

 （表彰） 

第 62 条 学生として表彰に価する行為があった者は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長
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が表彰することができる。 

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （懲戒） 

第 63 条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があった者は、教授会又は研

究科委員会の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

 一 性行不良で改善の見込みがない者 

 二 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 

 三 正当な理由がなくて出席常でない者 

 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学の期間は、第１５条及び第３９条に定める在学年限に算入し、第１４条及び第３８条に定

める修業年限に算入しない。ただし、特別の事情がある場合には、教授会又は研究科委員会の議

を経て、修業年限に算入することができる。 

 

   第６章 学生宿舎 

 

 （学生宿舎） 

第 64 条 本学に学生宿舎を置く。 

２ 学生宿舎に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   第７章 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生 

 

 （科目等履修生） 

第 65 条 本学において、一又は複数の授業科目を履修し、当該授業科目に関する単位の授与を志

願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学

を許可し、単位を授与する。 

２ 前項の単位の授与については、第２７条第１項の規定を準用する。 

 

 （研究生） 

第 66 条 本学において、特定の専門事項について、研究を志願する者があるときは、教育研究に

支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。 

 

 （聴講生） 

第 67 条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、教育研究に

支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。 

 

 （特別聴講学生） 

第 68 条 他の大学及び大学院の学生で、本学において、一又は複数の授業科目を履修することを

志願する者があるときは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可するこ

とができる。 

 

 （特別研究学生） 

第 69 条 他の大学の大学院の学生で、本学大学院の研究科において研究指導を受けることを志願

する者があるときは、当該他大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可すること

がある。 

－ 128 －
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 （外国人留学生） 

第 70 条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者が

あるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 

 

 （その他） 

第 71 条 この章に定めるほか、科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及

び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   第８章 授業料その他の費用 

 

 （授業料等の額及び徴収方法） 

第 72 条 授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額並びにその徴収方法は、国立大学法人鹿屋体育

大学における授業料その他の費用に関する規程（以下「費用規程」という。）の定めるところに

よる。 

２ 既納の授業料、入学料、検定料及び寄宿料は、還付しない。ただし、費用規程第３条第４項に

より入学を許可するときに授業料を納付した者が、入学する年度の前年度の３月３１日までに入

学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料相当額を返還することができる。 

 

 （授業料等の免除及び猶予） 

第 73 条 経済的理由によって授業料等の納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めら

れるとき又はその他やむを得ない事情があると認められるときは、別に定めるところにより授業

料、入学料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。 

２ 授業料等免除及び徴収の猶予の取扱いについて必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則  

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年度から平成１７年度までにおける大学院体育学研究科の博士後期課程の収容定員

は、第７条第４項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 年  度 平成１６年度 平成１７年度  

 博士後期課程 
６ １２ 

 

 の 収 容 定 員  

 

   附 則（平１７．１０．６規則第９号） 

 この規則は、平成１７年１０月６日から施行する。 

 

   附 則（平１８．３．２規則第２号） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 体育・スポーツ課程は、第５条第２項の規定にかかわらず、当該課程に在学する者が当該課程

に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 体育学部の収容定員は、第５条第２項の規定にかかわらず、平成１８年度から平成２０年度に

ついては、次の表のとおりとする 

 
課程及び３年次編入学 

収容定員  

 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度  

  スポーツ総合課程 １２０人   ２４０人 ３６０人  
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  体育・スポ－ツ課程    ３００   ２００ １００  

  武道課程    ２００   ２００    ２００  

  ３年次編入学      ２０    ２０      ２０  

 計 ６４０ ６６０ ６８０  

 

   附 則（平１９．３．２２規則第５号）  

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年度から平成２０年度までにおける大学院体育学研究科の博士後期課程の収容定員

は、第７条第４項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 年  度 平成１９年度 平成２０年度  

 博士後期課程 
２０ ２２ 

 

 の 収 容 定 員  

 

   附 則（平２０．３．１９規則第２号） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度における体育学部の収容定員は、第５条第２項の規定にかかわらず、次のとおり

とする。 

 
課程及び３年次編入学 

収容定員  

 平成２０年度  

  スポーツ総合課程      ３６０人  

  体育・スポ－ツ課程      １００  

  武道課程      ２００  

  ３年次編入学        ３０  

 計      ６９０  

 

   附 則（平２３．２．７ 規則第３号） 

 この規則は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

 

     附 則（平２４．１．２４ 規則第１号） 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第 41 条の規定については平成２３年

４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２４．６．７ 規則第１６号） 

 この規則は、平成２４年６月７日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２５．６．１４ 規則第１３号） 

 この規則は、平成２５年６月１４日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２６．３．２０ 規則第２号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

     附 則（平２７．３．２７ 規則第２４号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

     附 則（平２７．４．１６ 規則第３８号） 

－ 129 －
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 （外国人留学生） 

第 70 条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者が

あるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 

 

 （その他） 

第 71 条 この章に定めるほか、科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及

び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   第８章 授業料その他の費用 

 

 （授業料等の額及び徴収方法） 

第 72 条 授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額並びにその徴収方法は、国立大学法人鹿屋体育

大学における授業料その他の費用に関する規程（以下「費用規程」という。）の定めるところに

よる。 

２ 既納の授業料、入学料、検定料及び寄宿料は、還付しない。ただし、費用規程第３条第４項に

より入学を許可するときに授業料を納付した者が、入学する年度の前年度の３月３１日までに入

学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料相当額を返還することができる。 

 

 （授業料等の免除及び猶予） 

第 73 条 経済的理由によって授業料等の納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めら

れるとき又はその他やむを得ない事情があると認められるときは、別に定めるところにより授業

料、入学料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。 

２ 授業料等免除及び徴収の猶予の取扱いについて必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則  

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年度から平成１７年度までにおける大学院体育学研究科の博士後期課程の収容定員

は、第７条第４項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 年  度 平成１６年度 平成１７年度  

 博士後期課程 
６ １２ 

 

 の 収 容 定 員  

 

   附 則（平１７．１０．６規則第９号） 

 この規則は、平成１７年１０月６日から施行する。 

 

   附 則（平１８．３．２規則第２号） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 体育・スポーツ課程は、第５条第２項の規定にかかわらず、当該課程に在学する者が当該課程

に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 体育学部の収容定員は、第５条第２項の規定にかかわらず、平成１８年度から平成２０年度に

ついては、次の表のとおりとする 

 
課程及び３年次編入学 

収容定員  

 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度  

  スポーツ総合課程 １２０人   ２４０人 ３６０人  
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  体育・スポ－ツ課程    ３００   ２００ １００  

  武道課程    ２００   ２００    ２００  

  ３年次編入学      ２０    ２０      ２０  

 計 ６４０ ６６０ ６８０  

 

   附 則（平１９．３．２２規則第５号）  

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年度から平成２０年度までにおける大学院体育学研究科の博士後期課程の収容定員

は、第７条第４項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 年  度 平成１９年度 平成２０年度  

 博士後期課程 
２０ ２２ 

 

 の 収 容 定 員  

 

   附 則（平２０．３．１９規則第２号） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度における体育学部の収容定員は、第５条第２項の規定にかかわらず、次のとおり

とする。 

 
課程及び３年次編入学 

収容定員  

 平成２０年度  

  スポーツ総合課程      ３６０人  

  体育・スポ－ツ課程      １００  

  武道課程      ２００  

  ３年次編入学        ３０  

 計      ６９０  

 

   附 則（平２３．２．７ 規則第３号） 

 この規則は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

 

     附 則（平２４．１．２４ 規則第１号） 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第 41 条の規定については平成２３年

４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２４．６．７ 規則第１６号） 

 この規則は、平成２４年６月７日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２５．６．１４ 規則第１３号） 

 この規則は、平成２５年６月１４日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２６．３．２０ 規則第２号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

     附 則（平２７．３．２７ 規則第２４号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

     附 則（平２７．４．１６ 規則第３８号） 
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 この規則は、平成２７年４月１６日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２８．３．２５ 規則第８号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 体育学専攻及び筑波大学との共同専攻の収容定員は、第６条第４項の規定にかかわらず、平成

２８年度から平成２９年度については、次の表のとおりとする。 

 

  体育学専攻 

  
課  程 専  攻 

収 容 定 員  

平成２８年度 平成２９年度  

 修 士 課 程 体育学専攻 ３３ ３０  

 博士後期課程 体育学専攻 ２２ ２０  

 

  筑波大学との共同専攻 

  
課   程 専  攻 

収 容 定 員  

平成２８年度 平成２９年度  

 
修 士 課 程 

スポーツ国際開発

学共同専攻 
３ ６ 

 

 
３年制博士課程 

大学体育スポーツ

高度化共同専攻 
２ ４ 

 

 

   附 則（平３０．３．１規則第１２号） 

 この規則は、平成３０年３月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平３１．３．１１規則第５号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平３１．３．２２規則第７号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令元．７．２９ 規則第２９号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 筑波大学との共同専攻の収容定員は、改正後の第６条第４項の規定にかかわらず、令和２年度

及び令和３年度については、次の表のとおりとする。 

 

  筑波大学との共同専攻 

入学年度 課   程 専  攻 
収 容 定 員 

令和２年度 令和３年度 

令和元年度

以前入学 

修 士 課 程 
スポーツ国際開発

学共同専攻 
３  

３年制博士課程 
大学体育スポーツ

高度化共同専攻 
４ ２ 

令和２年度

以降入学 修 士 課 程 
スポーツ国際開発

学共同専攻 
３ ６ 
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後期３年の課程

のみの博士課程 

大学体育スポーツ

高度化共同専攻 
２ ４ 

 

３ 令和元年度以前の入学生を対象とした修士課程スポーツ国際開発学共同専攻及び３年制博士課

程大学体育スポーツ高度化共同専攻は、改正後の第６条第４項の規定にかかわらず、令和２年３

月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

 

   附 則（令３．１．２８規則第３号） 

 この規則は、令和３年１月２８日から施行する。 

 

   附 則（令４．２．２規則第２号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令５． ． 規則第  号） 

この規則は、令和５年 月 日に施行する。 
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 この規則は、平成２７年４月１６日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 

     附 則（平２８．３．２５ 規則第８号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 体育学専攻及び筑波大学との共同専攻の収容定員は、第６条第４項の規定にかかわらず、平成

２８年度から平成２９年度については、次の表のとおりとする。 

 

  体育学専攻 

  
課  程 専  攻 

収 容 定 員  

平成２８年度 平成２９年度  

 修 士 課 程 体育学専攻 ３３ ３０  

 博士後期課程 体育学専攻 ２２ ２０  

 

  筑波大学との共同専攻 

  
課   程 専  攻 

収 容 定 員  

平成２８年度 平成２９年度  

 
修 士 課 程 

スポーツ国際開発

学共同専攻 
３ ６ 

 

 
３年制博士課程 

大学体育スポーツ

高度化共同専攻 
２ ４ 

 

 

   附 則（平３０．３．１規則第１２号） 

 この規則は、平成３０年３月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平３１．３．１１規則第５号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平３１．３．２２規則第７号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令元．７．２９ 規則第２９号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 筑波大学との共同専攻の収容定員は、改正後の第６条第４項の規定にかかわらず、令和２年度

及び令和３年度については、次の表のとおりとする。 

 

  筑波大学との共同専攻 

入学年度 課   程 専  攻 
収 容 定 員 

令和２年度 令和３年度 

令和元年度

以前入学 

修 士 課 程 
スポーツ国際開発

学共同専攻 
３  

３年制博士課程 
大学体育スポーツ

高度化共同専攻 
４ ２ 

令和２年度

以降入学 修 士 課 程 
スポーツ国際開発

学共同専攻 
３ ６ 
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後期３年の課程

のみの博士課程 

大学体育スポーツ

高度化共同専攻 
２ ４ 

 

３ 令和元年度以前の入学生を対象とした修士課程スポーツ国際開発学共同専攻及び３年制博士課

程大学体育スポーツ高度化共同専攻は、改正後の第６条第４項の規定にかかわらず、令和２年３

月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

 

   附 則（令３．１．２８規則第３号） 

 この規則は、令和３年１月２８日から施行する。 

 

   附 則（令４．２．２規則第２号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令５． ． 規則第  号） 

この規則は、令和５年 月 日に施行する。 
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目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 体育学専攻の履修規程（第２条－第１２条） 

 第３章 共同専攻の履修規程（第１３条－第２２条） 

 第４章 雑則（第２３条） 

 

第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、鹿屋体育大学学則（以下「学則」という。）に定めるもののほか、本学大

学院体育学研究科の教育課程及び履修方法等に関し必要な事項を定める。 

 

第２章 体育学専攻の履修規程 

 

 （指導教員及び副指導教員） 

第２条 学生の学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）を行う教員として

指導教員を、研究指導の補助を行う教員として副指導教員を置く。 

２ 指導教員は、鹿屋体育大学大学院体育学研究科修士課程担当教員資格審査基準（平成元年

12 月 20 日学長裁定。以下、「基準｣という。）第１条及び鹿屋体育大学大学院体育学研究科

博士後期課程担当教員資格審査基準(平成 18 年７月 26 日学長裁定)第１条に規定する教員とし、

当該研究指導につき１名とする。 

３ 副指導教員は、研究科担当を命じられた教員（基準第３条に規定する「可適格者」を除く。）

とし、当該研究指導につき修士課程については２名以内とし、博士後期課程については２名と

する。 

４ 指導教員は、学生に対し１年間の研究指導計画等を修士課程研究指導計画書（別紙様式）、

博士課程研究指導計画書（別紙様式）により明示すること。 

 

 （研究題目届等） 

 

 

第３条 修士課程の学生は、指導教員等の指導を受け、別に定める日までに、研究題目届（別紙

様式）を学長に提出しなければならない。 

２ 博士後期課程の学生は、指導教員等の指導を受け、別に定める日までに、指導教員・副指導

教員願（別紙様式）、論文主題・研究計画書（別紙様式）、博士論文作成計画書（別紙様式）

を学長に提出しなければならない。 

 

 （授業科目の区分等） 

第４条 修士課程体育学専攻における授業科目の区分（科目、科目群、領域）及び内容は、次の

表のとおりとする。 

授業科目の区分 
内           容 

科目 科目群 領域 

共通 

 
共通科目 

 
共通 

 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における教

育研究能力及び高度の専門性を要する職業等に必要な基

礎的能力を養うための科目。 

 
 

スポーツ
総合科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの実践的側面に関

する専門的知識・研究法を追究するための科目。 

専門 
基礎科目 

及び 
応用科目 

スポーツ

文化・社

会科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの文化的、社会

的側面に関する専門的知識・研究法を追究するための

科目。 

 
 

スポーツ

生命科学 

スポーツ・身体活動への生体応答メカニズムに関する

専門的知識・研究法を追究するための科目。 

課題 

研究 
課題研究 
科目 

課題研究 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における

専門的知識・研究法を活かし、修士学位論文としてま

とめるための科目。 

２ 修士課程体育学専攻における授業科目の種類及び単位数等は、別表１のとおりとする。 

 

第４条の２ 博士後期課程体育学専攻における授業科目の区分（科目、科目群、領域）及び内容

は、次の表のとおりとする。 

授業科目の区分 
内           容 

科目 科目群 領域 

共通 
共通 

科目 
共通 

体育学分野の異なる専門領域の観点から、独創性のある研究

テーマを解明するための研究手法、研究方法を学び、研究デ

ザインを確立し、博士学位論文としてまとめる科目。 

専門 
専門 

科目 

スポーツ 

総合科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの実践的側面に関する

研究方法を深めるとともに、最新の研究動向や知見、研究成

果を活用し、学際領域における統合的研究を遂行する上で必

要な研究能力を高めるための科目。 

スポーツ 

文化・社会 

科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの文化的及び社会科学

的側面に関する研究方法を深めるとともに、最新の研究動向

や知見、研究成果を活用し、学際領域における統合的研究を

遂行する上で必要な研究能力を高めるための科目。 
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第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、鹿屋体育大学学則（以下「学則」という。）に定めるもののほか、本学大

学院体育学研究科の教育課程及び履修方法等に関し必要な事項を定める。 

 

第２章 体育学専攻の履修規程 

 

 （指導教員及び副指導教員） 

第２条 学生の学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）を行う教員として

指導教員を、研究指導の補助を行う教員として副指導教員を置く。 

２ 指導教員は、鹿屋体育大学大学院体育学研究科修士課程担当教員資格審査基準（平成元年

12 月 20 日学長裁定。以下、「基準｣という。）第１条及び鹿屋体育大学大学院体育学研究科

博士後期課程担当教員資格審査基準(平成 18 年７月 26 日学長裁定)第１条に規定する教員とし、

当該研究指導につき１名とする。 

３ 副指導教員は、研究科担当を命じられた教員（基準第３条に規定する「可適格者」を除く。）

とし、当該研究指導につき修士課程については２名以内とし、博士後期課程については２名と

する。 

４ 指導教員は、学生に対し１年間の研究指導計画等を修士課程研究指導計画書（別紙様式）、

博士課程研究指導計画書（別紙様式）により明示すること。 

 

 （研究題目届等） 

 

 

第３条 修士課程の学生は、指導教員等の指導を受け、別に定める日までに、研究題目届（別紙

様式）を学長に提出しなければならない。 

２ 博士後期課程の学生は、指導教員等の指導を受け、別に定める日までに、指導教員・副指導

教員願（別紙様式）、論文主題・研究計画書（別紙様式）、博士論文作成計画書（別紙様式）

を学長に提出しなければならない。 

 

 （授業科目の区分等） 

第４条 修士課程体育学専攻における授業科目の区分（科目、科目群、領域）及び内容は、次の

表のとおりとする。 

授業科目の区分 
内           容 

科目 科目群 領域 

共通 

 
共通科目 

 
共通 

 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における教

育研究能力及び高度の専門性を要する職業等に必要な基

礎的能力を養うための科目。 

 
 

スポーツ
総合科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの実践的側面に関

する専門的知識・研究法を追究するための科目。 

専門 
基礎科目 

及び 
応用科目 

スポーツ

文化・社

会科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの文化的、社会

的側面に関する専門的知識・研究法を追究するための

科目。 

 
 

スポーツ

生命科学 

スポーツ・身体活動への生体応答メカニズムに関する

専門的知識・研究法を追究するための科目。 

課題 

研究 
課題研究 
科目 

課題研究 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野における

専門的知識・研究法を活かし、修士学位論文としてま

とめるための科目。 

２ 修士課程体育学専攻における授業科目の種類及び単位数等は、別表１のとおりとする。 

 

第４条の２ 博士後期課程体育学専攻における授業科目の区分（科目、科目群、領域）及び内容

は、次の表のとおりとする。 

授業科目の区分 
内           容 

科目 科目群 領域 

共通 
共通 

科目 
共通 

体育学分野の異なる専門領域の観点から、独創性のある研究

テーマを解明するための研究手法、研究方法を学び、研究デ

ザインを確立し、博士学位論文としてまとめる科目。 

専門 
専門 

科目 

スポーツ 

総合科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの実践的側面に関する

研究方法を深めるとともに、最新の研究動向や知見、研究成

果を活用し、学際領域における統合的研究を遂行する上で必

要な研究能力を高めるための科目。 

スポーツ 

文化・社会 

科学 

スポーツ・武道及び体育・健康づくりの文化的及び社会科学

的側面に関する研究方法を深めるとともに、最新の研究動向

や知見、研究成果を活用し、学際領域における統合的研究を

遂行する上で必要な研究能力を高めるための科目。 
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スポーツ 

生命科学 

スポーツ・身体活動への生体応答メカニズムに関する研究方

法を深めるとともに、最新の研究動向や知見、研究成果を活

用し、学際領域における統合的研究を遂行する上で必要な研

究能力を高めるための科目。 

２ 博士後期課程体育学専攻における授業科目の種類及び単位数等は、別表２のとおりとする。 

 

 （授業の方法等） 

第５条 授業の方法及び担当教員は、別に定める。 

 

 （授業時間及び授業時間割） 

第６条 教室等での授業時間並びに授業科目及び教室等の割振り（以下「授業時間割」という。）

は、年度又は学期ごとに、別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか、集中講義及び学外における授業時間並びに授業時間割は、別に定

めることができる。 

 

 （学外における授業） 

第７条 学外において授業を実施するときは、当該授業科目を担当する教員（以下「授業担当教

員」という。）は、事前に学長の承認を得るものとする。 

 

 （履修科目の登録） 

第８条 学生は、当該年度に履修しようとする授業科目について、予め当該授業科目の履修登録

をしなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、履修登録に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （試験） 

第９条 試験は、授業担当教員が、筆記、口述又は実技その他の方法により行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （成績の評価） 

第１０条 学則第４６条に規定する授業科目の成績は、授業担当教員が、試験の結果及び受講状

況等を総合して、次の表のとおり評価する。 

評 語 評  点 評 価 基 準 摘  要 

Ｓ ９０点～ １００点 
到達目標を達成し、特に優

秀な成績を修めている。 

合格とし、単位を認定

する。 

Ａ ８０点～ ８９点 
到達目標を達成し、優秀

な成績を修めている。 

Ｂ ７０点～  ７９点 
到達目標を達成してい

る。 

Ｃ ６０点～  ６９点 
到達目標を最低限達成し

ている。 

Ｄ ５９点以下 
到達目標を達成していな

い。 

不合格とし、単位を認

定しない。 

Ｋ  履修放棄 

 履修登録がなかったも

のとして取扱うが、年

間に履修登録した単位

数には含める。 

 

 

 

（成績の異議申立て） 

第１０条の２ 学生は、公開された成績の評価に疑義があると思われた場合、当該科目の授業担

当教員に確認の後、異議を申し立てることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、成績の異議申立てに関することは、別に定める。 

 

 （学位論文の提出及び最終試験） 

第１１条 学位論文の提出及び最終試験は、本学学位規則及び本学学位細則に定めるところによ

る。 

 

 （教育職員免許状の取得） 

第１２条 教育職員の免許状を受ける資格を取得しようとする学生は、教育職員免許法（昭和２

４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める

所要の単位を修得しなければならない。 

 

 

第３章 共同専攻の履修規程 

 

 

 （指導教員及び副指導教員） 

第１３条 研究指導を行う教員として指導教員を、研究指導の補助を行う教員として副指導教員

を置く。 

２ 指導教員は、スポーツ国際開発学共同専攻の担当教員の資格認定手続きに関する申合せ（平

成 29 年 1月 24 日スポーツ国際開発学共同専攻運営委員会決定）第４（３）及び大学体育スポ

ーツ高度化共同専攻の担当教員の資格認定手続きに関する申合せ（平成 29 年 1月 23 日大学体

育スポーツ高度化共同専攻運営委員会決定）第４（３）に規定する教員とし、当該研究指導に

つき１名とする。 

３ 副指導教員は、研究科担当を命じられた教員（基準第３条に規定する「可適格者」を除く。）

とし、当該研究指導につき修士課程については２名以内とし、３年制博士課程については２名

以上とする。 

  なお、副指導教員として、筑波大学の教員を必ず１名以上加えるものとする。 

４ 指導教員は、学生に対し１年間の研究指導計画等を修士課程研究指導計画書（別紙様式）、

博士課程研究指導計画書（別紙様式）により明示すること。 

 

 （研究題目届等） 

第１４条 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻の学生は、指導教員等の指導を受け、別に定め

る日までに、研究題目届（別紙様式）を学長に提出しなければならない。 

２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻の学生は、指導教員等の指導を受け、別に

定める日までに、指導教員・副指導教員願（別紙様式）、論文主題・研究計画書（別紙様式）、

博士論文作成計画書（別紙様式）を学長に提出しなければならない。 

 

 （授業科目の区分等） 

第１５条 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻における授業科目の区分及び内容は、次の表の

とおりとする。 
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スポーツ 

生命科学 

スポーツ・身体活動への生体応答メカニズムに関する研究方

法を深めるとともに、最新の研究動向や知見、研究成果を活

用し、学際領域における統合的研究を遂行する上で必要な研

究能力を高めるための科目。 

２ 博士後期課程体育学専攻における授業科目の種類及び単位数等は、別表２のとおりとする。 

 

 （授業の方法等） 

第５条 授業の方法及び担当教員は、別に定める。 

 

 （授業時間及び授業時間割） 

第６条 教室等での授業時間並びに授業科目及び教室等の割振り（以下「授業時間割」という。）

は、年度又は学期ごとに、別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか、集中講義及び学外における授業時間並びに授業時間割は、別に定

めることができる。 

 

 （学外における授業） 

第７条 学外において授業を実施するときは、当該授業科目を担当する教員（以下「授業担当教

員」という。）は、事前に学長の承認を得るものとする。 

 

 （履修科目の登録） 

第８条 学生は、当該年度に履修しようとする授業科目について、予め当該授業科目の履修登録

をしなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、履修登録に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （試験） 

第９条 試験は、授業担当教員が、筆記、口述又は実技その他の方法により行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （成績の評価） 

第１０条 学則第４６条に規定する授業科目の成績は、授業担当教員が、試験の結果及び受講状

況等を総合して、次の表のとおり評価する。 

評 語 評  点 評 価 基 準 摘  要 

Ｓ ９０点～ １００点 
到達目標を達成し、特に優

秀な成績を修めている。 

合格とし、単位を認定

する。 

Ａ ８０点～ ８９点 
到達目標を達成し、優秀

な成績を修めている。 

Ｂ ７０点～  ７９点 
到達目標を達成してい

る。 

Ｃ ６０点～  ６９点 
到達目標を最低限達成し

ている。 

Ｄ ５９点以下 
到達目標を達成していな

い。 

不合格とし、単位を認

定しない。 

Ｋ  履修放棄 

 履修登録がなかったも

のとして取扱うが、年

間に履修登録した単位

数には含める。 

 

 

 

（成績の異議申立て） 

第１０条の２ 学生は、公開された成績の評価に疑義があると思われた場合、当該科目の授業担

当教員に確認の後、異議を申し立てることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、成績の異議申立てに関することは、別に定める。 

 

 （学位論文の提出及び最終試験） 

第１１条 学位論文の提出及び最終試験は、本学学位規則及び本学学位細則に定めるところによ

る。 

 

 （教育職員免許状の取得） 

第１２条 教育職員の免許状を受ける資格を取得しようとする学生は、教育職員免許法（昭和２

４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める

所要の単位を修得しなければならない。 

 

 

第３章 共同専攻の履修規程 

 

 

 （指導教員及び副指導教員） 

第１３条 研究指導を行う教員として指導教員を、研究指導の補助を行う教員として副指導教員

を置く。 

２ 指導教員は、スポーツ国際開発学共同専攻の担当教員の資格認定手続きに関する申合せ（平

成 29 年 1月 24 日スポーツ国際開発学共同専攻運営委員会決定）第４（３）及び大学体育スポ

ーツ高度化共同専攻の担当教員の資格認定手続きに関する申合せ（平成 29 年 1月 23 日大学体

育スポーツ高度化共同専攻運営委員会決定）第４（３）に規定する教員とし、当該研究指導に

つき１名とする。 

３ 副指導教員は、研究科担当を命じられた教員（基準第３条に規定する「可適格者」を除く。）

とし、当該研究指導につき修士課程については２名以内とし、３年制博士課程については２名

以上とする。 

  なお、副指導教員として、筑波大学の教員を必ず１名以上加えるものとする。 

４ 指導教員は、学生に対し１年間の研究指導計画等を修士課程研究指導計画書（別紙様式）、

博士課程研究指導計画書（別紙様式）により明示すること。 

 

 （研究題目届等） 

第１４条 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻の学生は、指導教員等の指導を受け、別に定め

る日までに、研究題目届（別紙様式）を学長に提出しなければならない。 

２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻の学生は、指導教員等の指導を受け、別に

定める日までに、指導教員・副指導教員願（別紙様式）、論文主題・研究計画書（別紙様式）、

博士論文作成計画書（別紙様式）を学長に提出しなければならない。 

 

 （授業科目の区分等） 

第１５条 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻における授業科目の区分及び内容は、次の表の

とおりとする。 
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授業科目の区分 内             容 

 

  

 

専 

門 

科 

目 

講  義 

基  礎 

以下の知識・能力を修得するための講義及び演習科目 

１）国際情勢と政策及び地球規模課題に対する分析力 

２）グローバルな俯瞰力と実践現場で発揮できるリー 

ダーシップ能力 

３）スポーツ・体育・健康に関する基礎的知識と実践力 

４）国際貢献のためのコミュニケーション力とマネジメ

ント力 

 

  

 
応  用 

 

  

 
関  連 

 

  

 

演  習 

学  内 
 

  

 
学  外 

 

  

 

実  践 

母  国 

 国内（母国）、海外における実践現場での実習科目 

 

  

 
海  外 

 

２ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻（令和４年度以降入学生）における授業科目の種類及

び単位数等は、別表３の１のとおりとする。 
３ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻（令和２年度以降令和３年度以前入学生）における授

業科目の種類及び単位数等は、別表３の２のとおりとする。 
４ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻（令和元年度以前入学生）における授業科目の種類及

び単位数等は、別表３の３のとおりとする。 

 

第１５条の２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻における授業科目の区分及び内

容は、次の表のとおりとする。 

 授業科目の区分 内             容  

 

 
専 

 

門 

 

科 

 

目 

実践的教育能力 

育成科目 

大学体育や大学スポーツを先導する確かな専門的知識と

実技教育能力を身につける。 

 

  

  

 

実践的研究能力 

育成科目 

大学体育スポーツ現場の実践知を探求し、その研究成果

を教育へと循環させることができる実践的研究能力を身

につける。 

 

  

  

  

 

博士論文研究能力 

育成科目 

実践的研究論文や博士論文研究計画書の作成力やプレゼ

ンテーション力、高度大学体育スポーツ指導者として求

められる実践的教育力を身につける。 

QE（＝Qualifying Examination：博士論文研究能力審

査）合格者に「博士論文課題演習Ⅱ」の単位を与える。 

 

  

  

  

  

  

  専 

門 

基 

礎 

科 

目 

高度指導者教養 

育成科目 

大学体育や大学スポーツを先導する高度指導者に必要な

教養を身につける。 

 

  

  

  

  

  

２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻における授業科目の種類及び単位数等は、

別表４のとおりとする。 

 

 

 

 （授業の方法等） 

第１６条 授業の方法及び担当教員は、別に定める。 

 

 （授業時間及び授業時間割） 

第１７条 授業時間割は、年度又は学期ごとに、別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか、集中講義及び学外における授業時間並びに授業時間割は、別に定

めることができる。 

 

 （学外における授業） 

第１８条 学外において授業を実施するときは、授業担当教員は、事前に学長の承認を得るもの

とする。 

 

 （履修科目の登録） 

第１９条 学生は、当該年度に履修しようとする授業科目について、予め当該授業科目の履修登

録をしなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、履修登録に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （試験） 

第２０条 試験は、授業担当教員が、筆記、口述又は実技その他の方法により行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （成績の評価） 

第２１条 学則第４６条に規定する授業科目の成績は、授業担当教員が、試験の結果及び受講状

況等を総合して、次の表のとおり評価する。 

 

 

評 語 評  点 評 価 基 準 摘  要 

Ａ＋ ９０点～１００点 

到達目標を達成し、きわ

めて優秀な成績を修めて

いる。 

合格とし、単位を認定

する。 

Ａ ８０点～８９点 
到達目標を達成し、優秀

な成績を修めている。 

Ｂ ７０点～  ７９点 
到達目標を達成してい

る。 

Ｃ ６０点～  ６９点 
到達目標を最低限達成し

ている。 

Ｄ ５９点以下 
到達目標を達成していな

い。 

不合格とし、単位を認

定しない。 

 

（成績の異議申立て） 

第２１条の２ 学生は、公開された成績の評価に疑義があると思われた場合、当該科目の授業担

当教員に確認の後、異議を申し立てることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、成績の異議申立てに関することは、別に定める。 

 

 （学位論文の提出及び最終試験） 
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授業科目の区分 内             容 

 

  

 

専 

門 

科 

目 

講  義 

基  礎 

以下の知識・能力を修得するための講義及び演習科目 

１）国際情勢と政策及び地球規模課題に対する分析力 

２）グローバルな俯瞰力と実践現場で発揮できるリー 

ダーシップ能力 

３）スポーツ・体育・健康に関する基礎的知識と実践力 

４）国際貢献のためのコミュニケーション力とマネジメ

ント力 

 

  

 
応  用 

 

  

 
関  連 

 

  

 

演  習 

学  内 
 

  

 
学  外 

 

  

 

実  践 

母  国 

 国内（母国）、海外における実践現場での実習科目 

 

  

 
海  外 

 

２ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻（令和４年度以降入学生）における授業科目の種類及

び単位数等は、別表３の１のとおりとする。 
３ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻（令和２年度以降令和３年度以前入学生）における授

業科目の種類及び単位数等は、別表３の２のとおりとする。 
４ 修士課程スポーツ国際開発学共同専攻（令和元年度以前入学生）における授業科目の種類及

び単位数等は、別表３の３のとおりとする。 

 

第１５条の２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻における授業科目の区分及び内

容は、次の表のとおりとする。 

 授業科目の区分 内             容  

 

 
専 

 

門 

 

科 

 

目 

実践的教育能力 

育成科目 

大学体育や大学スポーツを先導する確かな専門的知識と

実技教育能力を身につける。 

 

  

  

 

実践的研究能力 

育成科目 

大学体育スポーツ現場の実践知を探求し、その研究成果

を教育へと循環させることができる実践的研究能力を身

につける。 

 

  

  

  

 

博士論文研究能力 

育成科目 

実践的研究論文や博士論文研究計画書の作成力やプレゼ

ンテーション力、高度大学体育スポーツ指導者として求

められる実践的教育力を身につける。 

QE（＝Qualifying Examination：博士論文研究能力審

査）合格者に「博士論文課題演習Ⅱ」の単位を与える。 

 

  

  

  

  

  

  専 

門 

基 

礎 

科 

目 

高度指導者教養 

育成科目 

大学体育や大学スポーツを先導する高度指導者に必要な

教養を身につける。 

 

  

  

  

  

  

２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻における授業科目の種類及び単位数等は、

別表４のとおりとする。 

  

 

 （授業の方法等） 

第１６条 授業の方法及び担当教員は、別に定める。 

 

 （授業時間及び授業時間割） 

第１７条 授業時間割は、年度又は学期ごとに、別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか、集中講義及び学外における授業時間並びに授業時間割は、別に定

めることができる。 

 

 （学外における授業） 

第１８条 学外において授業を実施するときは、授業担当教員は、事前に学長の承認を得るもの

とする。 

 

 （履修科目の登録） 

第１９条 学生は、当該年度に履修しようとする授業科目について、予め当該授業科目の履修登

録をしなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、履修登録に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （試験） 

第２０条 試験は、授業担当教員が、筆記、口述又は実技その他の方法により行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （成績の評価） 

第２１条 学則第４６条に規定する授業科目の成績は、授業担当教員が、試験の結果及び受講状

況等を総合して、次の表のとおり評価する。 

 

 

評 語 評  点 評 価 基 準 摘  要 

Ａ＋ ９０点～１００点 

到達目標を達成し、きわ

めて優秀な成績を修めて

いる。 

合格とし、単位を認定

する。 

Ａ ８０点～８９点 
到達目標を達成し、優秀

な成績を修めている。 

Ｂ ７０点～  ７９点 
到達目標を達成してい

る。 

Ｃ ６０点～  ６９点 
到達目標を最低限達成し

ている。 

Ｄ ５９点以下 
到達目標を達成していな

い。 

不合格とし、単位を認

定しない。 

 

（成績の異議申立て） 

第２１条の２ 学生は、公開された成績の評価に疑義があると思われた場合、当該科目の授業担

当教員に確認の後、異議を申し立てることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、成績の異議申立てに関することは、別に定める。 

 

 （学位論文の提出及び最終試験） 
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第２２条 学位論文の提出及び最終試験は、本学学位規則及び本学学位細則に定めるところによ

る。 

 

第４章 雑則 

 

 （雑則） 

第２３条 この規程に定めるもののほか、大学院体育学研究科の教育課程及び履修方法等に関し

必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２年１月１７日から施行する。 

 

   附 則（平５．２．１８規程第１号） 

 この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平８．１２．２７規程第１３号） 

 この規程は、平成９年１月１日から施行する。 

 

   附 則（平１０．１２．２８規程第１０号） 

 この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．７．２７規程第３号） 

 この規程は，平成１２年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平１５．３．３１規程第８号） 

１ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 平成１４年度以前の入学者については、第４条第１項及び第２項の規定にかかわらず、従前

のとおりとする。 

 

   附 則（平１６．３．３１規程第１２号） 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１４年度以前の入学者については、第４条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。 

３ 博士後期課程の指導教員については、第２条第２項の規定にかかわらず、平成１９年３月３１

日まで大学設置・学校法人審議会において ○合適格者と判定した者とする。 

４ 博士後期課程の副指導教員については、平成１９年３月３１日まで大学設置・学校法人審議会

において ○合又は適格者と判定した者とする。 

 

   附 則（平１７．３．２２規程第５号） 

 この規程は、平成１７年３月２２日から施行する。  

 

   附 則（平１９．３．２２規程第１０号） 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平１９．５．１０規程第１１号） 

 この規程は、平成１９年５月１０日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。  

 

   附 則（平２０．４．３規程第６号） 

 この規程は、平成２０年４月３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。  

 

   附 則（平２１．３．１９規程第３号） 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

 

 

   附 則（平２３．３．３１規程第１３号） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平２４．１．２４規程第１号） 

 この規程は、平成２４年１月２４日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。  

  ただし、第４条の２及び別表２の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２４．１０．１８規程第１１号） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平２６．３．２０規程第５号） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 筑波大学との共同教育プログラムとして、平成２６年度に開設する以下の科目については、

修士課程においては基礎科目又は応用科目として、博士後期課程においては専門科目として認

定する。 

 

－ 139 －



 

 

第２２条 学位論文の提出及び最終試験は、本学学位規則及び本学学位細則に定めるところによ

る。 

 

第４章 雑則 

 

 （雑則） 

第２３条 この規程に定めるもののほか、大学院体育学研究科の教育課程及び履修方法等に関し

必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２年１月１７日から施行する。 

 

   附 則（平５．２．１８規程第１号） 

 この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平８．１２．２７規程第１３号） 

 この規程は、平成９年１月１日から施行する。 

 

   附 則（平１０．１２．２８規程第１０号） 

 この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．７．２７規程第３号） 

 この規程は，平成１２年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平１５．３．３１規程第８号） 

１ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 平成１４年度以前の入学者については、第４条第１項及び第２項の規定にかかわらず、従前

のとおりとする。 

 

   附 則（平１６．３．３１規程第１２号） 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１４年度以前の入学者については、第４条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。 

３ 博士後期課程の指導教員については、第２条第２項の規定にかかわらず、平成１９年３月３１

日まで大学設置・学校法人審議会において ○合適格者と判定した者とする。 

４ 博士後期課程の副指導教員については、平成１９年３月３１日まで大学設置・学校法人審議会

において ○合又は適格者と判定した者とする。 

 

   附 則（平１７．３．２２規程第５号） 

 この規程は、平成１７年３月２２日から施行する。  

 

   附 則（平１９．３．２２規程第１０号） 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平１９．５．１０規程第１１号） 

 この規程は、平成１９年５月１０日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。  

 

   附 則（平２０．４．３規程第６号） 

 この規程は、平成２０年４月３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。  

 

   附 則（平２１．３．１９規程第３号） 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

 

 

   附 則（平２３．３．３１規程第１３号） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平２４．１．２４規程第１号） 

 この規程は、平成２４年１月２４日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。  

  ただし、第４条の２及び別表２の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２４．１０．１８規程第１１号） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平２６．３．２０規程第５号） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 筑波大学との共同教育プログラムとして、平成２６年度に開設する以下の科目については、

修士課程においては基礎科目又は応用科目として、博士後期課程においては専門科目として認

定する。 
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 修士課程 

科目

区分 
授業科目名 単位数 

 

基礎 

科目 

スポーツ国際開発教育プログラムⅠ 

 Olympic Movement Studies 

（オリンピックムーブメント論） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅡ 

  International Development and Peace through Sport 

（スポーツ国際開発論Ⅰ） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅢ 

Diffusion of Japanese Culture 

（日本文化伝播論） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅣ 

 International Sport Policy Studies 

（国際スポーツ政策研究） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅤ 

  Top Sports Studies(Anti-Doping Studies) 

（トップスポーツ論（アンチドーピング論）） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅥ 

  Management and Organization 

（経営マネジメント論） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅦ 

Project Management 

（プロジェクトマネジメント論） 

１ 

応用 

科目 

スポーツ国際開発教育プログラムⅧ 

JSC Seminar 

（ＪＳＣ研修会） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅨ 

JSC Project 

（ＪＳＣ事業） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅩ 

On the job Practice 

（JSC;JOC;JASA;NFs;Organization of the prefecture） 

２ 

 

博士後期課程 

科目 

区分 
授業科目名 単位数 

専門 

科目 
高度大学体育研究論Ⅰ（実践的研究演習） １ 

専門 

科目 
高度大学体育研究論Ⅱ（大学体育論） １ 

 

 

   附 則（平２７．３．２６規程第８号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 なお、平成２７年度から名称変更・単位数の変更・追加となった授業科目の取扱いについて

は以下のとおりとする。 

   

 修士課程 

平成２６年度以前開設科目 平成２７年度以降開設科目 

健康管理論特講（２単位） 

健康運動学特講（１単位） 

ヘルスプロモーション論 

（Health Promotion）（１単位） 

スポーツ史特講（２単位） 

スポーツ史特講（１単位） 

オリンピックムーブメント論 

（Olympic Movement Studies）（１単位） 

スポーツ社会学特講（２単位） 

スポーツ社会学特講（１単位） 

スポーツプロモーション論 

（Sport Promotion）（１単位） 

スポーツ・レジャー産業論特講（２単位） 

スポーツ・レジャー産業論特講（１単位） 

グローバルスポーツ産業論 

（Studies on Global Sport Industry）

（１単位） 

健康管理論特講演習（２単位） 健康運動学特講演習（２単位） 

  ※ 平成２６年度以前開設科目欄の授業科目を修得した学生は、対応する平成２７年度以

降開設科目欄の授業科目を履修することができない。 

 

 博士後期課程 

平成２６年度以前開設科目 平成２７年度以降開設科目 

― 身体教育特殊研究Ａ（２単位） 

― 身体教育特殊研究Ｂ（２単位） 

― 身体教育特殊研究演習Ａ（２単位） 

― 身体教育特殊研究演習Ｂ（２単位） 

環境生理心理学特殊研究（２単位） 健康運動学特殊研究（２単位） 

環境生理心理学特殊研究演習（２単位） 健康運動学特殊研究演習（２単位） 

  ※ 平成２６年度以前開設科目欄の授業科目を修得した学生は、対応する平成２７年度以

降開設科目欄の授業科目を履修することができない。 

 

   附 則（平２８．３．２５規程第２号） 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  
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 修士課程 

科目

区分 
授業科目名 単位数 

 

基礎 

科目 

スポーツ国際開発教育プログラムⅠ 

 Olympic Movement Studies 

（オリンピックムーブメント論） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅡ 

  International Development and Peace through Sport 

（スポーツ国際開発論Ⅰ） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅢ 

Diffusion of Japanese Culture 

（日本文化伝播論） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅣ 

 International Sport Policy Studies 

（国際スポーツ政策研究） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅤ 

  Top Sports Studies(Anti-Doping Studies) 

（トップスポーツ論（アンチドーピング論）） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅥ 

  Management and Organization 

（経営マネジメント論） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅦ 

Project Management 

（プロジェクトマネジメント論） 

１ 

応用 

科目 

スポーツ国際開発教育プログラムⅧ 

JSC Seminar 

（ＪＳＣ研修会） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅨ 

JSC Project 

（ＪＳＣ事業） 

１ 

スポーツ国際開発教育プログラムⅩ 

On the job Practice 

（JSC;JOC;JASA;NFs;Organization of the prefecture） 

２ 

 

博士後期課程 

科目 

区分 
授業科目名 単位数 

専門 

科目 
高度大学体育研究論Ⅰ（実践的研究演習） １ 

専門 

科目 
高度大学体育研究論Ⅱ（大学体育論） １ 

 

 

   附 則（平２７．３．２６規程第８号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 なお、平成２７年度から名称変更・単位数の変更・追加となった授業科目の取扱いについて

は以下のとおりとする。 

   

 修士課程 

平成２６年度以前開設科目 平成２７年度以降開設科目 

健康管理論特講（２単位） 

健康運動学特講（１単位） 

ヘルスプロモーション論 

（Health Promotion）（１単位） 

スポーツ史特講（２単位） 

スポーツ史特講（１単位） 

オリンピックムーブメント論 

（Olympic Movement Studies）（１単位） 

スポーツ社会学特講（２単位） 

スポーツ社会学特講（１単位） 

スポーツプロモーション論 

（Sport Promotion）（１単位） 

スポーツ・レジャー産業論特講（２単位） 

スポーツ・レジャー産業論特講（１単位） 

グローバルスポーツ産業論 

（Studies on Global Sport Industry）

（１単位） 

健康管理論特講演習（２単位） 健康運動学特講演習（２単位） 

  ※ 平成２６年度以前開設科目欄の授業科目を修得した学生は、対応する平成２７年度以

降開設科目欄の授業科目を履修することができない。 

 

 博士後期課程 

平成２６年度以前開設科目 平成２７年度以降開設科目 

― 身体教育特殊研究Ａ（２単位） 

― 身体教育特殊研究Ｂ（２単位） 

― 身体教育特殊研究演習Ａ（２単位） 

― 身体教育特殊研究演習Ｂ（２単位） 

環境生理心理学特殊研究（２単位） 健康運動学特殊研究（２単位） 

環境生理心理学特殊研究演習（２単位） 健康運動学特殊研究演習（２単位） 

  ※ 平成２６年度以前開設科目欄の授業科目を修得した学生は、対応する平成２７年度以

降開設科目欄の授業科目を履修することができない。 

 

   附 則（平２８．３．２５規程第２号） 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  
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附 則（平２９．６.１９規程第１２号） 

 この規程は、平成２９年６月１９日から施行し、平成２９年４月 1 日から適用する。  
 
   附 則（平３０．３．２０規程第１号） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平３０．６．２７規程第１４号） 

この規程は、平成３０年６月２７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平３１．３．４規程第４号） 

 この規程は、平成３１年３月４日から施行する。  

 

   附 則（平３１．４．１９規程第１３号） 

 この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則（令元．１０．１規程第３６号） 

この規程は、令和元年１０月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 
 

附 則（令２．３．２６規程第５号） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍する者については、改正後の 

第１３条、１４条及び第１５条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（令３．６．２４規程第３５号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
 

附 則（令３．７．１規程第３６号） 

この規程は、令和３年７月１日から施行する。 
 

附 則（令３．１２．１６規程第４６号） 

 この規程は、令和３年１２月１６日から施行する。 
 

附 則（令４．３．２９規程第７号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
 
   附 則（令５． ． 規程第 号） 

この規程は、令和５年 月 日から施行する。ただし、第４条の２の規定は、令和５年 
４月１日から施行する。 
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附 則（平２９．６.１９規程第１２号） 

 この規程は、平成２９年６月１９日から施行し、平成２９年４月 1 日から適用する。  
 
   附 則（平３０．３．２０規程第１号） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平３０．６．２７規程第１４号） 

この規程は、平成３０年６月２７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平３１．３．４規程第４号） 

 この規程は、平成３１年３月４日から施行する。  

 

   附 則（平３１．４．１９規程第１３号） 

 この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則（令元．１０．１規程第３６号） 

この規程は、令和元年１０月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 
 

附 則（令２．３．２６規程第５号） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍する者については、改正後の 

第１３条、１４条及び第１５条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（令３．６．２４規程第３５号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
 

附 則（令３．７．１規程第３６号） 

この規程は、令和３年７月１日から施行する。 
 

附 則（令３．１２．１６規程第４６号） 

 この規程は、令和３年１２月１６日から施行する。 
 

附 則（令４．３．２９規程第７号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
 
   附 則（令５． ． 規程第 号） 

この規程は、令和５年 月 日から施行する。ただし、第４条の２の規定は、令和５年 
４月１日から施行する。 

別紙様式（第２条第４項及び第１３条第４項関係）

指導教員名

（　　）年次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

（

　
　
）

年
次

学籍番号

学生名

研究題目

学年 月

修士課程研究指導計画書

研究指導内容 備考授業履修関係指導内容
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別紙様式（第２条第４項及び第１３条第４項関係）

　　　　　　　　（　　）年次　 指導教員名

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

博士課程研究指導計画書

備考

（

　
　
　
）

年
次

学籍番号

学生名

研究題目

学年 月 研究指導内容 授業履修関係指導内容

 

 

 

 別紙様式（第３条第１項及び第１４条第１項関係） 

 

 

 

研 究 題 目 届 
 

  

                            令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

 

                        体育学研究科修士課程 

                        令和  年度入学 

                        氏  名           

 

 

 

研 究 題 目  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

  

 

副指導教員 
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別紙様式（第２条第４項及び第１３条第４項関係）

　　　　　　　　（　　）年次　 指導教員名

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

博士課程研究指導計画書

備考

（

　
　
　
）

年
次

学籍番号

学生名

研究題目

学年 月 研究指導内容 授業履修関係指導内容

 

 

 

 別紙様式（第３条第１項及び第１４条第１項関係） 

 

 

 

研 究 題 目 届 
 

  

                            令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

 

                        体育学研究科修士課程 

                        令和  年度入学 

                        氏  名           

 

 

 

研 究 題 目  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

  

 

副指導教員 
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別紙様式（第３条第２項及び第１４条第２項関係） 

 

 

 

指導教員・副指導教員願 
 

  

                            令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

                     体育学研究科          課程 

                     令和  年度入学 

                     氏  名             

 

 

研究テーマ 

  

  

  

  

  

  

 

研 究 計 画  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

 

副指導教員 

                                  

 

  

  

 

                                                              

 

  

  

 

 

  

 

 

 

別紙様式（第３条第２項及び第１４条第２項関係） 

 

 

 

論文主題・研究計画書 
 

  

                            令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

                     体育学研究科          課程 

                     令和  年度入学 

                     氏  名             

 

 

論 文 主 題  

  

  

  

  

  

  

 

研 究 計 画  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

 

副指導教員 
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別紙様式（第３条第２項及び第１４条第２項関係） 

 

 

 

指導教員・副指導教員願 
 

  

                            令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

                     体育学研究科          課程 

                     令和  年度入学 

                     氏  名             

 

 

研究テーマ 

  

  

  

  

  

  

 

研 究 計 画  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

 

副指導教員 

                                  

 

  

  

 

                                                              

 

  

  

 

 

  

 

 

 

別紙様式（第３条第２項及び第１４条第２項関係） 

 

 

 

論文主題・研究計画書 
 

  

                            令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

                     体育学研究科          課程 

                     令和  年度入学 

                     氏  名             

 

 

論 文 主 題  

  

  

  

  

  

  

 

研 究 計 画  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

 

副指導教員 
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別紙様式（第３条第２項及び第１４条第２項関係） 

 

 

 

博 士 論 文 作 成 計 画 書 
 

 

                             令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

                     体育学研究科           課程 

                     令和  年度入学 

                     氏  名             

 

 

博士論文主題 

  

  

  

  

  

  

 

博 士 論 文  

 

作 成 計 画  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

 

副指導教員 

                                                            

 

  

  

 

                                                               

 

  

  

  ＊ 博士論文作成計画欄は、別紙添付も可 

別別表表１１（（第第４４条条関関係係））

必修 選必 選択 計

スポーツ科学リテラシー特講 2 2

スポーツ科学ナレッジ・マネジメント演習 2 2

スポーツ科学セミナー 1 1

スポーツ科学英語特講Ⅰ 1 1

スポーツ科学英語特講Ⅱ 2

インストラクションデザイン演習 1

キャリアデザイン演習 1

コープ特講演習・実習 2～4

ヘルスサイエンス特講 2

健康教育学特講 2

運動処方論特講 2

トレーニング科学特講 2

スポーツコーチング学特講 2

武道指導論特講 2

スポーツパフォーマンス学特講 2

トレーニング科学特講【夜間】

トレーニング科学特講【TSC】 ※

コーチング学特講【夜間】

コーチング学特講【TSC】 ※

スポーツ史・運動文化論特講 2

武道論特講 2

スポーツ法・倫理特講 2

生涯スポーツ学特講 2

野外教育論特講 2

スポーツ社会学特講 2 *1 *2

コミュニティ・スポーツ論特講 2

スポーツマネジメント論特講 2 6 8

スポーツ史・運動文化論特講【夜間】

スポーツ史・運動文化論特講【TSC】 ※

生涯スポーツ学特講【夜間】

生涯スポーツ学特講【TSC】 ※

スポーツ社会学特講【夜間】

スポーツ社会学特講【TSC】 ※

スポーツマネジメント論特講【夜間】

スポーツマネジメント論特講【TSC】 ※

スポーツ心理学特講 2

スポーツ医科学特講 2

スポーツ生理学特講 2

身体科学論特講 2

スポーツバイオメカニクス特講 2

運動生化学・分子細胞生物学特講 2

スポーツ栄養学特講 2

スポーツ心理学特講【夜間】

スポーツ心理学特講【TSC】 ※

体力科学特講【夜間】

体力科学特講【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特講【夜間】

スポーツバイオメカニクス特講【TSC】 ※

スポーツ栄養学特講【夜間】

スポーツ栄養学特講【TSC】 ※

身体教育特講Ⅰ【KR】 2

身体教育特講ⅡＡ【KR】 2

身体教育特講ⅡＢ【KR】 2

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数

共
通

共
通
科
目

共
通

科
目

科
目
群

領
域

6

20

2

2

2

専
門

基
礎
科
目

ス
ポ
ー

ツ
総
合
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学

いずれか1科
目履修可能

いずれか1科
目履修可能

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

ス
ポ
ー

ツ
文
化
・
社
会
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2
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別紙様式（第３条第２項及び第１４条第２項関係） 

 

 

 

博 士 論 文 作 成 計 画 書 
 

 

                             令和  年  月  日 

 

 

 

   鹿屋体育大学長  様 

 

 

                     体育学研究科           課程 

                     令和  年度入学 

                     氏  名             

 

 

博士論文主題 

  

  

  

  

  

  

 

博 士 論 文  

 

作 成 計 画  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指 導 教 員                                    

 

  

  

 

副指導教員 

                                                            

 

  

  

 

                                                               

 

  

  

  ＊ 博士論文作成計画欄は、別紙添付も可 

別別表表１１（（第第４４条条関関係係））

必修 選必 選択 計

スポーツ科学リテラシー特講 2 2

スポーツ科学ナレッジ・マネジメント演習 2 2

スポーツ科学セミナー 1 1

スポーツ科学英語特講Ⅰ 1 1

スポーツ科学英語特講Ⅱ 2

インストラクションデザイン演習 1

キャリアデザイン演習 1

コープ特講演習・実習 2～4

ヘルスサイエンス特講 2

健康教育学特講 2

運動処方論特講 2

トレーニング科学特講 2

スポーツコーチング学特講 2

武道指導論特講 2

スポーツパフォーマンス学特講 2

トレーニング科学特講【夜間】

トレーニング科学特講【TSC】 ※

コーチング学特講【夜間】

コーチング学特講【TSC】 ※

スポーツ史・運動文化論特講 2

武道論特講 2

スポーツ法・倫理特講 2

生涯スポーツ学特講 2

野外教育論特講 2

スポーツ社会学特講 2 *1 *2

コミュニティ・スポーツ論特講 2

スポーツマネジメント論特講 2 6 8

スポーツ史・運動文化論特講【夜間】

スポーツ史・運動文化論特講【TSC】 ※

生涯スポーツ学特講【夜間】

生涯スポーツ学特講【TSC】 ※

スポーツ社会学特講【夜間】

スポーツ社会学特講【TSC】 ※

スポーツマネジメント論特講【夜間】

スポーツマネジメント論特講【TSC】 ※

スポーツ心理学特講 2

スポーツ医科学特講 2

スポーツ生理学特講 2

身体科学論特講 2

スポーツバイオメカニクス特講 2

運動生化学・分子細胞生物学特講 2

スポーツ栄養学特講 2

スポーツ心理学特講【夜間】

スポーツ心理学特講【TSC】 ※

体力科学特講【夜間】

体力科学特講【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特講【夜間】

スポーツバイオメカニクス特講【TSC】 ※

スポーツ栄養学特講【夜間】

スポーツ栄養学特講【TSC】 ※

身体教育特講Ⅰ【KR】 2

身体教育特講ⅡＡ【KR】 2

身体教育特講ⅡＢ【KR】 2

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数

共
通

共
通
科
目

共
通

科
目

科
目
群

領
域

6

20

2

2

2

専
門

基
礎
科
目

ス
ポ
ー

ツ
総
合
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学

いずれか1科
目履修可能

いずれか1科
目履修可能

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

ス
ポ
ー

ツ
文
化
・
社
会
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2
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必修 選必 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目

科
目
群

領
域

ヘルスサイエンス特講演習（健康運動学） 2

ヘルスサイエンス特講演習(スポーツ・リハビリテーション医科学) 2

ヘルスサイエンス特講演習（ヘルスサイエンス） 2

健康教育学特講演習 2

運動処方論特講演習 2

トレーニング科学特講演習（メンタルトレーニング論） 2

トレーニング科学特講演習（トレーニング科学） 2

スポーツコーチング学特講演習（陸上競技（トラック）） 2

スポーツコーチング学特講演習（陸上競技（フィールド）） 2

スポーツコーチング学特講演習（水泳） 2

スポーツコーチング学特講演習（体操競技） 2

スポーツコーチング学特講演習（サッカー） 2

スポーツコーチング学特講演習（バスケットボール） 2

スポーツコーチング学特講演習（テニス） 2

スポーツコーチング学特講演習（バレーボール） 2

スポーツコーチング学特講演習（海洋スポーツ） 2

武道指導論特講演習（剣道） 2 *1

武道指導論特講演習（柔道） 2 6

スポーツパフォーマンス学特講演習 2

トレーニング科学特講演習【夜間】

トレーニング科学特講演習【TSC】 ※

コーチング学特講演習【夜間】

コーチング学特講演習【TSC】 ※

スポーツ史・運動文化論特講演習 2

武道論特講演習 2

スポーツ法・倫理特講演習 2

生涯スポーツ学特講演習 2

野外教育論特講演習 2

スポーツ社会学特講演習 2

コミュニティ・スポーツ論特講演習 2

スポーツマネジメント論特講演習 2

スポーツ史・運動文化論特講演習【夜間】

スポーツ史・運動文化論特講演習【TSC】 ※

生涯スポーツ学特講演習【夜間】

生涯スポーツ学特講演習【TSC】 ※

スポーツ社会学特講演習【夜間】

スポーツ社会学特講演習【TSC】 ※

スポーツマネジメント論特講演習【夜間】

スポーツマネジメント論特講演習【TSC】 ※

専
門

応
用
科
目

ス
ポ
ー

ツ
総
合
科
学

ス
ポ
ー

ツ
文
化
・
社
会
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

必修 選必 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目

科
目
群

領
域

スポーツ心理学特講演習 2

スポーツ医科学特講演習 2

スポーツ生理学特講演習 2

身体科学論特講演習（体力科学） 2

身体科学論特講演習（生体ダイナミクス） 2

身体科学論特講演習（身体機能論） 2

スポーツバイオメカニクス特講演習 2

運動生化学・分子細胞生物学特講演習 2

スポーツ栄養学特講演習 2

スポーツ心理学特講演習【夜間】

スポーツ心理学特講演習【TSC】 ※

体力科学特講演習【夜間】

体力科学特講演習【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特講演習【夜間】

スポーツバイオメカニクス特講演習【TSC】 ※

スポーツ栄養学特講演習【夜間】

スポーツ栄養学特講演習【TSC】 ※

身体教育特講演習Ⅰ【KR】 2

身体教育特講演習ⅡＡ【KR】 2

身体教育特講演習ⅡＢ【KR】 2

課題
研究

課題研究
科目

課題研究
領域 課題研究 4 4 4

10 12 8 30

*１：基礎科目及び応用科目からそれぞれ６単位を修得すること。

　※の授業科目は、令和４年度以降は開講しない。

専
門

応
用
科
目

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

計

（注１）
（注２） *２：必修科目（１０単位）及び上記の所要単位（１２単位）を除いた残り８単位については、共通

　　科目、基礎科目及び応用科目から修得（８単位以上）し、合計３０単位以上を修得すること。

（注６）
　授業科目名に【KR】と付記してある科目については、体育学・スポーツ科学連携大学院教育プログラムとして実施する科
目。

（注３）
（注４） 　基礎科目（特講）及び応用科目（特講演習）は、セットで開講しているので、できるだけ両科目

とも履修すること。
（注５）

　授業科目名に【夜間】と付記してある科目については、教育方法の特例として夜間（６～７限）に開講する科目。
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必修 選必 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目

科
目
群

領
域

スポーツ心理学特講演習 2

スポーツ医科学特講演習 2

スポーツ生理学特講演習 2

身体科学論特講演習（体力科学） 2

身体科学論特講演習（生体ダイナミクス） 2

身体科学論特講演習（身体機能論） 2

スポーツバイオメカニクス特講演習 2

運動生化学・分子細胞生物学特講演習 2

スポーツ栄養学特講演習 2

スポーツ心理学特講演習【夜間】

スポーツ心理学特講演習【TSC】 ※

体力科学特講演習【夜間】

体力科学特講演習【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特講演習【夜間】

スポーツバイオメカニクス特講演習【TSC】 ※

スポーツ栄養学特講演習【夜間】

スポーツ栄養学特講演習【TSC】 ※

身体教育特講演習Ⅰ【KR】 2

身体教育特講演習ⅡＡ【KR】 2

身体教育特講演習ⅡＢ【KR】 2

課題
研究

課題研究
科目

課題研究
領域 課題研究 4 4 4

10 12 8 30

*１：基礎科目及び応用科目からそれぞれ６単位を修得すること。

　※の授業科目は、令和４年度以降は開講しない。

専
門

応
用
科
目

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

計

（注１）
（注２） *２：必修科目（１０単位）及び上記の所要単位（１２単位）を除いた残り８単位については、共通

　　科目、基礎科目及び応用科目から修得（８単位以上）し、合計３０単位以上を修得すること。

（注６）
　授業科目名に【KR】と付記してある科目については、体育学・スポーツ科学連携大学院教育プログラムとして実施する科
目。

（注３）
（注４） 　基礎科目（特講）及び応用科目（特講演習）は、セットで開講しているので、できるだけ両科目

とも履修すること。
（注５）

　授業科目名に【夜間】と付記してある科目については、教育方法の特例として夜間（６～７限）に開講する科目。
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別別表表２２のの１１（（第第４４条条のの２２関関係係））

必修 選択 計

統合研究セミナー 2 2 2

体育・スポーツの学際的科学論Ⅰ【KR】 1

体育・スポーツの学際的科学論Ⅱ【KR】 1

コープ特殊研究・実習 2～4

スポーツ・リハビリテーション医科学特殊研究 2

スポーツ・リハビリテーション医科学特殊研究演習 2

ヘルスサイエンス特殊研究 2

ヘルスサイエンス特殊研究演習 2

運動処方論特殊研究 2

運動処方論特殊研究演習 2

トレーニング科学特殊研究 2

トレーニング科学特殊研究演習 2

コーチング学特殊研究 2

コーチング学特殊研究演習 2

アスリート・トレーニング科学特殊研究【JISS】 2

アスリート・トレーニング科学特殊研究演習【JISS】 2

スポーツ情報特殊研究【JISS】 2

スポーツ情報特殊研究演習【JISS】 2

身体教育特殊研究Ａ【KR】 2

身体教育特殊研究演習Ａ【KR】 2

身体教育特殊研究Ｂ【KR】 2

身体教育特殊研究演習Ｂ【KR】 2

トレーニング科学特殊研究【夜間】

トレーニング科学特殊研究【TSC】 ※

トレーニング科学特殊研究演習【夜間】

トレーニング科学特殊研究演習【TSC】 ※

コーチング学特殊研究【夜間】

コーチング学特殊研究【TSC】 ※

コーチング学特殊研究演習【夜間】

コーチング学特殊研究演習【TSC】 ※

スポーツ史特殊研究 2

スポーツ史特殊研究演習 2

スポーツ社会学特殊研究 2

スポーツ社会学特殊研究演習 2

生涯スポーツ学特殊研究 2

生涯スポーツ学特殊研究演習 2

スポーツ経営学特殊研究 2

スポーツ経営学特殊研究演習 2

スポーツ社会学特殊研究【夜間】

スポーツ社会学特殊研究【TSC】 ※

スポーツ社会学特殊研究演習【夜間】

スポーツ社会学特殊研究演習【TSC】 ※

生涯スポーツ学特殊研究【夜間】

生涯スポーツ学特殊研究【TSC】 ※

生涯スポーツ学特殊研究演習【夜間】

生涯スポーツ学特殊研究演習【TSC】 ※

スポーツ経営学特殊研究【夜間】

スポーツ経営学特殊研究【TSC】 ※

スポーツ経営学特殊研究演習【夜間】

スポーツ経営学特殊研究演習【TSC】 ※

スポーツ歴史人類学特殊研究【夜間】

スポーツ歴史人類学特殊研究【TSC】 ※

スポーツ歴史人類学特殊研究演習【夜間】

スポーツ歴史人類学特殊研究演習【TSC】 ※

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数

共
通

共
通
科
目

共
通
領
域

科
目

科
目
群

領
域

8 8

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

いずれか1科
目履修可能

2

専
門

専
門
科
目

ス
ポ
ー

ツ
総
合
科
学
領
域

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

ス
ポ
ー

ツ
文
化
・
社
会
科
学
領
域

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

必修 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目

科
目
群

領
域

スポーツ心理学特殊研究 2

スポーツ心理学特殊研究演習 2

スポーツ医科学特殊研究 2

スポーツ医科学特殊研究演習 2

スポーツ生理学特殊研究 2

スポーツ生理学特殊研究演習 2

体力科学特殊研究 2

体力科学特殊研究演習 2

スポーツバイオメカニクス特殊研究 2

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習 2

スポーツ栄養学特殊研究 2

スポーツ栄養学特殊研究演習 2

アスリート医科学特殊研究【JISS】 2

アスリート医科学特殊研究演習【JISS】 2

スポーツ心理学特殊研究【夜間】

スポーツ心理学特殊研究【TSC】 ※

スポーツ心理学特殊研究演習【夜間】

スポーツ心理学特殊研究演習【TSC】 ※

体力科学特殊研究【夜間】

体力科学特殊研究【TSC】 ※

体力科学特殊研究演習【夜間】

体力科学特殊研究演習【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特殊研究【夜間】

スポーツバイオメカニクス特殊研究【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習【夜間】

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習【TSC】 ※

スポーツ栄養学特殊研究【夜間】

スポーツ栄養学特殊研究【TSC】 ※

スポーツ栄養学特殊研究演習【夜間】

スポーツ栄養学特殊研究演習【TSC】 ※

2 8 10

　※の授業科目は、令和４年度以降は開講しない。

専
門

専
門
科
目

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学
領
域

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学
領
域

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

（注４）
　授業科目名に【JISS】と付記していある科目については、国立スポーツ科学センターにおいて開講する科目。

（注５）
　授業科目名に【夜間】と付記してある科目については、教育方法の特例として夜間（６～７限）に開講する科目。

計

（注１） 　統合研究セミナー（２単位）及びその他の科目の中から８単位以上を修得し、合計１０単位
以上とすること。

（注２）

（注３） 　授業科目名に【KR】と付記してある科目については、体育学・スポーツ科学連携大学院教育プログラムとして実施
する科目。
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必修 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目

科
目
群

領
域

スポーツ心理学特殊研究 2

スポーツ心理学特殊研究演習 2

スポーツ医科学特殊研究 2

スポーツ医科学特殊研究演習 2

スポーツ生理学特殊研究 2

スポーツ生理学特殊研究演習 2

体力科学特殊研究 2

体力科学特殊研究演習 2

スポーツバイオメカニクス特殊研究 2

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習 2

スポーツ栄養学特殊研究 2

スポーツ栄養学特殊研究演習 2

アスリート医科学特殊研究【JISS】 2

アスリート医科学特殊研究演習【JISS】 2

スポーツ心理学特殊研究【夜間】

スポーツ心理学特殊研究【TSC】 ※

スポーツ心理学特殊研究演習【夜間】

スポーツ心理学特殊研究演習【TSC】 ※

体力科学特殊研究【夜間】

体力科学特殊研究【TSC】 ※

体力科学特殊研究演習【夜間】

体力科学特殊研究演習【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特殊研究【夜間】

スポーツバイオメカニクス特殊研究【TSC】 ※

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習【夜間】

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習【TSC】 ※

スポーツ栄養学特殊研究【夜間】

スポーツ栄養学特殊研究【TSC】 ※

スポーツ栄養学特殊研究演習【夜間】

スポーツ栄養学特殊研究演習【TSC】 ※

2 8 10

　※の授業科目は、令和４年度以降は開講しない。

専
門

専
門
科
目

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学
領
域

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学
領
域

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

（注４）
　授業科目名に【JISS】と付記していある科目については、国立スポーツ科学センターにおいて開講する科目。

（注５）
　授業科目名に【夜間】と付記してある科目については、教育方法の特例として夜間（６～７限）に開講する科目。

計

（注１） 　統合研究セミナー（２単位）及びその他の科目の中から８単位以上を修得し、合計１０単位
以上とすること。

（注２）

（注３） 　授業科目名に【KR】と付記してある科目については、体育学・スポーツ科学連携大学院教育プログラムとして実施
する科目。
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別別表表２２のの２２（（第第４４条条のの２２関関係係））

必修 選択 計

統合研究セミナー 2 2 2

体育・スポーツの学際的科学論Ⅰ【KR】

体育・スポーツの学際的科学論Ⅰ ※２

体育・スポーツの学際的科学論Ⅱ【KR】

体育・スポーツの学際的科学論Ⅱ ※２

コープ特殊研究・実習 2～4

スポーツ・リハビリテーション医科学特殊研究 2

スポーツ・リハビリテーション医科学特殊研究演習 2

ヘルスサイエンス特殊研究

健康運動学特殊研究 ※２

ヘルスサイエンス特殊研究演習

健康運動学特殊研究演習 ※２

運動処方論特殊研究 2

運動処方論特殊研究演習 2

トレーニング科学特殊研究 2

トレーニング科学特殊研究演習 2

コーチング学特殊研究

スポーツ・コーチング学特殊研究 ※２

コーチング学特殊研究演習

スポーツ・コーチング学特殊研究演習 ※２

アスリート・トレーニング科学特殊研究【JISS】

アスリート・トレーニング科学特殊研究 ※２

アスリート・トレーニング科学特殊研究演習【JISS】

アスリート・トレーニング科学特殊研究演習 ※２

スポーツ情報特殊研究【JISS】

スポーツ情報特殊研究 ※２

スポーツ情報特殊研究演習【JISS】

スポーツ情報特殊研究演習 ※２

身体教育特殊研究Ａ【KR】

身体教育特殊研究Ａ ※２

身体教育特殊研究演習Ａ【KR】

身体教育特殊研究演習Ａ ※２

身体教育特殊研究Ｂ【KR】

身体教育特殊研究Ｂ ※２

身体教育特殊研究演習Ｂ【KR】

身体教育特殊研究演習Ｂ ※２

トレーニング科学特殊研究【夜間】

トレーニング科学特殊研究【TSC】 ※１

応用トレーニング科学特殊研究 ※２

トレーニング科学特殊研究演習【夜間】

トレーニング科学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用トレーニング科学特殊研究演習 ※２

コーチング学特殊研究【夜間】

コーチング学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ・コーチング学特殊研究 ※２

コーチング学特殊研究演習【夜間】

コーチング学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ・コーチング学特殊研究演習 ※２

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数

専
門
科
目

いずれか1科
目履修可能

1

8 8

いずれか1科
目履修可能

1

ス
ポ
ー

ツ
総
合
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

科
目
群

領
域

共
通

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

必修 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目
群

領
域

スポーツ史特殊研究 2

スポーツ史特殊研究演習 2

スポーツ社会学特殊研究 2

スポーツ社会学特殊研究演習 2

生涯スポーツ学特殊研究 2

生涯スポーツ学特殊研究演習 2

スポーツ経営学特殊研究 2

スポーツ経営学特殊研究演習 2

スポーツ社会学特殊研究【夜間】

スポーツ社会学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ社会学特殊研究 ※２

スポーツ社会学特殊研究演習【夜間】

スポーツ社会学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ社会学特殊研究演習 ※２

生涯スポーツ学特殊研究【夜間】

生涯スポーツ学特殊研究【TSC】 ※１

応用生涯スポーツ学特殊研究 ※２

生涯スポーツ学特殊研究演習【夜間】

生涯スポーツ学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用生涯スポーツ学特殊研究演習 ※２

スポーツ経営学特殊研究【夜間】

スポーツ経営学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ経営学特殊研究 ※２

スポーツ経営学特殊研究演習【夜間】

スポーツ経営学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ経営学特殊研究演習 ※２

スポーツ歴史人類学特殊研究【夜間】

スポーツ歴史人類学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ歴史人類学特殊研究 ※２

スポーツ歴史人類学特殊研究演習【夜間】

スポーツ歴史人類学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ歴史人類学特殊研究演習 ※２

スポーツ心理学特殊研究 2

スポーツ心理学特殊研究演習 2

スポーツ医科学特殊研究 2

スポーツ障害・コンディショニング医科学特殊研究 ※２ 2

スポーツ医科学特殊研究演習 2

スポーツ障害・コンディショニング医科学特殊研究演習 ※２ 2

スポーツ生理学特殊研究 2

スポーツ生理学特殊研究演習 2

体力科学特殊研究 2

体力科学特殊研究演習 2

スポーツバイオメカニクス特殊研究

バイオメカニクス特殊研究 ※２

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習

バイオメカニクス特殊研究演習 ※２

運動分子・細胞生物学特殊研究 ※２ 2

運動分子・細胞生物学特殊研究演習 ※２ 2

スポーツ栄養学特殊研究 2

スポーツ栄養学特殊研究演習 2

アスリート医科学特殊研究【JISS】

アスリート医科学特殊研究 ※２

アスリート医科学特殊研究演習【JISS】

アスリート医科学特殊研究演習 ※２

スポーツ心理学特殊研究【夜間】

スポーツ心理学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ心理学特殊研究 ※２

スポーツ心理学特殊研究演習【夜間】

スポーツ心理学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ心理学特殊研究演習 ※２

専
門
科
目

ス
ポ
ー

ツ
文
化
・
社
会
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

－ 155 －



必修 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目
群

領
域

スポーツ史特殊研究 2

スポーツ史特殊研究演習 2

スポーツ社会学特殊研究 2

スポーツ社会学特殊研究演習 2

生涯スポーツ学特殊研究 2

生涯スポーツ学特殊研究演習 2

スポーツ経営学特殊研究 2

スポーツ経営学特殊研究演習 2

スポーツ社会学特殊研究【夜間】

スポーツ社会学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ社会学特殊研究 ※２

スポーツ社会学特殊研究演習【夜間】

スポーツ社会学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ社会学特殊研究演習 ※２

生涯スポーツ学特殊研究【夜間】

生涯スポーツ学特殊研究【TSC】 ※１

応用生涯スポーツ学特殊研究 ※２

生涯スポーツ学特殊研究演習【夜間】

生涯スポーツ学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用生涯スポーツ学特殊研究演習 ※２

スポーツ経営学特殊研究【夜間】

スポーツ経営学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ経営学特殊研究 ※２

スポーツ経営学特殊研究演習【夜間】

スポーツ経営学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ経営学特殊研究演習 ※２

スポーツ歴史人類学特殊研究【夜間】

スポーツ歴史人類学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ歴史人類学特殊研究 ※２

スポーツ歴史人類学特殊研究演習【夜間】

スポーツ歴史人類学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ歴史人類学特殊研究演習 ※２

スポーツ心理学特殊研究 2

スポーツ心理学特殊研究演習 2

スポーツ医科学特殊研究 2

スポーツ障害・コンディショニング医科学特殊研究 ※２ 2

スポーツ医科学特殊研究演習 2

スポーツ障害・コンディショニング医科学特殊研究演習 ※２ 2

スポーツ生理学特殊研究 2

スポーツ生理学特殊研究演習 2

体力科学特殊研究 2

体力科学特殊研究演習 2

スポーツバイオメカニクス特殊研究

バイオメカニクス特殊研究 ※２

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習

バイオメカニクス特殊研究演習 ※２

運動分子・細胞生物学特殊研究 ※２ 2

運動分子・細胞生物学特殊研究演習 ※２ 2

スポーツ栄養学特殊研究 2

スポーツ栄養学特殊研究演習 2

アスリート医科学特殊研究【JISS】

アスリート医科学特殊研究 ※２

アスリート医科学特殊研究演習【JISS】

アスリート医科学特殊研究演習 ※２

スポーツ心理学特殊研究【夜間】

スポーツ心理学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ心理学特殊研究 ※２

スポーツ心理学特殊研究演習【夜間】

スポーツ心理学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ心理学特殊研究演習 ※２

専
門
科
目

ス
ポ
ー

ツ
文
化
・
社
会
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

－ 156 －



必修 選択 計

条
件

授業科目 単位
修了所要単位数科

目
群

領
域

体力科学特殊研究【夜間】

体力科学特殊研究【TSC】 ※１

応用体力科学特殊研究 ※２

体力科学特殊研究演習【夜間】

体力科学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用科学特殊研究演習 ※２

スポーツバイオメカニクス特殊研究【夜間】

スポーツバイオメカニクス特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツバイオメカニクス特殊研究 ※２

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習【夜間】

スポーツバイオメカニクス特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツバイオメカニクス特殊研究演習 ※２

スポーツ栄養学特殊研究【夜間】

スポーツ栄養学特殊研究【TSC】 ※１

応用スポーツ栄養学特殊研究 ※２

スポーツ栄養学特殊研究演習【夜間】

スポーツ栄養学特殊研究演習【TSC】 ※１

応用スポーツ栄養学特殊研究演習 ※２

2 8 10

いずれか1科
目履修可能

2

計

（注１） 　統合研究セミナー（２単位）及びその他の科目の中から８単位以上を修得し、
合計１０単位以上とすること。

専
門
科
目

ス
ポ
ー

ツ
生
命
科
学

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

いずれか1科
目履修可能

2

（注５） 　授業科目名に【JISS】と付記していある科目については、国立スポーツ科学センターにおいて開
講する科目。

（注６） 　授業科目名に【夜間】と付記してある科目については、教育方法の特例として夜間（６～７限）
に開講する科目。

（注２） 　※１の授業科目は、令和４年度以降は開講しない。

（注３） 　※２の授業科目は、平成３０年度以降は開講しない。

（注４） 　授業科目名に【KR】と付記してある科目については、体育学・スポーツ科学連携大学院教育プロ
グラムとして実施する科目。

別別表表３３のの１１（（第第１１５５条条関関係係））

日本語 英語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

スポーツ国際開発論Ⅰ
International Development and Peace
through Sport I

1 ● 1

オリンピックムーブメント論 Olympic Movement Studies 1 ● 1

日本文化伝播論 Diffusion of Japanese Culture 1 ● 1

スポーツ・文化・社会 Sport, Culture and Society 1 ●

スポーツプロモーション論 Sport Promotion 1 ●

国際スポーツ政策研究 International Sport Policy Studies 1 ●

スポーツマネジメント論 Sport Management 1 ●

スポーツと障がい者
Sport and Persons with
Disabilities(PWDs)

1 ●

ヘルスプロモーション論 Health Promotion 1 ●

上級コーチ教育論 Advanced Coach Education 1 ●

研究方法論 Research Methods 1 ● 1

比較体育科教育論
Cross Cultural Studies in Physical
Sport Education

1 ● 1

スポーツ国際開発論Ⅱ
International Development and Peace
through Sport II

1 ● 1

経営マネジメント論 Management and Organization 1 ●

プロジェクトマネジメント論 Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント Research Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント
（実践）

Research Project Management
【Practical】

1 ●

開発学原論 Principles of Development 2 ● ＊１

社会開発のための公共政策ⅠＡ
Public Policy for Social
Development ⅠA

1 ●

社会開発のための公共政策ⅠＢ
Public Policy for Social
Development ⅠB

1 ●

多文化共生論 Multicultural Coexistence 1 ● ＊１

経済開発論 Economics of Development 1 ●

社会開発論 Social Development 1 ●

セラピューティック・レクリエー
ション概論

Foundations of Therapeutic
Recreation

1 ●

研究データ管理・分析法
Data Management and Analysis for
Research

1 ●

異文化交流・コミュニケーション
Intercultural Exchange and
Communication

1 ●

＊１

14～

＊１

＊１

専
門
科
目

＊２

＊２

開設大学
単位

修了所要単位数

応
用

関
連

科目区分

基
礎

授業科目

講
義

－ 157 －



別別表表３３のの１１（（第第１１５５条条関関係係））

日本語 英語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

スポーツ国際開発論Ⅰ
International Development and Peace
through Sport I

1 ● 1

オリンピックムーブメント論 Olympic Movement Studies 1 ● 1

日本文化伝播論 Diffusion of Japanese Culture 1 ● 1

スポーツ・文化・社会 Sport, Culture and Society 1 ●

スポーツプロモーション論 Sport Promotion 1 ●

国際スポーツ政策研究 International Sport Policy Studies 1 ●

スポーツマネジメント論 Sport Management 1 ●

スポーツと障がい者
Sport and Persons with
Disabilities(PWDs)

1 ●

ヘルスプロモーション論 Health Promotion 1 ●

上級コーチ教育論 Advanced Coach Education 1 ●

研究方法論 Research Methods 1 ● 1

比較体育科教育論
Cross Cultural Studies in Physical
Sport Education

1 ● 1

スポーツ国際開発論Ⅱ
International Development and Peace
through Sport II

1 ● 1

経営マネジメント論 Management and Organization 1 ●

プロジェクトマネジメント論 Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント Research Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント
（実践）

Research Project Management
【Practical】

1 ●

開発学原論 Principles of Development 2 ● ＊１

社会開発のための公共政策ⅠＡ
Public Policy for Social
Development ⅠA

1 ●

社会開発のための公共政策ⅠＢ
Public Policy for Social
Development ⅠB

1 ●

多文化共生論 Multicultural Coexistence 1 ● ＊１

経済開発論 Economics of Development 1 ●

社会開発論 Social Development 1 ●

セラピューティック・レクリエー
ション概論

Foundations of Therapeutic
Recreation

1 ●

研究データ管理・分析法
Data Management and Analysis for
Research

1 ●

異文化交流・コミュニケーション
Intercultural Exchange and
Communication

1 ●

＊１

14～

＊１

＊１

専
門
科
目

＊２

＊２

開設大学
単位

修了所要単位数

応
用

関
連

科目区分

基
礎

授業科目

講
義

－ 158 －



日本語 英語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

開設大学
単位

修了所要単位数
科目区分

授業科目

スポーツ国際開発学課題演習 IDS Seminar:

　（スポーツを通じた開発と平和）   Development and Peace through
　Sport

　（スポーツを通じた教育・青少年
    育成）

　Education and Youth Development
  through Sport

　（スポーツとジェンダー・人種・
    民族）

　Sport and Gender, Race, Ethnicity

　（健康と環境） 　Health and Environment

　（アダプテッドスポーツ・
　　高齢者）

　Aged and Adapted Sport

課題研究 Research Project 4 ● ●

JSCセミナー JSC Seminar 1 ●

JSCプロジェクト JSC Project 1 ●

国外大学セミナー Seminar in Universities Abroad 1 ●

国際カンファレンス・セミナー
International Conference and
Seminar

1 ●

NGO等プロジェクト NGO Activities 1 ●

母国 On the Job Practice (Domestic) 2 ● 0～

海外 On the Job Practice (International) 6 ● 6

20 10 30

（注２）

（注３）

（注５）

　実践科目から６単位以上を修得すること。なお、On the Job Practice(International）（６単位）は、
必ず修得すること。

　講義科目から１４単位修得すること。なお、スポーツ国際開発論Ⅰ、オリンピックムーブメント論、日本
文化伝播論、研究方法論、比較体育科教育論、スポーツ国際開発論Ⅱを必修科目とし、必ず修得すること。

　＊１の中から４単位以上、＊２の中から２単位以上修得すること。

（注４）

8

計

●

10～

（注６）

2～

6～

演
習

専
門
科
目

　上記の要件を満たした上で、合計３０単位以上を修得すること。

　演習科目から１０単位以上を修得すること。なお、スポーツ国際開発学課題演習（４単位）及び課題研究
（４単位）は、必ず修得すること。

　上記の履修に際して、鹿屋体育大学と筑波大学の開設科目からそれぞれ１０単位以上修得すること。

（注１）

実
践

学
外

学
内

4

別別表表３３のの２２（（第第１１５５条条関関係係））

日本語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

スポーツ国際開発論Ⅰ
International Development and Peace
through Sport I

1 ● 1

オリンピックムーブメント論 Olympic Movement Studies 1 ● 1

日本文化伝播論 Diffusion of Japanese Culture 1 ● 1

スポーツ・文化・社会 Sport, Culture and Society 1 ●

スポーツプロモーション論 Sport Promotion 1 ●

国際スポーツ政策研究 International Sport Policy Studies 1 ●

スポーツマネジメント論 Sport Management 1 ●

スポーツと障がい者
Sport and Persons with
Disabilities(PWDs)

1 ●

ヘルスプロモーション論 Health Promotion 1 ●

上級コーチ教育論 Advanced Coach Education 1 ●

比較体育科教育論
Cross Cultural Studies in Physical
Sport Education

1 ● 1

研究方法論 Research Methods 1 ● 1

スポーツ国際開発論Ⅱ
International Development and Peace
through Sport II

1 ● 1

経営マネジメント論 Management and Organization 1 ●

プロジェクトマネジメント論 Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント Research Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント
（実践）

Research Project Management
【Practical】

1 ●

開発学原論 Principles of Development 2 ●

社会開発のための公共政策ⅠＡ
Public Policy for Social
Development ⅠA

1 ●

社会開発のための公共政策ⅠＢ
Public Policy for Social
Development ⅠB

1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＡ
Public Policy for Social
Development ⅡA

※ 1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＢ
Public Policy for Social
Development ⅡB

※ 1 ●

多文化共生論 Multicultural Coexistence 1 ●

国際政治学ⅠＡ International Politics ⅠA ※ 1 ●

国際政治学ⅠＢ International Politics ⅠB ※ 1 ●

国際政治学ⅡＡ International Politics ⅡA ※ 1 ●

国際政治学ⅡＢ International Politics ⅡB ※ 1 ●

アジアにおける開発経済学 Economics of Development in Asia ※ 2 ●

経済開発論 Economics of Development 1 ●

社会開発論 Social Development 1 ●

セラピューティック・レクリ
エーション概論

Foundations of Therapeutic
Recreation

1 ●

研究データ管理・分析法
Data Management and Analysis for
Research

1 ●

異文化交流・コミュニケーション
Intercultural Exchange and
Communication

1 ●

関
連

授業科目

英語

＊３

科目区分 単位
修了所要単位数

専
門
科
目

講
義

基
礎

14～

＊１

開設大学

応
用

＊２

－ 159 －



別別表表３３のの２２（（第第１１５５条条関関係係））

日本語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

スポーツ国際開発論Ⅰ
International Development and Peace
through Sport I

1 ● 1

オリンピックムーブメント論 Olympic Movement Studies 1 ● 1

日本文化伝播論 Diffusion of Japanese Culture 1 ● 1

スポーツ・文化・社会 Sport, Culture and Society 1 ●

スポーツプロモーション論 Sport Promotion 1 ●

国際スポーツ政策研究 International Sport Policy Studies 1 ●

スポーツマネジメント論 Sport Management 1 ●

スポーツと障がい者
Sport and Persons with
Disabilities(PWDs)

1 ●

ヘルスプロモーション論 Health Promotion 1 ●

上級コーチ教育論 Advanced Coach Education 1 ●

比較体育科教育論
Cross Cultural Studies in Physical
Sport Education

1 ● 1

研究方法論 Research Methods 1 ● 1

スポーツ国際開発論Ⅱ
International Development and Peace
through Sport II

1 ● 1

経営マネジメント論 Management and Organization 1 ●

プロジェクトマネジメント論 Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント Research Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント
（実践）

Research Project Management
【Practical】

1 ●

開発学原論 Principles of Development 2 ●

社会開発のための公共政策ⅠＡ
Public Policy for Social
Development ⅠA

1 ●

社会開発のための公共政策ⅠＢ
Public Policy for Social
Development ⅠB

1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＡ
Public Policy for Social
Development ⅡA

※ 1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＢ
Public Policy for Social
Development ⅡB

※ 1 ●

多文化共生論 Multicultural Coexistence 1 ●

国際政治学ⅠＡ International Politics ⅠA ※ 1 ●

国際政治学ⅠＢ International Politics ⅠB ※ 1 ●

国際政治学ⅡＡ International Politics ⅡA ※ 1 ●

国際政治学ⅡＢ International Politics ⅡB ※ 1 ●

アジアにおける開発経済学 Economics of Development in Asia ※ 2 ●

経済開発論 Economics of Development 1 ●

社会開発論 Social Development 1 ●

セラピューティック・レクリ
エーション概論

Foundations of Therapeutic
Recreation

1 ●

研究データ管理・分析法
Data Management and Analysis for
Research

1 ●

異文化交流・コミュニケーション
Intercultural Exchange and
Communication

1 ●

関
連

授業科目

英語

＊３

科目区分 単位
修了所要単位数

専
門
科
目

講
義

基
礎

14～

＊１

開設大学

応
用

＊２

－ 160 －



日本語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

授業科目

英語
科目区分 単位

修了所要単位数開設大学

スポーツ国際開発学課題演習 IDS Seminar:

　（スポーツを通じた開発と平和）   Development and Peace through
　Sport

　（スポーツを通じた教育・青少年
    育成）

　Education and Youth Development
  through Sport

　（スポーツとジェンダー・人種・
    民族）

　Sport and Gender, Race, Ethnicity

　（健康と環境） 　Health and Environment

　（アダプテッドスポーツ・
　　高齢者）

　Aged and Adapted Sport

課題研究 Research Project 4 ● ●

JSCセミナー JSC Seminar 1 ●

JSCプロジェクト JSC Project 1 ●

国外大学セミナー Seminar in Universities Abroad 1 ●

国際カンファレンス・セミナー
International Conference and
Seminar

1 ●

NGO等プロジェクト NGO Activities 1 ●

母国 On the Job Practice (Domestic) 2 ● 0～

海外 On the Job Practice (International) 6 ● 6

20 10 30

（注５） 　上記の履修に際して、鹿屋体育大学と筑波大学の開設科目からそれぞれ１０単位以上修得すること。

（注１） 　講義科目から１４単位修得すること。なお、スポーツ国際開発論Ⅰ、オリンピックムーブメント論、日本
文化伝播論、研究方法論、比較体育科教育論、スポーツ国際開発論Ⅱを必修科目とし、必ず修得すること。

（注７） 　※の授業科目は、令和４年度以降は開講しない。

（注６） 　上記の要件を満たした上で、合計３０単位以上を修得すること。

（注３） 　演習科目から１０単位以上を修得すること。なお、スポーツ国際開発学課題演習（４単位）及び課題研究
（４単位）は、必ず修得すること。

（注４） 　実践科目から６単位以上を修得すること。なお、On the Job Practice(International）（６単位）は、
必ず修得すること。

演
習

学
内

4
8

（注２） 　＊１、＊２、＊３の中から、８単位以上修得すること。

10～

学
外

2～

実
践

6～

専
門
科
目

●

計

別別表表３３のの３３（（第第１１５５条条関関係係））

日本語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

スポーツ国際開発論Ⅰ
International Development and Peace
through Sport I

1 ● 1

オリンピックムーブメント論 Olympic Movement Studies 1 ● 1

日本文化伝播論 Diffusion of Japanese Culture 1 ● 1

スポーツ・文化・社会 Sport, Culture and Society 1 ●

スポーツプロモーション論 Sport Promotion 1 ●

国際スポーツ政策研究 International Sport Policy Studies 1 ●

スポーツマネジメント論 Sport Management 1 ●

スポーツと障がい者
Sport and Persons with
Disabilities(PWDs)

1 ●

ヘルスプロモーション論 Health Promotion 1 ●

上級コーチ教育論 Advanced Coach Education 1 ●

比較体育科教育論
Cross Cultural Studies in Physical
Sport Education

1 ●

研究方法論 Research Methods 1 ● 1

スポーツ国際開発論Ⅱ
International Development and Peace
through Sport II

1 ● 1

経営マネジメント論 Management and Organization 1 ●

プロジェクトマネジメント論 Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント Research Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント
（実践）

Research Project Management
【Practical】

1 ●

開発学原論 Principles of Development 2 ● 2

社会開発のための公共政策ⅠＡ
Public Policy for Social
Development ⅠA

1 ●

社会開発のための公共政策ⅠＢ
Public Policy for Social
Development ⅠB

1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＡ
Public Policy for Social
Development ⅡA

※ 1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＢ
Public Policy for Social
Development ⅡB

※ 1 ●

多文化共生論 Multicultural Coexistence 1 ●

国際政治学ⅠＡ International Politics ⅠA ※ 1 ●

国際政治学ⅠＢ International Politics ⅠB ※ 1 ●

国際政治学ⅡＡ International Politics ⅡA ※ 1 ●

国際政治学ⅡＢ International Politics ⅡB ※ 1 ●

アジアにおける開発経済学 Economics of Development in Asia ※ 2 ●

経済開発論 Economics of Development 1 ●

社会開発論 Social Development 1 ●

セラピューティック・レクリ
エーション概論

Foundations of Therapeutic
Recreation

1 ●

研究データ管理・分析法
Data Management and Analysis for
Research

1 ●

異文化交流・コミュニケーション
Intercultural Exchange and
Communication

1 ●

＊３

専
門
科
目

科目区分
修了所要単位数

講
義

基
礎

14～

＊１

応
用

単位
授業科目 開設大学

英語

＊２

関
連
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別別表表３３のの３３（（第第１１５５条条関関係係））

日本語 鹿屋 筑波 必修 選択 計

スポーツ国際開発論Ⅰ
International Development and Peace
through Sport I

1 ● 1

オリンピックムーブメント論 Olympic Movement Studies 1 ● 1

日本文化伝播論 Diffusion of Japanese Culture 1 ● 1

スポーツ・文化・社会 Sport, Culture and Society 1 ●

スポーツプロモーション論 Sport Promotion 1 ●

国際スポーツ政策研究 International Sport Policy Studies 1 ●

スポーツマネジメント論 Sport Management 1 ●

スポーツと障がい者
Sport and Persons with
Disabilities(PWDs)

1 ●

ヘルスプロモーション論 Health Promotion 1 ●

上級コーチ教育論 Advanced Coach Education 1 ●

比較体育科教育論
Cross Cultural Studies in Physical
Sport Education

1 ●

研究方法論 Research Methods 1 ● 1

スポーツ国際開発論Ⅱ
International Development and Peace
through Sport II

1 ● 1

経営マネジメント論 Management and Organization 1 ●

プロジェクトマネジメント論 Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント Research Project Management 1 ●

研究プロジェクトマネジメント
（実践）

Research Project Management
【Practical】

1 ●

開発学原論 Principles of Development 2 ● 2

社会開発のための公共政策ⅠＡ
Public Policy for Social
Development ⅠA

1 ●

社会開発のための公共政策ⅠＢ
Public Policy for Social
Development ⅠB

1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＡ
Public Policy for Social
Development ⅡA

※ 1 ●

社会開発のための公共政策ⅡＢ
Public Policy for Social
Development ⅡB

※ 1 ●

多文化共生論 Multicultural Coexistence 1 ●

国際政治学ⅠＡ International Politics ⅠA ※ 1 ●

国際政治学ⅠＢ International Politics ⅠB ※ 1 ●

国際政治学ⅡＡ International Politics ⅡA ※ 1 ●

国際政治学ⅡＢ International Politics ⅡB ※ 1 ●

アジアにおける開発経済学 Economics of Development in Asia ※ 2 ●

経済開発論 Economics of Development 1 ●

社会開発論 Social Development 1 ●

セラピューティック・レクリ
エーション概論

Foundations of Therapeutic
Recreation

1 ●

研究データ管理・分析法
Data Management and Analysis for
Research

1 ●

異文化交流・コミュニケーション
Intercultural Exchange and
Communication

1 ●

＊３

専
門
科
目

科目区分
修了所要単位数

講
義

基
礎

14～

＊１

応
用

単位
授業科目 開設大学

英語

＊２

関
連
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日本語 鹿屋 筑波 必修 選択 計
科目区分

修了所要単位数
単位

授業科目 開設大学

英語

スポーツ国際開発学課題演習 IDS Seminar:

　（スポーツを通じた開発と平和）   Development and Peace through
　Sport

　（スポーツを通じた教育・青少年
    育成）

　Education and Youth Development
  through Sport

　（スポーツとジェンダー・人種・
    民族）

　Sport and Gender, Race, Ethnicity

　（健康と環境） 　Health and Environment

　（アダプテッドスポーツ・
　　高齢者）

　Aged and Adapted Sport

課題研究 Research Project 4 ● ●

JSCセミナー JSC Seminar 1 ●

JSCプロジェクト JSC Project 1 ●

国外大学セミナー Seminar in Universities Abroad 1 ●

国際カンファレンス・セミナー
International Conference and
Seminar

1 ●

NGO等プロジェクト NGO Activities 1 ●

母国 On the Job Practice (Domestic) 2 ● 0～

海外 On the Job Practice (International) 6 ● 6

21 9 30

（注７） 　※の授業科目は、令和４年度以降は開講しない。

（注６） 　上記の要件を満たした上で、合計３０単位以上を修得すること。

（注４） 　実践科目から６単位以上を修得すること。なお、On the Job Practice(International）（６単位）は、
必ず修得すること。

（注５） 　上記の履修に際して、鹿屋体育大学と筑波大学の開設科目からそれぞれ１０単位以上修得すること。

専
門
科
目

演
習

（注３） 　演習科目から８単位以上を修得すること。なお、スポーツ国際開発学課題演習（４単位）及び課題研究
（４単位）は、必ず修得すること。

学
内

4
8

●

計

（注１） 　講義科目から１４単位修得すること。なお、スポーツ国際開発論Ⅰ、オリンピックムーブメント論、
日本文化伝播論、研究方法論、スポーツ国際開発論Ⅱ、開発学原論を必修科目とし、必ず修得すること。

（注２） 　＊１、＊２、＊３の中から、７単位以上修得すること。

8～

学
外

0～

実
践

6～

別別表表４４（（第第１１５５条条のの２２関関係係））

鹿屋 筑波 必修 選択 計

大学体育論 1 ● 1

大学体育授業演習Ⅰ 2 ●

大学体育授業演習Ⅱ 2 ●

大学体育授業演習Ⅲ 2 ●

体育スポーツ実践的指導演習 2 ●

体育スポーツ実践的研究方法論 1 ● 1

体育スポーツ実践的研究演習Ⅰ 2 ●

体育スポーツ実践的研究演習Ⅱ 2 ●

体育スポーツ実践的研究演習Ⅲ 2 ●

大学体育研究演習 2 ●

博士論文課題演習Ⅰ 2 ● ● 2

博士論文課題演習Ⅱ 2 ● ● 2

つくばサマーインスティトゥート 2 ●

国際インターンシップ 1 ●

コーチングの哲学と倫理 1 ●

最先端スポーツ科学理論 1 ●

6 8 14

　上記の要件を満たした上で、合計１４単位以上を修得すること。

（注４） 　高度指導者教養育成科目の中から１単位以上修得すること。

（注５）

（注２） 　実践的研究能力育成科目の中から体育スポーツ実践的研究方法論を含めて合計３単位以上
修得すること。
　なお、体育スポーツ実践的研究演習Ⅰ又は大学体育研究演習のいずれかを修得すること。

計

（注３） 　博士論文研究能力育成科目の博士論文課題演習Ⅰ及び博士論文課題演習Ⅱの合計４単位を
修得すること。

高度指導者教養育成科目 1～

（注１） 　実践的教育能力育成科目の中から大学体育論を含めて合計３単位以上修得すること。
　なお、大学体育授業演習Ⅰ又は体育スポーツ実践的指導演習のいずれかを修得すること。

専
門
基
礎
科
目

開設大学
単位授業科目

博士論文研究能力育成科目

科目区分
修了所要単位数

専
門
科
目

実践的教育能力育成科目

14

2～

実践的研究能力育成科目
2～
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別別表表４４（（第第１１５５条条のの２２関関係係））

鹿屋 筑波 必修 選択 計

大学体育論 1 ● 1

大学体育授業演習Ⅰ 2 ●

大学体育授業演習Ⅱ 2 ●

大学体育授業演習Ⅲ 2 ●

体育スポーツ実践的指導演習 2 ●

体育スポーツ実践的研究方法論 1 ● 1

体育スポーツ実践的研究演習Ⅰ 2 ●

体育スポーツ実践的研究演習Ⅱ 2 ●

体育スポーツ実践的研究演習Ⅲ 2 ●

大学体育研究演習 2 ●

博士論文課題演習Ⅰ 2 ● ● 2

博士論文課題演習Ⅱ 2 ● ● 2

つくばサマーインスティトゥート 2 ●

国際インターンシップ 1 ●

コーチングの哲学と倫理 1 ●

最先端スポーツ科学理論 1 ●

6 8 14

　上記の要件を満たした上で、合計１４単位以上を修得すること。

（注４） 　高度指導者教養育成科目の中から１単位以上修得すること。

（注５）

（注２） 　実践的研究能力育成科目の中から体育スポーツ実践的研究方法論を含めて合計３単位以上
修得すること。
　なお、体育スポーツ実践的研究演習Ⅰ又は大学体育研究演習のいずれかを修得すること。

計

（注３） 　博士論文研究能力育成科目の博士論文課題演習Ⅰ及び博士論文課題演習Ⅱの合計４単位を
修得すること。

高度指導者教養育成科目 1～

（注１） 　実践的教育能力育成科目の中から大学体育論を含めて合計３単位以上修得すること。
　なお、大学体育授業演習Ⅰ又は体育スポーツ実践的指導演習のいずれかを修得すること。

専
門
基
礎
科
目

開設大学
単位授業科目

博士論文研究能力育成科目

科目区分
修了所要単位数

専
門
科
目

実践的教育能力育成科目

14

2～

実践的研究能力育成科目
2～
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 第１章 総則（第１条） 
 第２章 学士の学位（第２条－第４条） 
 第３章 修士及び博士の学位（第５条－第１８条） 
 第４章 雑則（第１９条－第２２条） 
 附則 
 
    第１章 総則 
 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条並びに鹿屋体育大学学則 

（平成１６年規則第２号。以下「学則」という。）第３５条第２項及び第５３条第５項の規定

に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）が授与する学位について必要な事項を定め

る。 
 
   第２章 学士の学位 
 
 （学士の学位） 
第２条 本学が授与する学士の学位は、学士（体育学）とする。 
 
 （学士の学位授与の要件） 
第３条 学士の学位の授与は、学則第３３条の規定に基づき、本学体育学部を卒業した者に対し

行う。 
 
 （学士の学位授与の認定） 
第４条 学長は、前条の者に対する学士の学位の授与を認定するものとする。 
 
   第３章 修士及び博士の学位 
 
 （修士及び博士の学位） 

第５条 本学が授与する修士の学位は、修士（体育学）とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、筑波大学とのスポーツ国際開発学共同専攻の教育課程を修了した

者の学位は、修士（スポーツ国際開発学）とする。 
３ 本学が授与する博士の学位は、博士（体育学）とする。 
４ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との大学体育スポーツ高度化共同専攻の教育課程を修了

した者の学位は、博士（体育スポーツ学）とする。 
 
 （修士及び博士の学位授与の要件） 
第６条 修士の学位の授与は、学則第５１条第１項の規定に基づき、本学大学院修士課程を修了

した者に対し行う。 
２ 博士の学位の授与は、学則第５１条第２項の規定に基づき、本学大学院博士後期課程又は３

年制博士課程を修了した者に対し行う。 
３ 前項に規定するもののほか、本学大学院博士後期課程を経ない者であっても、博士論文を提

出して学位の授与を申請し、その審査に合格し、かつ、本学大学院博士後期課程を修了した者

と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力の確認」という。）された者にも授与するこ

とができる。 
 
 （学位論文の提出） 
第７条 修士又は博士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に学位論文及

び別に定める書類を添付し、学長に提出しなければならない。 
２  前条第３項により博士の学位の授与を受けようとする者は、当該学位論文の内容に関連の  

ある博士後期課程研究指導教員１名に紹介教員としての承諾を得るものとする。 
３ 提出する学位論文は、１編とする。この場合において、参考論文を添付することができる。 
４ 学長は、審査のため必要があると認めたときは、学位論文の訳文、模型及び標本等を提出さ

せることができる。 
５ 前条第３項により博士の学位の授与を受けようとする者は、国立大学法人鹿屋体育大学に 

おける授業料その他の費用に関する規程（平成１６年規程第６号）第１２条に規定する学位論

文審査手数料を納入するものとし、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。 
ただし、前条第３項に規定する者のうち、本学大学院博士後期課程において所定の単位を修得

して退学したときから１年以内に学位の授与を申請した場合は、学位論文審査手数料は免除す

る。 
６ 受理した学位論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。 
 
 （学位論文審査の付託） 
第８条 学長は、学位論文を受理したときは、大学院体育学研究科委員会（以下「研究科委員会」

という。）に学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認の実施を付託するものとする。 
 
 （学位論文審査委員会） 
第９条 研究科委員会は、前条の付託を受けたときは、当該論文の審査及び最終試験又は学力の

確認を行わせるため、当該学位論文ごとに学位論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を設置するものとする。 
２ 審査委員会は、主査１名及び副査２名で構成する。ただし、必要に応じて副査の数を増やす

ことができる 
３ 研究科委員会が学位論文の審査に必要があると認めたときは、他の大学院又は研究所等の教

員等の協力を得ることができる。 
４ 審査委員会の委員の選出に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （最終試験） 
第１０条 最終試験は、本学修士課程、博士後期課程及び３年制博士課程の在学生のうち、学位

論文の審査を終了した者に対して行う。 
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    第１章 総則 
 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条並びに鹿屋体育大学学則 

（平成１６年規則第２号。以下「学則」という。）第３５条第２項及び第５３条第５項の規定

に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）が授与する学位について必要な事項を定め

る。 
 
   第２章 学士の学位 
 
 （学士の学位） 
第２条 本学が授与する学士の学位は、学士（体育学）とする。 
 
 （学士の学位授与の要件） 
第３条 学士の学位の授与は、学則第３３条の規定に基づき、本学体育学部を卒業した者に対し

行う。 
 
 （学士の学位授与の認定） 
第４条 学長は、前条の者に対する学士の学位の授与を認定するものとする。 
 
   第３章 修士及び博士の学位 
 
 （修士及び博士の学位） 

第５条 本学が授与する修士の学位は、修士（体育学）とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、筑波大学とのスポーツ国際開発学共同専攻の教育課程を修了した

者の学位は、修士（スポーツ国際開発学）とする。 
３ 本学が授与する博士の学位は、博士（体育学）とする。 
４ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との大学体育スポーツ高度化共同専攻の教育課程を修了

した者の学位は、博士（体育スポーツ学）とする。 
 
 （修士及び博士の学位授与の要件） 
第６条 修士の学位の授与は、学則第５１条第１項の規定に基づき、本学大学院修士課程を修了

した者に対し行う。 
２ 博士の学位の授与は、学則第５１条第２項の規定に基づき、本学大学院博士後期課程又は３

年制博士課程を修了した者に対し行う。 
３ 前項に規定するもののほか、本学大学院博士後期課程を経ない者であっても、博士論文を提

出して学位の授与を申請し、その審査に合格し、かつ、本学大学院博士後期課程を修了した者

と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力の確認」という。）された者にも授与するこ

とができる。 
 
 （学位論文の提出） 
第７条 修士又は博士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に学位論文及

び別に定める書類を添付し、学長に提出しなければならない。 
２  前条第３項により博士の学位の授与を受けようとする者は、当該学位論文の内容に関連の  

ある博士後期課程研究指導教員１名に紹介教員としての承諾を得るものとする。 
３ 提出する学位論文は、１編とする。この場合において、参考論文を添付することができる。 
４ 学長は、審査のため必要があると認めたときは、学位論文の訳文、模型及び標本等を提出さ

せることができる。 
５ 前条第３項により博士の学位の授与を受けようとする者は、国立大学法人鹿屋体育大学に 

おける授業料その他の費用に関する規程（平成１６年規程第６号）第１２条に規定する学位論

文審査手数料を納入するものとし、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。 
ただし、前条第３項に規定する者のうち、本学大学院博士後期課程において所定の単位を修得

して退学したときから１年以内に学位の授与を申請した場合は、学位論文審査手数料は免除す

る。 
６ 受理した学位論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。 
 
 （学位論文審査の付託） 
第８条 学長は、学位論文を受理したときは、大学院体育学研究科委員会（以下「研究科委員会」

という。）に学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認の実施を付託するものとする。 
 
 （学位論文審査委員会） 
第９条 研究科委員会は、前条の付託を受けたときは、当該論文の審査及び最終試験又は学力の

確認を行わせるため、当該学位論文ごとに学位論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を設置するものとする。 
２ 審査委員会は、主査１名及び副査２名で構成する。ただし、必要に応じて副査の数を増やす

ことができる 
３ 研究科委員会が学位論文の審査に必要があると認めたときは、他の大学院又は研究所等の教

員等の協力を得ることができる。 
４ 審査委員会の委員の選出に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 （最終試験） 
第１０条 最終試験は、本学修士課程、博士後期課程及び３年制博士課程の在学生のうち、学位

論文の審査を終了した者に対して行う。 
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２ 最終試験は、当該学位論文を中心として、これに関連する分野について口述又は筆記により

行うものとする。 
 
 （学力の確認） 
第１１条 学力の確認は、専攻の体育学分野に関し、本学の大学院博士後期課程及び３年制博士

課程修了者と同等以上の学識並びに研究能力について、口述又は筆記によって行う。 
２ 本学の大学院博士後期課程又は３年制博士課程に３年以上在学し、所定の単位を修得して退

学した者が、退学後３年以内に論文を提出したときは、前項の学力の確認を免除することがで

きる。 
 
 （審査の期間） 
第１２条 論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、修士については、その在学期間中に、博

士については、論文を受理したときから１年以内に終了しなければならない。 
 
 （結果報告） 
第１３条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認の結果（合格又は不合格

の判定を含む。）を研究科委員会に報告しなければならない。 
 
 （研究科委員会の審議） 
第１４条 研究科委員会は、前条の報告に基づき、学位論文及び最終試験又は学力の確認の可否

を審議決定し、その結果を学長に報告するものとする。 
２ 前項の議決は、研究科委員会の構成員（公務出張を命じられた者、休職又は停職中の者を除

く。）の３分の２以上が出席し、その３分の２以上の同意を必要とする。 
 
 （特定課題の研究成果の審査） 
第１５条 学則第５１条第１項の規定により特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題

の研究成果」という。）の審査をもって修士論文の審査に代える場合は、第７条から第１０条及

び第１２条から第１４条までの規定を準用する。 
 
 （修士及び博士の学位授与の認定及び報告） 
第１６条 学長は、第１４条第１項の報告に基づき、学位授与の可否を決定し、授与すべき者に

は所定の学位記を交付し、授与できない者には、その旨を本人に通知する。 
２ 学長は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、学位規則第１２条の規定により文

部科学大臣に報告するものとする。 
 
 （学位論文要旨の公表） 
第１７条 本学は、博士の学位を授与したときは、授与した日から３月以内に、その論文の内 
 容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 
  

  （学位論文の公表） 
第１８条 博士の学位の授与を受けた者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当

該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与

される前に既に公表したときは、この限りでない。 
２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、

学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したも

のを公表することができる。この場合において、学長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧

に供するものとする。 
３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、インターネットの利用により

行うものとする。 
 
   第４章 雑則 

 
 （学位記） 
第１９条 学長は、学士、修士又は博士の学位の授与を認定された者に学位記を交付するものと

する。 
２  学位記の様式は、別紙様式第１号から別紙様式第６号までのとおりとする。 
 
 （学位名称の使用） 
第２０条 学位の授与を受けた者が、当該学位の名称を使用するときは、「鹿屋体育大学」と付記

しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との共同専攻の教育課程を修了し、学位の授与を受けた

者が、当該学位の名称を使用するときは「鹿屋体育大学、筑波大学」と付記しなければならな

い。 
 
 （学位の取消し） 
第２１条 学長は、学位を授与された者が不正の方法により、学位の授与を受けたことが判明し

たときは、教授会又は研究科委員会の議を経て、授与した学位を取消し、学位記を返還させ、

かつ、その旨を公表するものとする。 
２ 第１４条の規定は、学位の授与を取消す場合に準用する。この場合において、同条第１項中

「研究科委員会」とあるのは、学士の学位の取消しにあっては「教授会」と、「学位論文及び最

終試験又は学力の確認」とあるのは、「学位の授与の取消し」と読み替えるものとする。 
 
 （雑則） 
第２２条 この規則に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は別に定める。 
 
 
   附 則 
 この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 
 
   附 則（昭６３．５．２５規則第８号） 
 この規則は、昭和６３年５月２５日から施行する。 
 
   附 則（平元．７．１９規則第２号） 
 この規則は、平成元年７月１９日から施行する。 
 
   附 則（平３．７．１８規則第６号） 
 この規則は、平成３年７月１８日から施行する。 
 
   附 則（平１１．３．１７規則第７号） 
 この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平１２．２．１規則第３号） 
 この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平１６．３．３１規則第４９号） 
１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 第６条第３項の規定は、当分の間適用しない。 
 
   附 則（平１７．２．３規則第１号） 
 この規則は、平成１７年２月３日から施行する。 
 
   附 則（平１９．２．１規則第１号） 
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２ 最終試験は、当該学位論文を中心として、これに関連する分野について口述又は筆記により

行うものとする。 
 
 （学力の確認） 
第１１条 学力の確認は、専攻の体育学分野に関し、本学の大学院博士後期課程及び３年制博士

課程修了者と同等以上の学識並びに研究能力について、口述又は筆記によって行う。 
２ 本学の大学院博士後期課程又は３年制博士課程に３年以上在学し、所定の単位を修得して退

学した者が、退学後３年以内に論文を提出したときは、前項の学力の確認を免除することがで

きる。 
 
 （審査の期間） 
第１２条 論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、修士については、その在学期間中に、博

士については、論文を受理したときから１年以内に終了しなければならない。 
 
 （結果報告） 
第１３条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認の結果（合格又は不合格

の判定を含む。）を研究科委員会に報告しなければならない。 
 
 （研究科委員会の審議） 
第１４条 研究科委員会は、前条の報告に基づき、学位論文及び最終試験又は学力の確認の可否

を審議決定し、その結果を学長に報告するものとする。 
２ 前項の議決は、研究科委員会の構成員（公務出張を命じられた者、休職又は停職中の者を除

く。）の３分の２以上が出席し、その３分の２以上の同意を必要とする。 
 
 （特定課題の研究成果の審査） 
第１５条 学則第５１条第１項の規定により特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題

の研究成果」という。）の審査をもって修士論文の審査に代える場合は、第７条から第１０条及

び第１２条から第１４条までの規定を準用する。 
 
 （修士及び博士の学位授与の認定及び報告） 
第１６条 学長は、第１４条第１項の報告に基づき、学位授与の可否を決定し、授与すべき者に

は所定の学位記を交付し、授与できない者には、その旨を本人に通知する。 
２ 学長は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、学位規則第１２条の規定により文

部科学大臣に報告するものとする。 
 
 （学位論文要旨の公表） 
第１７条 本学は、博士の学位を授与したときは、授与した日から３月以内に、その論文の内 
 容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 
  

  （学位論文の公表） 
第１８条 博士の学位の授与を受けた者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当

該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与

される前に既に公表したときは、この限りでない。 
２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、

学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したも

のを公表することができる。この場合において、学長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧

に供するものとする。 
３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、インターネットの利用により

行うものとする。 
 
   第４章 雑則 

 
 （学位記） 
第１９条 学長は、学士、修士又は博士の学位の授与を認定された者に学位記を交付するものと

する。 
２  学位記の様式は、別紙様式第１号から別紙様式第６号までのとおりとする。 
 
 （学位名称の使用） 
第２０条 学位の授与を受けた者が、当該学位の名称を使用するときは、「鹿屋体育大学」と付記

しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、筑波大学との共同専攻の教育課程を修了し、学位の授与を受けた

者が、当該学位の名称を使用するときは「鹿屋体育大学、筑波大学」と付記しなければならな

い。 
 
 （学位の取消し） 
第２１条 学長は、学位を授与された者が不正の方法により、学位の授与を受けたことが判明し

たときは、教授会又は研究科委員会の議を経て、授与した学位を取消し、学位記を返還させ、

かつ、その旨を公表するものとする。 
２ 第１４条の規定は、学位の授与を取消す場合に準用する。この場合において、同条第１項中

「研究科委員会」とあるのは、学士の学位の取消しにあっては「教授会」と、「学位論文及び最

終試験又は学力の確認」とあるのは、「学位の授与の取消し」と読み替えるものとする。 
 
 （雑則） 
第２２条 この規則に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は別に定める。 
 
 
   附 則 
 この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 
 
   附 則（昭６３．５．２５規則第８号） 
 この規則は、昭和６３年５月２５日から施行する。 
 
   附 則（平元．７．１９規則第２号） 
 この規則は、平成元年７月１９日から施行する。 
 
   附 則（平３．７．１８規則第６号） 
 この規則は、平成３年７月１８日から施行する。 
 
   附 則（平１１．３．１７規則第７号） 
 この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平１２．２．１規則第３号） 
 この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平１６．３．３１規則第４９号） 
１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 第６条第３項の規定は、当分の間適用しない。 
 
   附 則（平１７．２．３規則第１号） 
 この規則は、平成１７年２月３日から施行する。 
 
   附 則（平１９．２．１規則第１号） 
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 この規則は、平成１９年２月１日から施行する。 
 
   附 則（平１９．３．２２規則第１９号） 
 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
 
    附 則（平２０．４．３規則第１３号） 
 この規則は、平成２０年４月３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 
 
   附 則（平２４．１１．１５規則第２５号） 
 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平２５．６．１４規則第１４号） 
 この規則は、平成２５年６月１４日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 
 

附 則（平２７．４．１６規則第３９号） 
 この規則は、平成２７年４月１６日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
 

附 則（平２８．３．２５規則第９号） 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２９．３．１０規則第８号） 
この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 
附 則（平２９．１０．５規則第２８号） 

この規則は、平成２９年１０月５日から施行する。  
 

附 則（平３０．３．２規則第８号） 
この規則は、平成３０年３月２日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 
   附 則（平３０．１１．２１規則第４３号） 
 この規則は、平成３０年１１月２１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
 
   附 則（平３１．４．１９規則第１８号） 
 この規則は、令和元年５月１日から施行する。 
 
   附 則（令２．３．２６規則第６号） 
１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍する者については、改正後の第５

条、第６条、第１０条及び第１１条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   
   附 則（令５． ． 規則第 号） 
 この規則は、令和５年 月 日から施行する。 
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 この規則は、平成１９年２月１日から施行する。 
 
   附 則（平１９．３．２２規則第１９号） 
 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
 
    附 則（平２０．４．３規則第１３号） 
 この規則は、平成２０年４月３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 
 
   附 則（平２４．１１．１５規則第２５号） 
 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
   附 則（平２５．６．１４規則第１４号） 
 この規則は、平成２５年６月１４日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 
 

附 則（平２７．４．１６規則第３９号） 
 この規則は、平成２７年４月１６日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
 

附 則（平２８．３．２５規則第９号） 
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２９．３．１０規則第８号） 
この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 
附 則（平２９．１０．５規則第２８号） 

この規則は、平成２９年１０月５日から施行する。  
 

附 則（平３０．３．２規則第８号） 
この規則は、平成３０年３月２日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 
   附 則（平３０．１１．２１規則第４３号） 
 この規則は、平成３０年１１月２１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
 
   附 則（平３１．４．１９規則第１８号） 
 この規則は、令和元年５月１日から施行する。 
 
   附 則（令２．３．２６規則第６号） 
１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍する者については、改正後の第５

条、第６条、第１０条及び第１１条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   
   附 則（令５． ． 規則第 号） 
 この規則は、令和５年 月 日から施行する。 
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昭和６３年７月 ７ 日  

細 則 第 ５ 号 

   改正   平成 元 年７月１９日     平成１７年 ２ 月 ３ 日    平成３１年４月１９日 

細  則  第 ２ 号    細 則 第 １ 号   細 則 第 １ ２ 号 

平成６年 ９ 月２２日    平成１９年３月２２日   令 和元年１ ２月３日 

細  則  第 ７ 号     細 則 第 ４ 号   細 則 第 ２ １ 号 
平成１０年１２月２８日    平 成２０年 ４月３日   令 和２年３ 月２６日 

細  則  第 ２ 号     細 則 第 １ ４ 号   細 則 第 ５ 号 

平成１２年 ２ 月 １ 日    平成２４年２月２３日   令 和３年３ 月２６日 

細  則  第 １ 号    細 則 第 １ 号   細 則 第 ６ 号 

平成１２年 ３ 月１７日    平成２４年１２月１３日   令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 

細  則  第 ３ 号     細 則 第 １ ７ 号   細 則 第 １ ７ 号 

平成１２年 ７ 月２７日    平成２６年６月２７日   令和  年  月  日 

細  則  第 ６ 号      細 則 第 ３ 号   細  則  第    号 
平成１４年 ９ 月２６日  平成２９年７月２６日 

細  則  第 ２  号     細  則  第 １ ０ 号 

平成１６年 ３ 月３１日  平成３０年 ３ 月 ２ 日 
細  則  第 １７ 号   細  則  第 ４ 号 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第２条） 

 第２章 修士の学位論文（第３条－第１４条） 

 第３章 課程博士の学位論文（第１５条－第２３条） 

 第４章 論文博士の学位論文（第２４条－第３２条） 

 第５章 雑則（第３３条－第３５条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、鹿屋体育大学学位規則（以下「規則」という。）第２２条の規定に基づき、

学位の授与に関し必要な事項を定める。 

 

 （定義） 

第２条 この細則において「課程博士」とは、規則６条第２項の規定により授与される博士の学

位を、「論文博士」とは、規則第６条第３項の規定により授与される博士の学位をいう。 

 

   第２章 修士の学位論文 

 

 （学位論文題目の届出） 

第３条 学位論文を提出しようとする者は、学位論文の研究指導を担当する教員（以下「指導教

員」という。）の指導を受け、別に定める日までに、学位論文題目届（別紙様式第１号）を学

長に提出しなければならない。 

２ 学位論文題目届を提出後、学位論文の題目を変更する必要が生じたときは、指導教員の承認
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細　　則　　第 ３ 号

平成１２年 ７ 月２７日

細　　則　　第 ６ 号

平成１４年 ９ 月２６日

細　　則　　第　２  号

平成１６年 ３ 月３１日

細　　則　　第 １７ 号

平成３１年４月１９日

細 則 第 １ ２ 号

令 和 元 年 １ ２ 月 ３ 日

細 則 第 ２ １ 号

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日

細 則 第 ５ 号

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ６ 日

細 則 第 ６ 号

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日

細 則 第 １ ７ 号

令和　　年　　月　　日

細 則 第　　　　 号

平成１７年 ２ 月 ３ 日

細 則 第 １ 号

平成１９年３月２２日

細 則 第 ４ 号

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ３ 日

細 則 第 １ ４ 号

平成２４年２月２３日

細 則 第 １ 号

平成２４年１２月１３日

細 則 第 １ ７ 号

平成２６年６月２７日

細 則 第 ３ 号

平成２９年７月２６日

細　 則　 第 １ ０ 号

平成３０年 ３ 月 ２ 日

細　　則　　第　４　号
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を得て、別に定める日までに、学位論文題目変更届（別紙様式第２号）を学長に提出しなけれ

ばならない。 

 

 （学位論文構想発表会） 
第４条 本学大学院修士課程（以下「修士課程」という。）の修了を予定している者は、学位論

文構想発表会において、作成を予定している学位論文について発表しなければならない。 

２ 学位論文構想発表会の実施時期、実施方法等については、別に定める。 
 

 （学位論文中間発表会） 

第５条 修士課程の修了を予定している者は、公開で行う学位論文中間発表会において、研究内

容を発表しなければならない。 

２ 学位論文中間発表会の実施時期、実施方法等については、別に定める。 
 
 （学位論文の提出資格） 

第６条 学位論文を提出することができる者は、前条第１項に規定する学位論文中間発表を経た

者で、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 修士課程に２年以上在学する者で、所定の単位を修得した者又は学位論文提出日の属する

学期末までに修得する見込みが確実な者で、指導教員が提出を認めた者 

 (2) 修士課程に１年以上在学する者で、大学院体育学研究科委員会（以下「研究科委員会」と

いう。）が鹿屋体育大学学則第５１条第１項ただし書に該当すると認めた者 

２ 前項第２号に規定する者は、早期修了の適用に係る審査を経なければならない。 

３ 早期修了の適用に係る審査の取扱いについては、別に定める。 

  

 （学位論文等の提出方法等） 

第７条 学位論文を提出しようとする者は、指導教員の承認を得て、次の各号に掲げる申請書類

を学長に提出するものとする。 

 (1) 学位論文審査願（別紙様式第３号） 

 (2) 学位論文 １編（正本１部，副本２部） 

 (3) 学位論文概要 ３部（別紙様式第４号） 

２ 学位論文等の提出期間は、次のとおりとする。 

 (1) ３月修了予定者 １２月２０日～１月１５日 

  (2) ９月修了予定者 ５月２０日～６月１０日 
３ 第１項に加え、共同専攻在学の者は、筑波大学所定の様式も併せて提出するものとする。 

 

 （学位論文受理の決定） 

第８条 学位論文の受理の可否は、研究科教務委員会において決定するものとする。 

                                      

 （学位論文審査委員会委員） 

第９条 規則第９条第２項に規定する学位論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）の委

員は、指導教員が主査となり、副指導教員のうち１名が副査になることができるものとする。

残りの副査は、研究科担当を命じられた教員（当該学位論文の内容に関連する教授、准教授又

は講師）の中から選出するものとする。 

２ 指導教員は、学位論文ごとに審査委員候補者として、学位論文審査委員会委員推薦書（別紙

様式第５号）により学長に推薦するものとする。 

３ 規則第９条第３項の規定により、他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は、当該委

員候補者の履歴書（別紙様式第６号）を添付しなければならない。 

４ 審査委員会の委員は、研究科委員会において選出するものとする。 

 

 （学位論文の審査及び最終試験） 

第１０条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を別に定める日までに行うものとする。 

２ 審査委員会は、当該学生に対して最終試験の期日及び方法を当該試験日の７日前までに通知

しなければならない。 

３ 学位論文の審査基準は、別に定める。 

４ 最終試験は、次条に規定する学位論文発表会をもってあてることができる。 

５ 審査委員会は、必要に応じて再度、学位論文の審査、最終試験（以下、第２９条までにおい

て「再審査」という。）を実施することができるものとする。 

 

 （学位論文発表会） 

第１１条 審査委員会は、学位論文発表会を公開で行わなければならない。 

２ 審査委員会は、前項の学位論文発表会を行うときは、期日及び方法等を当該発表会の７日前

までに公示しなければならない。 

３ 審査委員会の委員は、学位論文発表会に出席するものとする。 

 

 （研究科委員会への報告） 

第１２条 規則第１３条に規定する研究科委員会への報告は、学位論文審査・最終試験結果報告

書（別紙様式第７号）により別に定める日までに行うものとする。 

 

 （特定課題の研究成果の審査）  

第１３条 鹿屋体育大学学則第５１条第１項の規定により特定の課題についての研究の成果（以

下「特定課題の研究成果」という。）の審査をもって修士論文の審査に代える場合は、第３条

から第１１条までの規定を準用する。 

 

 （学位論文変更の届出） 

第１４条 第３条第１項に規定する学位論文題目届を提出後、学位論文の審査を修士論文から特

定課題の研究成果に、又は特定課題の研究成果から修士論文に変更する必要が生じたときは、

指導教員の承認を得て、別に定める日までに、学位論文変更届（別紙様式第８号）を学長に提

出しなければならない。 

 

 （学長への報告） 

第１５条 規則第１４条第１項に規定する学長への報告は、課程（修士・博士）修了審議結果報

告書（別紙様式第９号）により行うものとする。 

 

   第３章 課程博士の学位論文 

 

   （学位論文指導研究会） 

第１６条 本学大学院博士後期課程又は３年制博士課程の修了を予定している者は、公開で行う
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を得て、別に定める日までに、学位論文題目変更届（別紙様式第２号）を学長に提出しなけれ

ばならない。 

 

 （学位論文構想発表会） 
第４条 本学大学院修士課程（以下「修士課程」という。）の修了を予定している者は、学位論

文構想発表会において、作成を予定している学位論文について発表しなければならない。 

２ 学位論文構想発表会の実施時期、実施方法等については、別に定める。 
 

 （学位論文中間発表会） 

第５条 修士課程の修了を予定している者は、公開で行う学位論文中間発表会において、研究内

容を発表しなければならない。 

２ 学位論文中間発表会の実施時期、実施方法等については、別に定める。 
 
 （学位論文の提出資格） 

第６条 学位論文を提出することができる者は、前条第１項に規定する学位論文中間発表を経た

者で、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 修士課程に２年以上在学する者で、所定の単位を修得した者又は学位論文提出日の属する

学期末までに修得する見込みが確実な者で、指導教員が提出を認めた者 

 (2) 修士課程に１年以上在学する者で、大学院体育学研究科委員会（以下「研究科委員会」と

いう。）が鹿屋体育大学学則第５１条第１項ただし書に該当すると認めた者 

２ 前項第２号に規定する者は、早期修了の適用に係る審査を経なければならない。 

３ 早期修了の適用に係る審査の取扱いについては、別に定める。 

  

 （学位論文等の提出方法等） 

第７条 学位論文を提出しようとする者は、指導教員の承認を得て、次の各号に掲げる申請書類

を学長に提出するものとする。 

 (1) 学位論文審査願（別紙様式第３号） 

 (2) 学位論文 １編（正本１部，副本２部） 

 (3) 学位論文概要 ３部（別紙様式第４号） 

２ 学位論文等の提出期間は、次のとおりとする。 

 (1) ３月修了予定者 １２月２０日～１月１５日 

  (2) ９月修了予定者 ５月２０日～６月１０日 
３ 第１項に加え、共同専攻在学の者は、筑波大学所定の様式も併せて提出するものとする。 

 

 （学位論文受理の決定） 

第８条 学位論文の受理の可否は、研究科教務委員会において決定するものとする。 

                                      

 （学位論文審査委員会委員） 

第９条 規則第９条第２項に規定する学位論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）の委

員は、指導教員が主査となり、副指導教員のうち１名が副査になることができるものとする。

残りの副査は、研究科担当を命じられた教員（当該学位論文の内容に関連する教授、准教授又

は講師）の中から選出するものとする。 

２ 指導教員は、学位論文ごとに審査委員候補者として、学位論文審査委員会委員推薦書（別紙

様式第５号）により学長に推薦するものとする。 

３ 規則第９条第３項の規定により、他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は、当該委

員候補者の履歴書（別紙様式第６号）を添付しなければならない。 

４ 審査委員会の委員は、研究科委員会において選出するものとする。 

 

 （学位論文の審査及び最終試験） 

第１０条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を別に定める日までに行うものとする。 

２ 審査委員会は、当該学生に対して最終試験の期日及び方法を当該試験日の７日前までに通知

しなければならない。 

３ 学位論文の審査基準は、別に定める。 

４ 最終試験は、次条に規定する学位論文発表会をもってあてることができる。 

５ 審査委員会は、必要に応じて再度、学位論文の審査、最終試験（以下、第２９条までにおい

て「再審査」という。）を実施することができるものとする。 

 

 （学位論文発表会） 

第１１条 審査委員会は、学位論文発表会を公開で行わなければならない。 

２ 審査委員会は、前項の学位論文発表会を行うときは、期日及び方法等を当該発表会の７日前

までに公示しなければならない。 

３ 審査委員会の委員は、学位論文発表会に出席するものとする。 

 

 （研究科委員会への報告） 

第１２条 規則第１３条に規定する研究科委員会への報告は、学位論文審査・最終試験結果報告

書（別紙様式第７号）により別に定める日までに行うものとする。 

 

 （特定課題の研究成果の審査）  

第１３条 鹿屋体育大学学則第５１条第１項の規定により特定の課題についての研究の成果（以

下「特定課題の研究成果」という。）の審査をもって修士論文の審査に代える場合は、第３条

から第１１条までの規定を準用する。 

 

 （学位論文変更の届出） 

第１４条 第３条第１項に規定する学位論文題目届を提出後、学位論文の審査を修士論文から特

定課題の研究成果に、又は特定課題の研究成果から修士論文に変更する必要が生じたときは、

指導教員の承認を得て、別に定める日までに、学位論文変更届（別紙様式第８号）を学長に提

出しなければならない。 

 

 （学長への報告） 

第１５条 規則第１４条第１項に規定する学長への報告は、課程（修士・博士）修了審議結果報

告書（別紙様式第９号）により行うものとする。 

 

   第３章 課程博士の学位論文 

 

   （学位論文指導研究会） 

第１６条 本学大学院博士後期課程又は３年制博士課程の修了を予定している者は、公開で行う
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学位論文指導研究会において、研究内容を発表しなければならない。 

２ 学位論文指導研究会の実施時期、実施方法等については、別に定める。 

 

 （学位論文の提出資格） 

第１７条 学位論文を提出することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 博士後期課程又は３年制博士課程に３年以上在学する者で、所定の単位を修得した者又は

学位論文提出日の属する学期末までに修得する見込みが確実な者で、指導教員が提出を認め

た者 

  (2) 博士後期課程に１年以上在学する者で、研究科委員会が鹿屋体育大学学則第５１条第２項

ただし書に該当すると認めた者 

２ 前項第２号に規定する者は、学位論文の提出に先立ち、早期修了の適用に係る審査を経なけ

ればならない。 

３  早期修了の適用に係る審査の取扱いについては、別に定める。 

 

 （学位論文等の提出方法等） 

第１８条 学位論文を提出しようとする者は、指導教員の承認を得て、次の各号に掲げる申請書

類を、学長に提出するものとする。 

 (1) 学位論文審査願（別紙様式第１０号） 

 (2) 学位論文 １編（正本１部，副本３部） 

 (3) 学位論文概要 ４部（別紙様式第４号） 

 (4) 論文目録 ４部（別紙様式第１１号） 

 (5) 履歴書 １部（別紙様式第１２号） 

 (6) 許諾書 １部（別紙様式第１８号） 

２ 前項第６号の許諾書において、全文の公表の一時的な保留を希望した場合、保留事由の消滅

後速やかに「博士論文（全文）公表の一時的な保留事由消滅に係る届出書（別紙様式第１９

号）」を、学長に提出するものとする。 

３ 学位論文等の提出期間は、次のとおりとする。 

 (1) ３月修了予定者 １２月２０日～１月１５日 

  (2) ９月修了予定者 ５月２０日～６月１０日 

４ 第１項に加え、共同専攻在学の者は、筑波大学所定の様式も併せて提出するものとする。 

 

 （学位論文受理の決定） 

第１９条 学位論文の受理の可否は、研究科教務委員会において決定するものとする。 

 

 （審査委員会委員） 

第２０条 審査委員会の委員は、指導教員が主査となり、副指導教員のうち１名が副査になるこ

とができるものとする。残りの副査は、研究科担当を命じられた教員（当該学位論文の内容

に関連する教授、准教授又は講師）の中から選出するものとする。 

２ 指導教員は、学位論文ごとに審査委員候補者として、学位論文審査委員会委員推薦書（別紙

様式第５号）により、学長に推薦するものとする。 

３ 規則第９条第３項の規定により、他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は、当該委

員候補者の履歴書（別紙様式第６号）を添付しなければならない。 

４ 審査委員会の委員は、研究科委員会において選出するものとする。 

 

 （学位論文の審査及び最終試験） 

第２１条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を別に定める日までに行うものとする。 

２ 審査委員会は、当該学生に対して最終試験の期日及び方法を当該試験日の７日前までに通知

しなければならない。 

３ 学位論文の審査基準は、別に定める。 

４ 最終試験は、次条に規定する学位論文発表会をもってあてる。 

 

 （学位論文発表会）  

第２２条 審査委員会は、学位論文発表会を公開で行わなければならない。 
２ 審査委員会は、前項の学位論文発表会を行うときは、期日及び方法等を当該発表会の７日前

までに公示しなければならない。 

３ 審査委員会の委員は、学位論文発表会に出席するものとする。 

 

 （研究科委員会への報告） 

第２３条 規則第１３条に規定する研究科委員会への報告は、学位論文審査・最終試験結果報告

書（別紙様式第７号）により審査終了後７日以内に行うものとする。 

 

（学長への報告） 

第２４条 規則第１４条第１項に規定する学長への報告は、課程（修士・博士）修了審結果報告

書（別紙様式第９号）により行うものとする。 

 

   第４章 論文博士の学位論文 

 

 （学位論文の提出資格） 

第２５条 論文博士の学位論文を提出することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 本学大学院博士後期課程又は３年制博士課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた後退学した者 

 (2) 規則第５条第３項に規定する学位（博士（体育学））を希望する者のうち、大学卒業後７

年以上又は大学院博士前期課程（修士課程）修了後４年以上の研究歴を有し、かつ、鹿屋体

育大学研究生規則第３条第２項に規定する研究生（以下「本学研究生」という。）として１

年以上の研究歴を有する者。ただし、本学に常時勤務する教員については、本学研究生とし

ての研究歴は要しない。 

 (3) 規則第５条第３項に規定する学位（博士（体育学））を希望する者のうち、前号に掲げる

者と同等以上の研究歴を有し、かつ、本学研究生として１年以上の研究歴を有する者。 

２ 研究歴とは次の各号に掲げるものとする。 

  (1) 大学、短期大学及び高等専門学校の職員として研究に従事した期間 

 (2) 大学の研究生として研究に従事した期間 

 (3) 大学院の学生として在学した期間 

 (4) 官公庁、会社等において研究に従事した期間 

 (5）その他、研究科委員会において前各号と同等以上と認める研究に従事した期間 

 

 （外国語試験） 
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学位論文指導研究会において、研究内容を発表しなければならない。 

２ 学位論文指導研究会の実施時期、実施方法等については、別に定める。 

 

 （学位論文の提出資格） 

第１７条 学位論文を提出することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 博士後期課程又は３年制博士課程に３年以上在学する者で、所定の単位を修得した者又は

学位論文提出日の属する学期末までに修得する見込みが確実な者で、指導教員が提出を認め

た者 

  (2) 博士後期課程に１年以上在学する者で、研究科委員会が鹿屋体育大学学則第５１条第２項

ただし書に該当すると認めた者 

２ 前項第２号に規定する者は、学位論文の提出に先立ち、早期修了の適用に係る審査を経なけ

ればならない。 

３  早期修了の適用に係る審査の取扱いについては、別に定める。 

 

 （学位論文等の提出方法等） 

第１８条 学位論文を提出しようとする者は、指導教員の承認を得て、次の各号に掲げる申請書

類を、学長に提出するものとする。 

 (1) 学位論文審査願（別紙様式第１０号） 

 (2) 学位論文 １編（正本１部，副本３部） 

 (3) 学位論文概要 ４部（別紙様式第４号） 

 (4) 論文目録 ４部（別紙様式第１１号） 

 (5) 履歴書 １部（別紙様式第１２号） 

 (6) 許諾書 １部（別紙様式第１８号） 

２ 前項第６号の許諾書において、全文の公表の一時的な保留を希望した場合、保留事由の消滅

後速やかに「博士論文（全文）公表の一時的な保留事由消滅に係る届出書（別紙様式第１９

号）」を、学長に提出するものとする。 

３ 学位論文等の提出期間は、次のとおりとする。 

 (1) ３月修了予定者 １２月２０日～１月１５日 

  (2) ９月修了予定者 ５月２０日～６月１０日 

４ 第１項に加え、共同専攻在学の者は、筑波大学所定の様式も併せて提出するものとする。 

 

 （学位論文受理の決定） 

第１９条 学位論文の受理の可否は、研究科教務委員会において決定するものとする。 

 

 （審査委員会委員） 

第２０条 審査委員会の委員は、指導教員が主査となり、副指導教員のうち１名が副査になるこ

とができるものとする。残りの副査は、研究科担当を命じられた教員（当該学位論文の内容

に関連する教授、准教授又は講師）の中から選出するものとする。 

２ 指導教員は、学位論文ごとに審査委員候補者として、学位論文審査委員会委員推薦書（別紙

様式第５号）により、学長に推薦するものとする。 

３ 規則第９条第３項の規定により、他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は、当該委

員候補者の履歴書（別紙様式第６号）を添付しなければならない。 

４ 審査委員会の委員は、研究科委員会において選出するものとする。 

 

 （学位論文の審査及び最終試験） 

第２１条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を別に定める日までに行うものとする。 

２ 審査委員会は、当該学生に対して最終試験の期日及び方法を当該試験日の７日前までに通知

しなければならない。 

３ 学位論文の審査基準は、別に定める。 

４ 最終試験は、次条に規定する学位論文発表会をもってあてる。 

 

 （学位論文発表会）  

第２２条 審査委員会は、学位論文発表会を公開で行わなければならない。 
２ 審査委員会は、前項の学位論文発表会を行うときは、期日及び方法等を当該発表会の７日前

までに公示しなければならない。 

３ 審査委員会の委員は、学位論文発表会に出席するものとする。 

 

 （研究科委員会への報告） 

第２３条 規則第１３条に規定する研究科委員会への報告は、学位論文審査・最終試験結果報告

書（別紙様式第７号）により審査終了後７日以内に行うものとする。 

 

（学長への報告） 

第２４条 規則第１４条第１項に規定する学長への報告は、課程（修士・博士）修了審結果報告

書（別紙様式第９号）により行うものとする。 

 

   第４章 論文博士の学位論文 

 

 （学位論文の提出資格） 

第２５条 論文博士の学位論文を提出することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 本学大学院博士後期課程又は３年制博士課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた後退学した者 

 (2) 規則第５条第３項に規定する学位（博士（体育学））を希望する者のうち、大学卒業後７

年以上又は大学院博士前期課程（修士課程）修了後４年以上の研究歴を有し、かつ、鹿屋体

育大学研究生規則第３条第２項に規定する研究生（以下「本学研究生」という。）として１

年以上の研究歴を有する者。ただし、本学に常時勤務する教員については、本学研究生とし

ての研究歴は要しない。 

 (3) 規則第５条第３項に規定する学位（博士（体育学））を希望する者のうち、前号に掲げる

者と同等以上の研究歴を有し、かつ、本学研究生として１年以上の研究歴を有する者。 

２ 研究歴とは次の各号に掲げるものとする。 

  (1) 大学、短期大学及び高等専門学校の職員として研究に従事した期間 

 (2) 大学の研究生として研究に従事した期間 

 (3) 大学院の学生として在学した期間 

 (4) 官公庁、会社等において研究に従事した期間 

 (5）その他、研究科委員会において前各号と同等以上と認める研究に従事した期間 

 

 （外国語試験） 
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第２６条 論文博士の学位を受けようとする者は、あらかじめ本学体育学研究科が実施する外国

語試験に合格していなければならない。 

２ 外国語試験は、英語とする。 

３ 外国語試験の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

４ 論文博士の学位を受けようとする者のうち、次のいずれかに該当する者は外国語試験を免除

することができる。 

 (1) 第２５条第１項第１号に規定する者で、退学後３年以内に学位論文の提出を予定している

者 

 (2) 経歴及び研究業績により、英語力があると研究科教務委員会が認める者 

 

 （学位論文等の提出方法等） 

第２７条 学位論文を提出しようとする者は、規則第７条第２項に規定する紹介教員（以下｢紹

介教員｣という。）の推薦を受けて、次の各号に掲げる申請書類に論文審査手数料を添えて、

学長に提出するものとする。 

 (1) 学位論文審査願（別紙様式第１３号） 

 (2) 学位論文（主論文１編、副論文２編）（正本１部、副本３部） 

 (3) 学位論文概要 ４部（別紙様式第４号） 

 (4) 論文目録 ４部（別紙様式第１１号） 

 (5) 履歴書 １部 （別紙様式第１２号）  

 (6) 最終学歴の卒業（修了）証明書 １通 

 (7) 研究業績書（別紙様式第１４号） ４部  

  (8) 紹介状（別紙様式第１５号） 

 (9) 許諾書 １部（別紙様式第１８号） 

２ 前項第９号の許諾書において、全文の公表の一時的な保留を希望した場合、保留事由の消滅

後速やかに「博士論文（全文）公表の一時的な保留事由消滅に係る届出書（別紙様式第１９

号）」を、学長に提出するものとする。 

３ 学位論文等の提出期限は、５月末日又は１２月末日のいずれかとする。 

 

 （学位論文受理の決定） 

第２８条 学位論文の受理の可否は、研究科教務委員会において決定するものとする。 

 

 （審査委員会委員） 

第２９条 審査委員会の委員は、紹介教員が主査になるものとする。 

２ 紹介教員は、学位論文ごとに審査委員候補者として、研究科担当を命じられた教員（当該学

位論文の内容に関連する教授、准教授又は講師）を学位論文審査委員会委員推薦書（別紙様式

第５号）により、学長に推薦するものとする。 

３ 規則第９条第３項の規定により、他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は、当該委

員候補者の履歴書（別紙様式第６号）を添付しなければならない。 

４ 審査委員会の委員は、研究科委員会において選出するものとする。 

５ 第２５条第１項第１号に規定する者で、退学後３年以内に学位論文の提出を予定している者

については、審査委員会委員のうち１名は、その者が本学大学院博士後期課程又は３年制博士

課程在学時の指導教員及び副指導教員以外の者から選出するものとする。 

 

 （学位論文の審査及び学力の確認） 

第３０条 審査委員会は、学位論文の審査及び学力の確認を別に定める日までに行うものとする。 

２ 審査委員会は、当該申請者に対して学力の確認の期日及び方法を当該確認日の７日前までに

通知しなければならない。 

３ 学位論文の審査基準は、別に定める。 

４ 学力の確認は、次条に規定する学位論文発表会をもってあてることができる。 

 （学位論文発表会）  

第３１条 審査委員会は、学位論文発表会を公開で行わなければならない。 

２ 審査委員会は、前項の学位論文発表会を行うときは、期日及び方法等を当該発表会の７日前

までに公示しなければならない。 

３ 審査委員会の委員は、学位論文発表会に出席するものとする。 

 （研究科委員会への報告） 

第３２条 規則第１３条に規定する研究科委員会への報告は、学位論文審査・学力の確認結果報

告書（別紙様式第１６号）により審査終了後７日以内に行うものとする。 

 （学長への報告） 

第３３条 規則第１４条第１項に規定する学長への報告は、論文博士の学位授与審議結果報告書

（別紙様式第１７号）により行うものとする。 

第５章 雑則 

 （学位授与の時期） 

第３４条 学位授与の日付は、次のとおりとする。 

(1) 修士及び課程博士については、修了式の日又は学長決裁日

(2) 論文博士については、学長決裁日

 （期日の変更） 

第３５条 第７条第２項及び第１８条第３項に規定する期日が土曜日の場合は前日、日曜日の場

合は翌日とする。 

 （雑則） 

第３６条 この細則に規定するもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

附 則  

１ この細則は、昭和６３年７月７日から施行する。 

２ 第２条に定める指導教官は、当分の間教授とする。 

３ 第２条第１項の定めにかかわらず、昭和６３年度入学者については昭和６３年７月末日まで

に提出するのとする。 

附 則（平元．７．１９細則第２号） 
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第２６条 論文博士の学位を受けようとする者は、あらかじめ本学体育学研究科が実施する外国

語試験に合格していなければならない。 

２ 外国語試験は、英語とする。 

３ 外国語試験の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

４ 論文博士の学位を受けようとする者のうち、次のいずれかに該当する者は外国語試験を免除

することができる。 

 (1) 第２５条第１項第１号に規定する者で、退学後３年以内に学位論文の提出を予定している

者 

 (2) 経歴及び研究業績により、英語力があると研究科教務委員会が認める者 

 

 （学位論文等の提出方法等） 

第２７条 学位論文を提出しようとする者は、規則第７条第２項に規定する紹介教員（以下｢紹

介教員｣という。）の推薦を受けて、次の各号に掲げる申請書類に論文審査手数料を添えて、

学長に提出するものとする。 

 (1) 学位論文審査願（別紙様式第１３号） 

 (2) 学位論文（主論文１編、副論文２編）（正本１部、副本３部） 

 (3) 学位論文概要 ４部（別紙様式第４号） 

 (4) 論文目録 ４部（別紙様式第１１号） 

 (5) 履歴書 １部 （別紙様式第１２号）  

 (6) 最終学歴の卒業（修了）証明書 １通 

 (7) 研究業績書（別紙様式第１４号） ４部  

  (8) 紹介状（別紙様式第１５号） 

 (9) 許諾書 １部（別紙様式第１８号） 

２ 前項第９号の許諾書において、全文の公表の一時的な保留を希望した場合、保留事由の消滅

後速やかに「博士論文（全文）公表の一時的な保留事由消滅に係る届出書（別紙様式第１９

号）」を、学長に提出するものとする。 

３ 学位論文等の提出期限は、５月末日又は１２月末日のいずれかとする。 

 

 （学位論文受理の決定） 

第２８条 学位論文の受理の可否は、研究科教務委員会において決定するものとする。 

 

 （審査委員会委員） 

第２９条 審査委員会の委員は、紹介教員が主査になるものとする。 

２ 紹介教員は、学位論文ごとに審査委員候補者として、研究科担当を命じられた教員（当該学

位論文の内容に関連する教授、准教授又は講師）を学位論文審査委員会委員推薦書（別紙様式

第５号）により、学長に推薦するものとする。 

３ 規則第９条第３項の規定により、他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は、当該委

員候補者の履歴書（別紙様式第６号）を添付しなければならない。 

４ 審査委員会の委員は、研究科委員会において選出するものとする。 

５ 第２５条第１項第１号に規定する者で、退学後３年以内に学位論文の提出を予定している者

については、審査委員会委員のうち１名は、その者が本学大学院博士後期課程又は３年制博士

課程在学時の指導教員及び副指導教員以外の者から選出するものとする。 

 

 （学位論文の審査及び学力の確認） 

第３０条 審査委員会は、学位論文の審査及び学力の確認を別に定める日までに行うものとする。 

２ 審査委員会は、当該申請者に対して学力の確認の期日及び方法を当該確認日の７日前までに

通知しなければならない。 

３ 学位論文の審査基準は、別に定める。 

４ 学力の確認は、次条に規定する学位論文発表会をもってあてることができる。 

 （学位論文発表会）  

第３１条 審査委員会は、学位論文発表会を公開で行わなければならない。 

２ 審査委員会は、前項の学位論文発表会を行うときは、期日及び方法等を当該発表会の７日前

までに公示しなければならない。 

３ 審査委員会の委員は、学位論文発表会に出席するものとする。 

 （研究科委員会への報告） 

第３２条 規則第１３条に規定する研究科委員会への報告は、学位論文審査・学力の確認結果報

告書（別紙様式第１６号）により審査終了後７日以内に行うものとする。 

 （学長への報告） 

第３３条 規則第１４条第１項に規定する学長への報告は、論文博士の学位授与審議結果報告書

（別紙様式第１７号）により行うものとする。 

第５章 雑則 

 （学位授与の時期） 

第３４条 学位授与の日付は、次のとおりとする。 

(1) 修士及び課程博士については、修了式の日又は学長決裁日

(2) 論文博士については、学長決裁日

 （期日の変更） 

第３５条 第７条第２項及び第１８条第３項に規定する期日が土曜日の場合は前日、日曜日の場

合は翌日とする。 

 （雑則） 

第３６条 この細則に規定するもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

附 則  

１ この細則は、昭和６３年７月７日から施行する。 

２ 第２条に定める指導教官は、当分の間教授とする。 

３ 第２条第１項の定めにかかわらず、昭和６３年度入学者については昭和６３年７月末日まで

に提出するのとする。 

附 則（平元．７．１９細則第２号） 
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 この細則は、平成元年７月１９日から施行する。 

 

   附 則（平６．９．２２細則第７号） 

 この細則は、平成６年９月２２日から施行する。 

 

   附 則（平１０．１２．２８細則第２号） 

 この細則は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．２．１細則第１号） 

 この細則は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．３．１７細則第３号） 

 この細則は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．７．２７細則第６号） 

 この細則は、平成１２年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平１４．９．２６細則第２号） 

 この細則は、平成１４年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６．３．３１細則第１７号） 

 この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１７．２．３細則第１号） 

 この細則は、平成１７年２月３日から施行する。 

 

   附 則（平１９．３．２２細則第４号） 

 この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２０．４．３細則第１４号） 

１ この細則は、平成２０年４月３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

２ 体育学研究科の学年途中における課程修了の取扱いについて（平成元年２月１５日学長裁

定）は、廃止する。 

  

   附 則（平２４．２．２３細則第１号） 

 この細則は、平成２４年２月２３日から施行する。 

 

   附 則（平２４．１２．１３細則第１７号） 

 この細則は、平成２４年１２月１３日から施行する。 

 

附 則（平２６．６．２７細則第３号） 

 この細則は、平成２６年６月２７日から施行する。 

 

附 則（平２９．７．２６細則第１０号） 

 この細則は、平成２９年７月２６日から施行する。 
 

附 則（平３０．３．２細則第４号） 

 この細則は、平成３０年３月２日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 
 
 

附 則（平３１．４．１９細則第１２号） 
 この細則は、令和元年５月１日から施行する。 

 

  附 則（令元．１２．３細則第２１号） 
 この細則は、令和元年１２月３日から施行する。 

 

附 則（令２．３．２６細則第５号） 
１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士後期課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍する学生については、改正後の

第１５条から第１７条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（令３．３．２６細則第６号） 
１ この細則は、令和３年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍していた学生の取扱いについては、

第２４条及び第２８条の後期３年の課程のみの博士課程と同様に取り扱うものとする。 

 

  附 則（令３．７．１細則第１７号） 
 この細則は、令和３年７月１日から施行する。 

 

  附 則（令５． ． 細則第 号） 

 この細則は、令和５年 月  日から施行する。ただし、改正後の第４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 
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 この細則は、平成元年７月１９日から施行する。 

 

   附 則（平６．９．２２細則第７号） 

 この細則は、平成６年９月２２日から施行する。 

 

   附 則（平１０．１２．２８細則第２号） 

 この細則は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．２．１細則第１号） 

 この細則は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．３．１７細則第３号） 

 この細則は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１２．７．２７細則第６号） 

 この細則は、平成１２年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平１４．９．２６細則第２号） 

 この細則は、平成１４年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６．３．３１細則第１７号） 

 この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１７．２．３細則第１号） 

 この細則は、平成１７年２月３日から施行する。 

 

   附 則（平１９．３．２２細則第４号） 

 この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２０．４．３細則第１４号） 

１ この細則は、平成２０年４月３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

２ 体育学研究科の学年途中における課程修了の取扱いについて（平成元年２月１５日学長裁

定）は、廃止する。 

  

   附 則（平２４．２．２３細則第１号） 

 この細則は、平成２４年２月２３日から施行する。 

 

   附 則（平２４．１２．１３細則第１７号） 

 この細則は、平成２４年１２月１３日から施行する。 

 

附 則（平２６．６．２７細則第３号） 

 この細則は、平成２６年６月２７日から施行する。 

 

附 則（平２９．７．２６細則第１０号） 

 この細則は、平成２９年７月２６日から施行する。 
 

附 則（平３０．３．２細則第４号） 

 この細則は、平成３０年３月２日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 
 
 

附 則（平３１．４．１９細則第１２号） 
 この細則は、令和元年５月１日から施行する。 

 

  附 則（令元．１２．３細則第２１号） 
 この細則は、令和元年１２月３日から施行する。 

 

附 則（令２．３．２６細則第５号） 
１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士後期課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍する学生については、改正後の

第１５条から第１７条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（令３．３．２６細則第６号） 
１ この細則は、令和３年４月１日から施行する。 
２ ３年制博士課程大学体育スポーツ高度化共同専攻に在籍していた学生の取扱いについては、

第２４条及び第２８条の後期３年の課程のみの博士課程と同様に取り扱うものとする。 

 

  附 則（令３．７．１細則第１７号） 
 この細則は、令和３年７月１日から施行する。 

 

  附 則（令５． ． 細則第 号） 

 この細則は、令和５年 月  日から施行する。ただし、改正後の第４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 
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別紙様式第１号（第３条第１項及び第１３条関係） 
 

学 位 論 文 題 目 届 
                     
                                      令和  年  月  日 
   鹿屋体育大学長 様 
                                体育学研究科修士課程 
                                令和     年度入学 
                                氏  名         
  
 

 修士論文 
   の題目を下記のとおりお届けします。 

特定課題の研究成果 
 
 

記 

 

題 目 名  

 
  
  
  
  

 

目    的 
 

方 法 等 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
指 導 教 員                                        

 
  

 
副指導教員   

 
  
  
                          
 

別紙様式第２号（第３条第２項及び第１３条関係） 
 

学 位 論 文 題 目 変 更 届 
 
                                      令和  年  月  日 
   鹿屋体育大学長 様 
                                体育学研究科修士課程 
                                  令和     年度入学 
                                氏  名 
           
 

修士論文 
   の題目を下記のとおり変更しますのでお届けします。 

特定課題の研究成果 
 
 

記 

 

題 目 名 

新  
 

  
  
 

旧  
 

  

 

目    的 
 

方 法 等 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
指導教員                                             

 
  

 
副指導教員   
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別紙様式第１号（第３条第１項及び第１３条関係） 
 

学 位 論 文 題 目 届 
                     
                                      令和  年  月  日 
   鹿屋体育大学長 様 
                                体育学研究科修士課程 
                                令和     年度入学 
                                氏  名         
  
 

 修士論文 
   の題目を下記のとおりお届けします。 

特定課題の研究成果 
 
 

記 

 

題 目 名  

 
  
  
  
  

 

目    的 
 

方 法 等 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
指 導 教 員                                        

 
  

 
副指導教員   

 
  
  
                          
 

別紙様式第２号（第３条第２項及び第１３条関係） 
 

学 位 論 文 題 目 変 更 届 
 
                                      令和  年  月  日 
   鹿屋体育大学長 様 
                                体育学研究科修士課程 
                                  令和     年度入学 
                                氏  名 
           
 

修士論文 
   の題目を下記のとおり変更しますのでお届けします。 

特定課題の研究成果 
 
 

記 

 

題 目 名 

新  
 

  
  
 

旧  
 

  

 

目    的 
 

方 法 等 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
指導教員                                             

 
  

 
副指導教員   

 
  
  
                          

－ 186 －



別紙様式第３号・修士用（第７条第１項及び第１３条関係） 
  
 
 

学 位 論 文 審 査 願 
                                                        

 

                                                                                                   

令和  年  月  日 
                                            
 
     鹿屋体育大学長  様                                 
                                           
 
 
      

本 籍 
住 所 
所 属 修士課程 学籍番号 
氏 名                   （署名）  

        
 
      
     鹿屋体育大学学位規則第７条第１項及び第１５条の規定に基づき、下記のとおり 
    関係書類を添えて申請します。 
 
       

記 
      
      
   １．学位論文  編（正本  部、副本  部）   ２．特定課題の研究成果   編                                           
   
 

学位論文概要   部                 研究成果概要          部        
                                                
 
                                                                                              
 

別紙様式第４号（第７条第 1 項、第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
 

学  位  論  文  概  要  
 
  
  
  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  
〇〇〇〇〇（論文題目）  

  
                                              氏 名        
  
  
  
  

（論文概要）  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 備考 学位論文概要は、邦文で１，８００字～２，０００字程度又は英文８００語程度で 
執筆するものとし、記載文字は、ヨコ３５文字、タテ３５文字とする。 
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別紙様式第３号・修士用（第７条第１項及び第１３条関係） 
  
 
 

学 位 論 文 審 査 願 
                                                        

 

                                                                                                   

令和  年  月  日 
                                            
 
     鹿屋体育大学長  様                                 
                                           
 
 
      

本 籍 
住 所 
所 属 修士課程 学籍番号 
氏 名                   （署名）  

        
 
      
     鹿屋体育大学学位規則第７条第１項及び第１５条の規定に基づき、下記のとおり 
    関係書類を添えて申請します。 
 
       

記 
      
      
   １．学位論文  編（正本  部、副本  部）   ２．特定課題の研究成果   編                                           
   
 

学位論文概要   部                 研究成果概要          部        
                                                
 
                                                                                              
 

別紙様式第４号（第７条第 1 項、第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
 

学  位  論  文  概  要  
 
  
  
  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  
〇〇〇〇〇（論文題目）  

  
                                              氏 名        
  
  
  
  

（論文概要）  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 備考 学位論文概要は、邦文で１，８００字～２，０００字程度又は英文８００語程度で 
執筆するものとし、記載文字は、ヨコ３５文字、タテ３５文字とする。 
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別紙様式第５号（第９条第２項、第２０条第２項、第２９条第２項関係） 
 

学 位 論 文 審 査 委 員 会 委 員 推 薦 書 
 

                                                                                          
                                            令和   年   月   日 
 
     
  鹿屋体育大学長  様                       
          
                                     指導教員                  
                                      （論文博士にあっては紹介教員） 
                                       
 
   学位論文審査申請者の審査委員会の委員を下記のとおり推薦します。 
 
    

記 
 
   

所 属 申請者氏名 学 位 論 文 題 目 審査委員候補者 備 考  
    
   

   
主 査 

副 査 

副 査 

  
 

 
     
     
     

   

   
主 査 

副 査 

副 査 

   
      
      
    

 
 

   

   
主 査 

副 査 

副 査 

   
     
     
    

 
 

   

   
主 査 
副 査 
副 査 

   
   
   
   
   

 

 備考 他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は備考欄に他機関と記入し、履歴書   

（別紙様式第６号）を添付すること。 
  

別紙様式第６号（第９条第３項、第２０条第３項及び第２９条第３項関係） 
 

履                 歴                 書 
                                                                            

（ふりがな） 
氏  名 
生年月日 

 性 別  
                                      
   

本 籍 
（国籍） 

   
  
  
  

現住所 
 〒  
  
  

  
 職  歴  
  
  
  
  
  

  
  
  
 研究歴及び学会活動  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
     上記のとおり相違ありません。  
                  令和  年  月  日  
  
                                    氏 名                     （署名）  
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別紙様式第５号（第９条第２項、第２０条第２項、第２９条第２項関係） 
 

学 位 論 文 審 査 委 員 会 委 員 推 薦 書 
 

                                                                                          
                                            令和   年   月   日 
 
     
  鹿屋体育大学長  様                       
          
                                     指導教員                  
                                      （論文博士にあっては紹介教員） 
                                       
 
   学位論文審査申請者の審査委員会の委員を下記のとおり推薦します。 
 
    

記 
 
   

所 属 申請者氏名 学 位 論 文 題 目 審査委員候補者 備 考  
    
   

   
主 査 

副 査 

副 査 

  
 

 
     
     
     

   

   
主 査 

副 査 

副 査 

   
      
      
    

 
 

   

   
主 査 

副 査 

副 査 

   
     
     
    

 
 

   

   
主 査 
副 査 
副 査 

   
   
   
   
   

 

 備考 他の大学院又は研究所等の教員等を加える場合は備考欄に他機関と記入し、履歴書   

（別紙様式第６号）を添付すること。 
  

別紙様式第６号（第９条第３項、第２０条第３項及び第２９条第３項関係） 
 

履                 歴                 書 
                                                                            

（ふりがな） 
氏  名 
生年月日 

 性 別  
                                      
   

本 籍 
（国籍） 

   
  
  
  

現住所 
 〒  
  
  

  
 職  歴  
  
  
  
  
  

  
  
  
 研究歴及び学会活動  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
     上記のとおり相違ありません。  
                  令和  年  月  日  
  
                                    氏 名                     （署名）  
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別紙様式第７号（第１２条及び第２３条関係） 
 

学位論文審査・最終試験結果報告書 
 
 

                                                      令和  年  月  日 
 
 大学院体育学研究科委員会 様 
 
                                 学位論文審査委員会 主 査           
                                               副 査           
                                               副 査           
 

学位論文の審査及び最終試験の結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
                                        
 

氏    名  

 
  
  
 

論文題目  

 
  
  
  
  
 

論文審査 
の 要 旨 

  
  
  
  
  
  
 

最終試験 

日 時：令和   年   月   日（  ）    ：    ～    ：   

 
方 法： 口述試験 ・ 筆記試験  

  
 

要 旨：  
  
  
  
  
  
  
  
 

判    定 合    格              不合格 
 

  
  
 備考 論文審査の要旨及び最終試験の記入欄が不足する場合は、別紙で添付すること。                                                          

別紙様式第８号（第１４条関係） 
 

学 位 論 文 変 更 届 
 

令和  年  月  日 
 鹿屋体育大学長 様 
 

                           体育学研究科修士課程 
                                       令和  年度入学 
                                       氏  名          
 

下記のとおり変更しますのでお届けします。 
 
 
１．修士論文から特定課題の研究成果への変更 
２．特定課題の研究成果から修士論文への変更 

 

題 目 名  

 
  
  
  
 

目    的 
 

方 法 等 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

指 導 教 員                                             
 

  

 
副指導教員   

 
  
  

  ＊該当する事項に○を付けること。 
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別紙様式第７号（第１２条及び第２３条関係） 
 

学位論文審査・最終試験結果報告書 
 
 

                                                      令和  年  月  日 
 
 大学院体育学研究科委員会 様 
 
                                 学位論文審査委員会 主 査           
                                               副 査           
                                               副 査           
 

学位論文の審査及び最終試験の結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
                                        
 

氏    名  

 
  
  
 

論文題目  

 
  
  
  
  
 

論文審査 
の 要 旨 

  
  
  
  
  
  
 

最終試験 

日 時：令和   年   月   日（  ）    ：    ～    ：   

 
方 法： 口述試験 ・ 筆記試験  

  
 

要 旨：  
  
  
  
  
  
  
  
 

判    定 合    格              不合格 
 

  
  
 備考 論文審査の要旨及び最終試験の記入欄が不足する場合は、別紙で添付すること。                                                          

別紙様式第８号（第１４条関係） 
 

学 位 論 文 変 更 届 
 

令和  年  月  日 
 鹿屋体育大学長 様 
 

                           体育学研究科修士課程 
                                       令和  年度入学 
                                       氏  名          
 

下記のとおり変更しますのでお届けします。 
 
 
１．修士論文から特定課題の研究成果への変更 
２．特定課題の研究成果から修士論文への変更 

 

題 目 名  

 
  
  
  
 

目    的 
 

方 法 等 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

指 導 教 員                                             
 

  

 
副指導教員   

 
  
  

  ＊該当する事項に○を付けること。 
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別紙様式第９号（第１５条及び第２４条関係） 
 

課程（修士・博士）修了審議結果報告書 
 

                                                                      

令和  年  月  日 
  鹿屋体育大学長 様 
                                   大学院体育学研究科委員会 
 
    課程の修了及び学位授与の可否の審議結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 

番号 氏     名 論  文  題  目 
学位論文審査委員会 

判 定 
 

  
 

主  査 副  査 
 

  
          可 

否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       

 
     

可 
否  

 
  

 

別紙様式第１０号・課程博士用（第１８条第１項関係） 
 
 

学  位  論  文  審  査  願 
       
 

                                           令和  年  月  日      
     

 鹿屋体育大学長  様                                 
                                           
      
 
 
                                本 籍   
                                住 所 
                                所 属             課程 

 学籍番号 
                                氏 名                    （署名）   
                                                    
 

                                                   

  鹿屋体育大学学位規則第７条第１項の規定に基づき，下記のとおり関係書類を添えて 
 申請します。 

 

                                                   

記 
 

      
                  学位論文      編（正本   部、副本   部）   
                   ・主論文      編                        
                   ・副論文      編                 

        
  
                  学位論文概要     部                           
        
 

論文目録        部                           

        
              

履 歴 書     部              
 
 
許 諾 書     部 
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別紙様式第９号（第１５条及び第２４条関係） 
 

課程（修士・博士）修了審議結果報告書 
 

                                                                      

令和  年  月  日 
  鹿屋体育大学長 様 
                                   大学院体育学研究科委員会 
 
    課程の修了及び学位授与の可否の審議結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 

番号 氏     名 論  文  題  目 
学位論文審査委員会 

判 定 
 

  
 

主  査 副  査 
 

  
          可 

否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       
  
          

可 
否 

 
  
       

 
     

可 
否  

 
  

 

別紙様式第１０号・課程博士用（第１８条第１項関係） 
 
 

学  位  論  文  審  査  願 
       
 

                                           令和  年  月  日      
     

 鹿屋体育大学長  様                                 
                                           
      
 
 
                                本 籍   
                                住 所 
                                所 属             課程 

 学籍番号 
                                氏 名                    （署名）   
                                                    
 

                                                   

  鹿屋体育大学学位規則第７条第１項の規定に基づき，下記のとおり関係書類を添えて 
 申請します。 

 

                                                   

記 
 

      
                  学位論文      編（正本   部、副本   部）   
                   ・主論文      編                        
                   ・副論文      編                 

        
  
                  学位論文概要     部                           
        
 

論文目録        部                           

        
              

履 歴 書     部              
 
 
許 諾 書     部 
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別紙様式第１１号（第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
論         文        目        録 

 
  
  
                                氏 名  

  
博士論文   １編  

論文題目  

（ ※論文題目が外国語の場合、和訳を記載すること）  

  
              本人氏名（共著者                     ）  

   
  
参考論文  

   １．氏 名  

題 目  

発表誌名  第  巻 第  号    頁～    頁           年  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
学会報告  

    １．本人氏名、共同発表者氏名  

題  目  

       第  回   学会名  

誌    第  巻 第  号   頁～    頁           年  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

別紙様式第１２号（第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
 

履            歴            書 
                                                                            

（ふりがな） 
氏  名 
生年月日 

                                    性 別  

  
 

本 籍 
（国籍） 

   
  

 
 

現住所 
 〒  
  

 
  
 学  歴  

  
  
  
  
  
  
  
  
 職歴（研究歴を含む。）  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     上記のとおり相違ありません。  

                  令和  年  月  日  

  
                                   氏 名                      （署名）  

  
  
備考 課程博士にあっては、職歴（研究歴を含む。）の記載を要しない。 
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別紙様式第１１号（第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
論         文        目        録 

 
  
  
                                氏 名  

  
博士論文   １編  

論文題目  

（ ※論文題目が外国語の場合、和訳を記載すること）  

  
              本人氏名（共著者                     ）  

   
  
参考論文  

   １．氏 名  

題 目  

発表誌名  第  巻 第  号    頁～    頁           年  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
学会報告  

    １．本人氏名、共同発表者氏名  

題  目  

       第  回   学会名  

誌    第  巻 第  号   頁～    頁           年  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

別紙様式第１２号（第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
 

履            歴            書 
                                                                            

（ふりがな） 
氏  名 
生年月日 

                                    性 別  

  
 

本 籍 
（国籍） 

   
  

 
 

現住所 
 〒  
  

 
  
 学  歴  

  
  
  
  
  
  
  
  
 職歴（研究歴を含む。）  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     上記のとおり相違ありません。  

                  令和  年  月  日  

  
                                   氏 名                      （署名）  

  
  
備考 課程博士にあっては、職歴（研究歴を含む。）の記載を要しない。 
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別紙様式第１３号・論文博士用（第２７条第１項関係）       
  
 

学 位 論 文 審 査 願 
                                          
                                           令和  年  月  日      
     鹿屋体育大学長  様                            
      
                                 住 所 
                                 所 属 
                                 氏 名                  （署名）   
 
 
   鹿屋体育大学学位規則第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり関係書類を 
  添えて申請します。                                                             

      

記 
      
                  学位論文               編    
                    
                   ・主論文               編     

 
                    
                   ・副論文               編                 
        
                  学位論文概要             部                 
 
                   論文目録                部 
       

                   履 歴 書                部         
 
                   最終学歴の卒業（修了）証明書  部         
                       
                   研究業績書              部 
 

紹介状                 部 
 
許 諾 書               部   
 

  
 

別紙様式第１４号（第２７条第１項関係） 
 

研 究 業 績 書 
 

令和  年  月  日 
 

氏   名 
 
 

1．著者名（掲載順に全著者名を記載）論文名、図書・雑誌名、巻（号）、最初と最 
 後のページ、発表年（西暦）等を全て省略せずに記入すること。以上の各項目が記 
 載されていれば、項目の順序を入れ替えても可とする。 
2．現在から順に発表年次を過去にさかのぼり、発表年ごとに点線で区切り記入する 

  こと。なお、投稿中の学術論文を記入する場合は、掲載が決定しているものに限る 
（編集者・発行所からの証明書、等を添付すること）。 
3．本人が「筆頭著者」ではない学術論文における「責任著者」の場合は、その旨を 

  右欄に明記し、証明できる資料（責任著者が掲載されているページ等）を添付する 
  こと。 

 
本人が責任著者 
（Corresponding  
Author）の場合は 
「責任著者」と記 

 入 
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別紙様式第１３号・論文博士用（第２７条第１項関係）       
  
 

学 位 論 文 審 査 願 
                                          
                                           令和  年  月  日      
     鹿屋体育大学長  様                            
      
                                 住 所 
                                 所 属 
                                 氏 名                  （署名）   
 
 
   鹿屋体育大学学位規則第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり関係書類を 
  添えて申請します。                                                             

      

記 
      
                  学位論文               編    
                    
                   ・主論文               編     

 
                    
                   ・副論文               編                 
        
                  学位論文概要             部                 
 
                   論文目録                部 
       

                   履 歴 書                部         
 
                   最終学歴の卒業（修了）証明書  部         
                       
                   研究業績書              部 
 

紹介状                 部 
 
許 諾 書               部   
 

  
 

別紙様式第１４号（第２７条第１項関係） 
 

研 究 業 績 書 
 

令和  年  月  日 
 

氏   名 
 
 

1．著者名（掲載順に全著者名を記載）論文名、図書・雑誌名、巻（号）、最初と最 
 後のページ、発表年（西暦）等を全て省略せずに記入すること。以上の各項目が記 
 載されていれば、項目の順序を入れ替えても可とする。 
2．現在から順に発表年次を過去にさかのぼり、発表年ごとに点線で区切り記入する 

  こと。なお、投稿中の学術論文を記入する場合は、掲載が決定しているものに限る 
（編集者・発行所からの証明書、等を添付すること）。 
3．本人が「筆頭著者」ではない学術論文における「責任著者」の場合は、その旨を 

  右欄に明記し、証明できる資料（責任著者が掲載されているページ等）を添付する 
  こと。 

 
本人が責任著者 
（Corresponding  
Author）の場合は 
「責任著者」と記 

 入 
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別紙様式第１５号（第２７条第１項関係） 
 

紹         介         状 
 
鹿屋体育大学長  様 
 
                                             紹介者 
                                             鹿屋体育大学大学院体育学研究科 
                                             博士後期課程研究指導担当教員 
 
                                               氏 名               （署名） 
 
 下記の者を学位論文（博士論文）提出者として紹介します。 
 

住  所   〒 
 
 

氏  名  
 
 

生年月日等 年  月  日   男・女 電話番号（   ）    － 
 
 

職業等  
 
 

メールアドレス  
 
 

   

 次の□のいずれかにレ印を付して下さい。  

     □  本学の博士後期課程在学生であった。（３年以上）  

         （期間：    年  月  日 ～    年  月  日）  

     □  本学の研究生である（あった）。（１年以上）  

         （期間：    年  月  日 ～    年  月  日）  

     □  本学の常勤教員である。  

  
 紹介理由：  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

別紙様式第１６号（第３２条関係） 
 

学位論文審査・学力の確認結果報告書 
 
                                          令和  年  月  日 
 
  大学院体育学研究科委員会 様 
 
                             学位論文審査委員会 主 査           
                                           副 査           
                                           副 査           
 

学位論文の審査及び学力の確認の結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
                                        
 

氏      名  

 
  
  
 

論文題目  

 
  
  
  
  
 

論文審査 
の 要 旨 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

学力の確認 

日 時：令和 年 月 日（ ）  ：  ～  ：  

 
方 法： 口述試験 ・ 筆記試験  

  
  

要 旨： 
 

  
  
  
  
  
  
   

判    定 合    格         不合格 
 

  
   備考 論文審査の要旨及び学力の確認の記入欄が不足する場合は、別紙で添付すること。                                                         
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別紙様式第１５号（第２７条第１項関係） 
 

紹         介         状 
 
鹿屋体育大学長  様 
 
                                             紹介者 
                                             鹿屋体育大学大学院体育学研究科 
                                             博士後期課程研究指導担当教員 
 
                                               氏 名               （署名） 
 
 下記の者を学位論文（博士論文）提出者として紹介します。 
 

住  所   〒 
 
 

氏  名  
 
 

生年月日等 年  月  日   男・女 電話番号（   ）    － 
 
 

職業等  
 
 

メールアドレス  
 
 

   

 次の□のいずれかにレ印を付して下さい。  

     □  本学の博士後期課程在学生であった。（３年以上）  

         （期間：    年  月  日 ～    年  月  日）  

     □  本学の研究生である（あった）。（１年以上）  

         （期間：    年  月  日 ～    年  月  日）  

     □  本学の常勤教員である。  

  
 紹介理由：  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

別紙様式第１６号（第３２条関係） 
 

学位論文審査・学力の確認結果報告書 
 
                                          令和  年  月  日 
 
  大学院体育学研究科委員会 様 
 
                             学位論文審査委員会 主 査           
                                           副 査           
                                           副 査           
 

学位論文の審査及び学力の確認の結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
                                        
 

氏      名  

 
  
  
 

論文題目  

 
  
  
  
  
 

論文審査 
の 要 旨 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

学力の確認 

日 時：令和 年 月 日（ ）  ：  ～  ：  

 
方 法： 口述試験 ・ 筆記試験  

  
  

要 旨： 
 

  
  
  
  
  
  
   

判    定 合    格         不合格 
 

  
   備考 論文審査の要旨及び学力の確認の記入欄が不足する場合は、別紙で添付すること。                                                         
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別紙様式第１７号（第３３条関係） 
 

論 文 博 士 の 学 位 授 与 審 議 結 果 報 告 書 
 

                                                                       
令和  年  月  日 

 
  鹿屋体育大学長 様 
 
 
                                              研究科委員会 
 
    論文博士の学位授与の可否の審議結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 

番号 氏    名 論  文  題  目 
学位論文審査委員会 

判 定 
 

  
 

主  査 副  査  
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 

可 
否 

 
  
   
  

別紙様式第１８号（第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
 

許諾書 
 

                                                                       

令和  年  月  日 

 

  鹿屋体育大学長 様 

                                  （フリガナ）  

                                   氏名                         （署名） 

                                   学位の区分   課程博士 ・ 論文博士 

                                   所属（専攻まで記入）                        

                                   学籍番号（課程博士のみ）                     

                                   学位取得後の連絡先 

                                    住所：〒                               

                                    電話：                                

                                    E-mail：                               

 
 
 私が提出した博士論文について、以下の留意事項を踏まえ、鹿屋体育大学学術情報リポジトリにて公表す

ることを下記のとおり許諾します。 
                              
＜留意事項＞ 
１． 博士論文は、全文を公表します。 
２． 学長がやむを得ない事由があると認めた場合は、博士論文の全文に代えて、その内容を要約したものを

公表します。 
なお、出版刊行や学術ジャーナル等への掲載により公表に制約がかかる場合にあっては、公表が制約

される期間を明記した上で、当該期間経過後に博士論文の全文を公表します。 
３． 博士論文の全文をインターネットで公表しない場合、又は一定の期間を非公開とする場合であっても、製

本をもって本学附属図書館窓口にて閲覧することを認めます。 
４． 国立国会図書館で利用されることを認めます。 
５． 学術ジャーナルへの掲載又は出版刊行等のため、インターネットでの公表に際し著作権処理が必要にな

る場合は、適切にします。 
 

記 
 
  ※ 博士学位授与後に論文全体をインターネット利用により公表することについて、以下の選択肢（【全文

の公表が可能】、【全文の公表の一時的な保留を希望】、【要約の公表を希望（全文の公表ができない場

合）】のいずれかの□にレ点チェックの上、博士学位授与申請に併せて提出してください。 
 

 

 
裏面につづく 
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別紙様式第１７号（第３３条関係） 
 

論 文 博 士 の 学 位 授 与 審 議 結 果 報 告 書 
 

                                                                       
令和  年  月  日 

 
  鹿屋体育大学長 様 
 
 
                                              研究科委員会 
 
    論文博士の学位授与の可否の審議結果を下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 

番号 氏    名 論  文  題  目 
学位論文審査委員会 

判 定 
 

  
 

主  査 副  査  
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 可 

否 

 
  
   
  
 

    
 

可 
否 

 
  
   
  

別紙様式第１８号（第１８条第１項及び第２７条第１項関係） 
 

許諾書 
 

                                                                       

令和  年  月  日 

 

  鹿屋体育大学長 様 

                                  （フリガナ）  

                                   氏名                         （署名） 

                                   学位の区分   課程博士 ・ 論文博士 

                                   所属（専攻まで記入）                        

                                   学籍番号（課程博士のみ）                     

                                   学位取得後の連絡先 

                                    住所：〒                               

                                    電話：                                

                                    E-mail：                               

 
 
 私が提出した博士論文について、以下の留意事項を踏まえ、鹿屋体育大学学術情報リポジトリにて公表す

ることを下記のとおり許諾します。 
                              
＜留意事項＞ 
１． 博士論文は、全文を公表します。 
２． 学長がやむを得ない事由があると認めた場合は、博士論文の全文に代えて、その内容を要約したものを

公表します。 
なお、出版刊行や学術ジャーナル等への掲載により公表に制約がかかる場合にあっては、公表が制約

される期間を明記した上で、当該期間経過後に博士論文の全文を公表します。 
３． 博士論文の全文をインターネットで公表しない場合、又は一定の期間を非公開とする場合であっても、製

本をもって本学附属図書館窓口にて閲覧することを認めます。 
４． 国立国会図書館で利用されることを認めます。 
５． 学術ジャーナルへの掲載又は出版刊行等のため、インターネットでの公表に際し著作権処理が必要にな

る場合は、適切にします。 
 

記 
 
  ※ 博士学位授与後に論文全体をインターネット利用により公表することについて、以下の選択肢（【全文

の公表が可能】、【全文の公表の一時的な保留を希望】、【要約の公表を希望（全文の公表ができない場

合）】のいずれかの□にレ点チェックの上、博士学位授与申請に併せて提出してください。 
 

 

 
裏面につづく 
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□□【【全全文文のの公公表表がが可可能能】】 

提出した博士論文（全文）について、公表することに問題はありません。 
上記留意事項の「やむを得ない事由」に該当しないことを確認しました。 

 

□□【【全全文文のの公公表表のの一一時時的的なな保保留留をを希希望望】】  ※※  保留期間中は要約を公表 

提出した博士論文（全文）について、下記事由のため、インターネット公表の一時的な保留を

希望し、保留期間中は要約を公表します。なお、下記事由の消滅等に伴う所定の届出書（別別紙紙様様

式式第第１１９９号号）については、自動的に公表となる場合を除き必ず提出いたします。 

 

項 目 事          由 

様式：別別紙紙様様

式式１１９９の 提

出 時 期 

 

□図書出版 

 

□出版済み。出版社の著作権ポリシーを確認した結果、 (令和  年  

月  日まで)公表することができない。 

提出不要・ 

自動的に公表 

□出版予定(令和  年  月予定)で、出版社の著作権ポリシーを確

認した結果、(出版後・令和  年  月  日まで)公表することがで

きない。 

公表可能日 

（直後） 

□出版予定(令和  年  月予定)で、出版社の著作権ポリシーを確

認することができない。 

出版予定日 

又は出版日 

（直後） 

□学術ジャー

ナル等への掲

載 

□掲載済み。出版社等の著作権ポリシーを確認した結果、(令和  年  

月  日まで)公表することができない。 

提出不要・ 

自動的に公表 

□掲載予定(令和  年  月予定)で、出版社等の著作権ポリシーを

確認した結果、(掲載後・令和 年  月  日まで)公表することがで

きない。 

公表可能日 

（直後） 

□掲載予定(令和  年  月予定)で、出版社等の著作権ポリシーを

確認することができない。 

掲載予定日 

又は掲載日 

（直後） 

□特許・実用

新案出願 

□特許出願予定又は審査中（出願公開前） 

出願（予定）：令和  年  月 

出願公開日 

（直後） 

□実用新案出願予定又は審査中 

出願（予定）：令和  年  月 

登録日 

（直後） 

□その他 

（具体的な事由を記載） 

事由の消滅日 

 

 

□□【【要要約約のの公公表表をを希希望望（全文の公表ができない場合）】】 

提出した博士論文（全文）について、下記事由のため、インターネット公表はできませんので、

要約での公表を希望します。 

（具体的な事由を記載してください） 

 

 

（記入例） ・図書出版や学術ジャーナル等への掲載において、出版社等の著作権ポリシーを確認した結

果、全文での公表ができない。(出版社等の著作権ポリシーを明記した書類の添付が必要) 

・博士論文が立体形状による表現等を含むためインターネットでの公表ができない。 

・秘匿すべき情報を含む又は公表することで重大な支障をきたす恐れがあるため。 

別紙様式第１９号 
 

博士論文（全文）公表の一時的な保留事由消滅に係る届出書 
 

                                                                       
令和  年  月  日 

 
  鹿屋体育大学長 様 
                                  （フリガナ）  
                                   氏名                         （署名） 
                                   学位の区分   課程博士 ・ 論文博士 
                                   所属（専攻まで記入）                        
                                   学籍番号（課程博士のみ）                     
                                   学位取得後の連絡先 
                                    住所：〒                               
                                    電話：                                
                                    E-mail：                               
 
私が提出した博士論文（全文）について、インターネット公表の保留事項については、以下のとおりとなりま

したので、届け出します。 
 
※※ 以以下下のの□□ににチチェェッックク及及びび必必要要箇箇所所にに記記入入ししててくくだだささいい。。  

 
□【図図書書出出版版、、学学術術ジジャャーーナナルル等等掲掲載載】】 

項 目 報告内容 出版社等の著作権ポリシーの確認結果 

 
□図書出版 
 

□出版しなかった （全文の公表となります） 

□出版済み 
□公表が可であることを確認 
□公表が不可であることを確認（※） 

□学術ジャーナ
ル等への掲載 

□投稿しなかった 
□掲載されなかった 

（全文の公表となります） 

□掲載済み 
□公表が可であることを確認 
□公表が不可であることを確認（※） 

（※）「公表が不可であることを確認」の場合、根拠となる書類を添付してください。 
 
□【特特許許・・実実用用新新案案出出願願】】 

報告内容 インターネット公表方法について 

□特許を出願しなかった 
□出願公開済み（令和  年  月） 

（全文の公表となります） 
□実用新案を出願しなかった 
□審査結果確定済み（令和  年  月） 

 
□【そそのの他他のの事事由由のの消消滅滅】】  

報告内容 インターネット公表方法について 

（具体的な事由を記載してください） 

（全文の公表となります） 
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□□【【全全文文のの公公表表がが可可能能】】 

提出した博士論文（全文）について、公表することに問題はありません。 
上記留意事項の「やむを得ない事由」に該当しないことを確認しました。 

 

□□【【全全文文のの公公表表のの一一時時的的なな保保留留をを希希望望】】  ※※  保留期間中は要約を公表 

提出した博士論文（全文）について、下記事由のため、インターネット公表の一時的な保留を

希望し、保留期間中は要約を公表します。なお、下記事由の消滅等に伴う所定の届出書（別別紙紙様様

式式第第１１９９号号）については、自動的に公表となる場合を除き必ず提出いたします。 

 

項 目 事          由 

様式：別別紙紙様様

式式１１９９の 提

出 時 期 

 

□図書出版 

 

□出版済み。出版社の著作権ポリシーを確認した結果、 (令和  年  

月  日まで)公表することができない。 

提出不要・ 

自動的に公表 

□出版予定(令和  年  月予定)で、出版社の著作権ポリシーを確

認した結果、(出版後・令和  年  月  日まで)公表することがで

きない。 

公表可能日 

（直後） 

□出版予定(令和  年  月予定)で、出版社の著作権ポリシーを確

認することができない。 

出版予定日 

又は出版日 

（直後） 

□学術ジャー

ナル等への掲

載 

□掲載済み。出版社等の著作権ポリシーを確認した結果、(令和  年  

月  日まで)公表することができない。 

提出不要・ 

自動的に公表 

□掲載予定(令和  年  月予定)で、出版社等の著作権ポリシーを

確認した結果、(掲載後・令和 年  月  日まで)公表することがで

きない。 

公表可能日 

（直後） 

□掲載予定(令和  年  月予定)で、出版社等の著作権ポリシーを

確認することができない。 

掲載予定日 

又は掲載日 

（直後） 

□特許・実用

新案出願 

□特許出願予定又は審査中（出願公開前） 

出願（予定）：令和  年  月 

出願公開日 

（直後） 

□実用新案出願予定又は審査中 

出願（予定）：令和  年  月 

登録日 

（直後） 

□その他 

（具体的な事由を記載） 

事由の消滅日 

 

 

□□【【要要約約のの公公表表をを希希望望（全文の公表ができない場合）】】 

提出した博士論文（全文）について、下記事由のため、インターネット公表はできませんので、

要約での公表を希望します。 

（具体的な事由を記載してください） 

 

 

（記入例） ・図書出版や学術ジャーナル等への掲載において、出版社等の著作権ポリシーを確認した結

果、全文での公表ができない。(出版社等の著作権ポリシーを明記した書類の添付が必要) 

・博士論文が立体形状による表現等を含むためインターネットでの公表ができない。 

・秘匿すべき情報を含む又は公表することで重大な支障をきたす恐れがあるため。 

別紙様式第１９号 
 

博士論文（全文）公表の一時的な保留事由消滅に係る届出書 
 

                                                                       
令和  年  月  日 

 
  鹿屋体育大学長 様 
                                  （フリガナ）  
                                   氏名                         （署名） 
                                   学位の区分   課程博士 ・ 論文博士 
                                   所属（専攻まで記入）                        
                                   学籍番号（課程博士のみ）                     
                                   学位取得後の連絡先 
                                    住所：〒                               
                                    電話：                                
                                    E-mail：                               
 
私が提出した博士論文（全文）について、インターネット公表の保留事項については、以下のとおりとなりま

したので、届け出します。 
 
※※ 以以下下のの□□ににチチェェッックク及及びび必必要要箇箇所所にに記記入入ししててくくだだささいい。。  

 
□【図図書書出出版版、、学学術術ジジャャーーナナルル等等掲掲載載】】 

項 目 報告内容 出版社等の著作権ポリシーの確認結果 

 
□図書出版 
 

□出版しなかった （全文の公表となります） 

□出版済み 
□公表が可であることを確認 
□公表が不可であることを確認（※） 

□学術ジャーナ
ル等への掲載 

□投稿しなかった 
□掲載されなかった 

（全文の公表となります） 

□掲載済み 
□公表が可であることを確認 
□公表が不可であることを確認（※） 

（※）「公表が不可であることを確認」の場合、根拠となる書類を添付してください。 
 
□【特特許許・・実実用用新新案案出出願願】】 

報告内容 インターネット公表方法について 

□特許を出願しなかった 
□出願公開済み（令和  年  月） 

（全文の公表となります） 
□実用新案を出願しなかった 
□審査結果確定済み（令和  年  月） 

 
□【そそのの他他のの事事由由のの消消滅滅】】  

報告内容 インターネット公表方法について 

（具体的な事由を記載してください） 

（全文の公表となります） 
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  鹿鹿 屋屋 体体 育育 大大 学学 学学 位位 論論 文文 等等 のの 作作 成成 要要 領領  

  

平成元年２月１５日 

学 長 裁 定 

改正 平成１７年３月２２日 

                               平成２３年２月１７日 

                              平成２３年９月１５日 

                              平成２４年２月２３日 

平成３１年４月１９日 

 

１ 趣旨 

  この要領は、鹿屋体育大学学位細則（昭和６３年細則第５号）第３５条の規定に基づき、

 学位論文及び論文概要の作成要領について必要な事項を定める。 

 

２ 学位論文の作成要領 

(1) 原稿のフォーマット 

原稿は、ワードプロセッサーで作成する（A４ 判縦置き横書き）。本文は全角40字30行

（ダブルスペース、英文綴りおよび数値は半角）で、上下2.5㎝、左2.5㎝、右2㎝の余白

をとり、フォントの大きさは、英文は12ポイント（Times New Roman）、和文は10.5ポイ

ント（本文は明朝体、見出しはゴシック体）とする。本文は原則として現代かなづかいと

し、外国語をかな書きする場合は、カタカナ表記とする。 

(2) 論文の表紙及び背表紙は、図１のとおりとする。 

(3) 論文の執筆体裁は、原則として図２のとおりとし、１枚目に論文題目等を記し、２枚目

から論文の内容を記載するものとする。 

   なお、２枚目から頁番号を付すこと。 

 

３ 論文概要の作成要領 

 (1) 用紙は、Ａ４判（縦長横書き）とする。 

 (2) 印字体は、前記２（１）の学位論文の作成要領に準じ、論文概要を和文で１８００字か

ら２０００字程度又は英文８００語程度で執筆するものとする。 

  (3) 執筆体裁は、図３のとおりとし、文頭に「論文概要」と記載のうえ、論文題目及び氏名

  を記し、引き続き、論文の概要を記載するものとする。 

 

４ 論文作成上の注意 

  以下の(1)～(10)については、日本体育学会の許可を得て、体育学研究投稿規定を一部変 

更したものを本学の論文作成上の注意とするものです。 

 

(1）題目 

題目は、研究の内容を的確に表現しうるものであることとする。副題をつける場合には、 

コロン（：）で続ける。 

(2）符号 

次のような符号を用いる。 

ア ピリオド（．）およびコンマ（，） 

イ 中黒（・） 

相互に密接な関係にあって、一帯となる文字や語句などを結ぶ際には中黒（・）を

用いる。アルファベット文字を用いた用語には、中黒は使わない。 

ウ ハイフン（-） 

対語・対句の連結、合成語、ページの表記に用い、半角とする。 

エ ダッシュ（－） 

全角1文字分のダッシュ（－）は期間や区間を示すのに用いる。波ダッシュ（～）

は原則として用いない。全角2文字分のダッシュ（――）は注釈的な説明をするのに

用いる。 

オ 引用符は、和文の場合には「」を、英文の場合には“ ” を用いる。 

カ コロン（：） 

副題、説明、引用文などを導く場合に用いる。 

キ セミコロン（；） 

複数の文献が連続する場合に用いる。 

ク 省略符（…） 

引用文の一部あるいは前後を省略する場合は、和文の場合には3点リーダー（…）、

英文の場合には下付の3点リーダー（...）を用いる。 

(3）数字 

ア 数を表示する場合は、原則としてアラビア数字を用い半角とする。 

イ 文字や記号の隅につける添え字はその位置に明瞭に表記する。 

(4）単位 

計量単位は、原則として、国際単位系（SI単位系）とする。 

(5）略語 

論文中において高い頻度で使用される用語に対して、著者が便宜的に省略した語を用い

る場合は、初出時に略さず明記し、（以下「………」と略す）と添え書きしてから、以後

その略語を用いる。 

(6）引用 

論文中で文献を引用する場合には、基本的な文献を厳選し、正確に引用すること。引用

した文献はすべて文献表に掲載する。本文中の文献は原則として著者名と発行年で示すこ

と。ただし、この方式で表記することが著しく困難な場合はこの限りではない。 

ア 本文中で文献の一部を直接引用するときは、引用した語句または文章を、和文の場

合には「」、英文の場合には“ ”でくくること。 

イ 著者が2名の場合、和文の場合には中黒（・）、英文の場合には“and”を用いてつ

なぐこと。ただし、著者が3名以上の場合は、筆頭著者の姓の後に、和文の場合には

「ほか」、英文の場合には“et al.” を用いる。複数の文献が連続する場合はセミ

コロン（；）でつなぐこと。 

ウ 本文中で参照した文献を明記する場合には、次のような形で著者名と発行年を記入

する。同一著者の文献が複数ある場合には、括弧内の発行年をコンマ（，）でつなぐ

こと。同一著者の同一年に発行された複数の論文は発行年の後にa、 b、 c、 …をつ
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  鹿鹿 屋屋 体体 育育 大大 学学 学学 位位 論論 文文 等等 のの 作作 成成 要要 領領  
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学 長 裁 定 

改正 平成１７年３月２２日 
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                              平成２３年９月１５日 

                              平成２４年２月２３日 

平成３１年４月１９日 
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キ セミコロン（；） 

複数の文献が連続する場合に用いる。 

ク 省略符（…） 

引用文の一部あるいは前後を省略する場合は、和文の場合には3点リーダー（…）、

英文の場合には下付の3点リーダー（...）を用いる。 
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なぐこと。ただし、著者が3名以上の場合は、筆頭著者の姓の後に、和文の場合には

「ほか」、英文の場合には“et al.” を用いる。複数の文献が連続する場合はセミ
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ウ 本文中で参照した文献を明記する場合には、次のような形で著者名と発行年を記入

する。同一著者の文献が複数ある場合には、括弧内の発行年をコンマ（，）でつなぐ
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けて区別する。 

エ 翻訳書の著者を表記するときは、カタカナ表記とする。 

オ 翻訳書と原著の両方を引用したときには、翻訳書は上記エに従って記入する。原著

は英文表記とする。 

(7）注記 

注は本文あるいは図表で説明するのが適切ではなく、しかも補足的に説明することが明

らかに必要なときのみに用いる。その数は最小限にとどめること。注をつける場合は、本

文のその箇所に注1）、注2）のように通し番号をつけ、本文と論文末の文献表との間に一

括して番号順に記載する。注記の見出し語は「注」とする。 

  なお、章毎に注をつけてもよい。 

(8）特殊文字 

ア ゴシック 

ゴシックは見出し語のみに使用する。本文中の特定語句を強調するためのゴシック

体の使用はさけること。 

イ イタリック 

次の場合にはイタリック体を用いることができる。 

(ア) 数式中の数 

    (イ）数値や量 

(ウ）統計法に用いられる記号 

     (エ）動物・植物の学名 

       本文中の欧語を強調するためにイタリック体を使用することは、引用の場合 

などを除いて避けること。 

 (オ）アンダーライン 

文意を強調するためのアンダーラインは使用しないこと。 

(9）図表の作成 

図表は、本文の内容近くに適宜入れ込む形で作成すること。 

ただし、図表を組み込むことが困難な場合は、該当する本文の頁の次頁に図表の頁を入

れ込む形で作成してもよい。 

なお、章毎に一括して（各章末に）作成してもよい。 

図のタイトルはゴシックで下に、表のタイトルは上に記し、本文を通して図表それぞれ

に番号を付けること。なお、図表注は表の下に一つ一つ改行し、注符号は上つきダガーで

†、††、†††などの順に用い、アスタリスク（*、**、***）は統計学上の有意水準を

示すときにのみ用いる。 

(10)文献表の作成 

文献表の見出し語は「文献」とする。文献の記載は原則として著者名のアルファベット

順とし、書誌データには通常、著者名・発行年・題目（書名）・誌名・出版社・ページな

どの情報が含まれる。書式は下記の例にならうこと。 

なお、章毎に示し、論文の巻末には、すべての文献の文献一覧表を作成してもよい。 

ア 定期刊行物（いわゆる雑誌）の書き方 

定期刊行物の場合の書誌データの表記は、著者名（発行年）論文名．誌名，巻

(号）：ページ．の順とする。 

(ア）著者名および発行年 

共著の場合、和文の場合には中黒（・）、英文の場合には“and”で続ける。

ただし、英文で3人以上の場合にはコンマ（，）でつなぎ、最後の著者の前だけ

に“and”を入れる。発行年は著者名のすぐ後の（ ）内に記入し、論文名と区

切る。著者名の前に番号は不要。同一著者、同発行年の複数の論文を引用した

場合は年号の後にa、b、c、…をつける。 

(イ）論文名 

論文名の最後はピリオド（．）を打つこと。英文では、題目の最初の文字だ 

けを大文字にする。 

(ウ）誌名 

和文誌の場合は略記せず、必ず誌名全体を記載すること。英文誌の場合は、 

その雑誌に指定された略記法、または広く慣用的に用いられている略記法に従

うこと。それ以外は省略しないこと。誌名の最後はコンマ（，）をつけること。 

(エ）巻号およびページ 

巻数の後にコロン（：）をつけ論文の開始ページと終了ページを省略しない 

でハイフン（-）で結び、最後にピリオド（．）を打つこと。同一巻が通しペー

ジとなっていない場合には、号数を（ ）で巻数の後に示すこと。 

イ 単行本の書き方 

書き方の原則は定期刊行物の項に従うこと。 

(ア）単行本全体の場合 

著者名（発行年）書名（版数、ただし初版は省略）．発行所：発行地，引用 

ページ（p.またはpp.）の形式とする。なお、引用箇所が限定できない場合には、 

ページは省略する。また、編集（監修）書の場合には、「編」、「監」、ある 

いは「編著」と表記する。英文では編集者が1人の場合は（Ed.）、複数の場合 

は（Eds.）をつける。 

(イ）単行本の一部の場合 

論文（章）著者、論文（章）の題名の後に編集（監修）者名と「編」、「監 

修」、「編者」などをつける。英文の場合には、“In:”をつけたあと編集 

（監修）者名と（Ed.）、または（Eds.）をつける。 

(ウ）翻訳書の場合 

原著者の姓をカタカナ表記し、その後ろにコロン（：）をつけて訳者の姓名 

を記入する。共訳の場合は中黒で、訳者が3人以上の場合は「：…ほか訳」と省 

略して筆頭訳者だけ記入する。英文の翻訳書の場合、原著の書誌データは執筆 

者が必要と判断した場合に最後に＜ ＞内に付記する。 
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書き方の原則は定期刊行物の項に従うこと。 
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いは「編著」と表記する。英文では編集者が1人の場合は（Ed.）、複数の場合 
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（監修）者名と（Ed.）、または（Eds.）をつける。 

(ウ）翻訳書の場合 

原著者の姓をカタカナ表記し、その後ろにコロン（：）をつけて訳者の姓名 
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図１ （論文の表紙等）  
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図２（論文の執筆体裁）                             
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図１ （論文の表紙等）  
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鹿鹿屋屋体体育育大大学学修修士士論論文文のの提提出出条条件件にに関関すするる申申合合せせ  
 
                                平成２０年 ２月２１日 

                                                         研 究 科 委 員 会 決 定      
                                                    改正 平成２３年 ２月２２日 

平成２６年 ３月１０日 
                               令和 ２年 ３月２５日 

 
 （趣旨） 
第１ この申合せは、鹿屋体育大学学位規則第７条第１項に規定する修士の学位論文（以下

「修士論文」という。）の提出に関し必要な事項を定めるものである。 
 
 （修士論文の提出条件等） 
第２ 修士論文の提出に当たっては、次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。 

(1) 在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文であること。なお、    

公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研究紀要も含む。）に掲載された学術論文、

学会大会での発表（口頭、ポスター等の形式は問わない。）、その他公開発表と研究科教

務委員会が認めたものをいう。 

(2) 特定課題研究は、研究科委員会がその成果を個別に審査し、第１号に規定する条件と同

等以上の内容であると認めた研究であること。 
(3) スーパー・スチューデント対象で入学した者の修士論文は、研究科委員会が個別に審査

し、研究内容が第１号又は第２号に規定する条件と同等以上であると認められた研究であ

ること。 
２  発表した論文は、本人が筆頭著者（発表者）であること。 
 
   （早期修了者の修士論文の提出条件等） 
第３ 学則第５１条第１項ただし書きに定める早期修了を適用する者の修士論文の提出条件は、

日本学術会議に日本学術会議協力学術研究団体として承認された学会・研究会等又は日本ス

ポーツ体育健康科学学術連合に加盟学術団体として承認された学会・研究会等（以下「学術

研究団体」という。）が発行し、査読がある学術雑誌又は審査規定が明記された英文学術雑

誌に掲載された学術論文１編を基に作成した修士論文（日本語又は英語に限る。）であるこ

ととする。 
２ 第１項の規定にかかわらず、学術雑誌の発行団体（学会等）の掲載可（accepted）の証明

書がある場合に限り、印刷中の学術論文も審査対象とする。 
３ 大学紀要（本学紀要も含む。）又はそれに準ずる雑誌に掲載された論文については、第１

項においては審査対象としない。 
４ 大学院修士課程入学以降に投稿された論文を対象とする。 
５ 英文学術雑誌とは、論文全体を英語で執筆することが投稿規定で義務化され、国際的に高

い評価を得ている雑誌とする。 
 

  （雑則） 
第４ 修士論文の提出に関し、この申合せによりがたい場合には、研究科委員会がその都度定

める。 
 

 
       附 則 

    １ この申合せは、平成２０年４月１日から施行し、平成１９年度入学者から適用する。 
  ２ 鹿屋体育大学修士課程学位論文の提出条件に関する申合せ（平成１９年３月１日研究   

科教務委員会決定）は、廃止する。 
 
       附 則（平２３．２．２２） 

    １ この申合せは、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度入学者から適用する。 
  ２ 平成２２年度以前に本学大学院修士課程に入学した者の学位論文の提出に当たって    

は、次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。 
  (1) 在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文であること。な    

お、公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研究紀要も含む。）に掲載された

論文、学会大会（本学学術研究会等を含む。）での発表（口頭、ポスター等の形式は

問わない。）、その他公開発表と研究科教務委員会が認めたものをいう。 

    (2) 審査規定が明記された英文学術雑誌に掲載された原著論文１編の別刷りをもって、

学位論文に代えることができる。 
(3) 特定課題研究は、研究科委員会がその成果を個別に審査し、第１号に規定する条件

と同等以上の内容であると認めた研究であること。 
  (4) スーパー・スチューデント対象で入学した者の学位論文は、研究科委員会が個別に

審査し、研究内容が第１号又は第２号に規定する条件と同等以上であると認められた

研究であること。 

   （5）発表した論文は、本人が筆頭著者（発表者）であること。 

   （6）英文学術雑誌とは、論文全体を英語で執筆することが投稿規定で義務化され、国際    

的に高い評価を得ている（impact factor を有する）雑誌とする。 
 
     附 則（平２６．３．１０） 

   １ この申合せは、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年４月１日以降の入学者から

適用する。 

  ２ 平成２５年１０月１日に在学している者の修士論文の提出に当たっては、次の各号の

いずれかの条件を満たすものとする。 
(1) 在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文であること。な

お、公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研究紀要も含む。）に掲載された

論文、学会大会での発表（口頭、ポスター等の形式は問わない。）、その他公開発表

と研究科教務委員会が認めたものをいう。 

    (2) 審査規定が明記された英文学術雑誌に掲載された原著論文１編の別刷りをもって、

修士論文に代えることができる。 

(3) 特定課題研究は、研究科委員会がその成果を個別に審査し、上記第２項第１号に

規定する条件と同等以上の内容であると認めた研究であること。 

(4) スーパー・スチューデント対象で入学した者の修士論文は、研究科委員会が個別

に審査し、研究内容が上記第２項第１号又は第２号に規定する条件と同等以上である

と認められた研究であること。 

３  発表した論文は、本人が筆頭著者（発表者）であること。 

４  英文学術雑誌とは、論文全体を英語で執筆することが投稿規定で義務化され、国際的
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鹿鹿屋屋体体育育大大学学修修士士論論文文のの提提出出条条件件にに関関すするる申申合合せせ  
 
                                平成２０年 ２月２１日 

                                                         研 究 科 委 員 会 決 定      
                                                    改正 平成２３年 ２月２２日 

平成２６年 ３月１０日 
                               令和 ２年 ３月２５日 

 
 （趣旨） 
第１ この申合せは、鹿屋体育大学学位規則第７条第１項に規定する修士の学位論文（以下

「修士論文」という。）の提出に関し必要な事項を定めるものである。 
 
 （修士論文の提出条件等） 
第２ 修士論文の提出に当たっては、次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。 

(1) 在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文であること。なお、    

公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研究紀要も含む。）に掲載された学術論文、

学会大会での発表（口頭、ポスター等の形式は問わない。）、その他公開発表と研究科教

務委員会が認めたものをいう。 

(2) 特定課題研究は、研究科委員会がその成果を個別に審査し、第１号に規定する条件と同

等以上の内容であると認めた研究であること。 
(3) スーパー・スチューデント対象で入学した者の修士論文は、研究科委員会が個別に審査

し、研究内容が第１号又は第２号に規定する条件と同等以上であると認められた研究であ

ること。 
２  発表した論文は、本人が筆頭著者（発表者）であること。 
 
   （早期修了者の修士論文の提出条件等） 
第３ 学則第５１条第１項ただし書きに定める早期修了を適用する者の修士論文の提出条件は、

日本学術会議に日本学術会議協力学術研究団体として承認された学会・研究会等又は日本ス

ポーツ体育健康科学学術連合に加盟学術団体として承認された学会・研究会等（以下「学術

研究団体」という。）が発行し、査読がある学術雑誌又は審査規定が明記された英文学術雑

誌に掲載された学術論文１編を基に作成した修士論文（日本語又は英語に限る。）であるこ

ととする。 
２ 第１項の規定にかかわらず、学術雑誌の発行団体（学会等）の掲載可（accepted）の証明

書がある場合に限り、印刷中の学術論文も審査対象とする。 
３ 大学紀要（本学紀要も含む。）又はそれに準ずる雑誌に掲載された論文については、第１

項においては審査対象としない。 
４ 大学院修士課程入学以降に投稿された論文を対象とする。 
５ 英文学術雑誌とは、論文全体を英語で執筆することが投稿規定で義務化され、国際的に高

い評価を得ている雑誌とする。 
 

  （雑則） 
第４ 修士論文の提出に関し、この申合せによりがたい場合には、研究科委員会がその都度定

める。 
 

 
       附 則 

    １ この申合せは、平成２０年４月１日から施行し、平成１９年度入学者から適用する。 
  ２ 鹿屋体育大学修士課程学位論文の提出条件に関する申合せ（平成１９年３月１日研究   

科教務委員会決定）は、廃止する。 
 
       附 則（平２３．２．２２） 

    １ この申合せは、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度入学者から適用する。 
  ２ 平成２２年度以前に本学大学院修士課程に入学した者の学位論文の提出に当たって    

は、次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。 
  (1) 在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文であること。な    

お、公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研究紀要も含む。）に掲載された

論文、学会大会（本学学術研究会等を含む。）での発表（口頭、ポスター等の形式は

問わない。）、その他公開発表と研究科教務委員会が認めたものをいう。 

    (2) 審査規定が明記された英文学術雑誌に掲載された原著論文１編の別刷りをもって、

学位論文に代えることができる。 
(3) 特定課題研究は、研究科委員会がその成果を個別に審査し、第１号に規定する条件

と同等以上の内容であると認めた研究であること。 
  (4) スーパー・スチューデント対象で入学した者の学位論文は、研究科委員会が個別に

審査し、研究内容が第１号又は第２号に規定する条件と同等以上であると認められた

研究であること。 

   （5）発表した論文は、本人が筆頭著者（発表者）であること。 

   （6）英文学術雑誌とは、論文全体を英語で執筆することが投稿規定で義務化され、国際    

的に高い評価を得ている（impact factor を有する）雑誌とする。 
 
     附 則（平２６．３．１０） 

   １ この申合せは、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年４月１日以降の入学者から

適用する。 

  ２ 平成２５年１０月１日に在学している者の修士論文の提出に当たっては、次の各号の

いずれかの条件を満たすものとする。 
(1) 在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文であること。な

お、公開で発表した研究とは、学術雑誌（本学学術研究紀要も含む。）に掲載された

論文、学会大会での発表（口頭、ポスター等の形式は問わない。）、その他公開発表

と研究科教務委員会が認めたものをいう。 

    (2) 審査規定が明記された英文学術雑誌に掲載された原著論文１編の別刷りをもって、

修士論文に代えることができる。 

(3) 特定課題研究は、研究科委員会がその成果を個別に審査し、上記第２項第１号に

規定する条件と同等以上の内容であると認めた研究であること。 

(4) スーパー・スチューデント対象で入学した者の修士論文は、研究科委員会が個別

に審査し、研究内容が上記第２項第１号又は第２号に規定する条件と同等以上である

と認められた研究であること。 

３  発表した論文は、本人が筆頭著者（発表者）であること。 

４  英文学術雑誌とは、論文全体を英語で執筆することが投稿規定で義務化され、国際的
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に高い評価を得ている雑誌とする。 
 
附 則（令２．３．２５） 

この申合せは、令和２年４月１日から施行する。 

 

鹿鹿屋屋体体育育大大学学修修士士論論文文審審査査基基準準  
 
                                  平成２６年１月３０日 

                                                          研 究 科 委 員 会 決 定      
                           改正  平成２６年６月２７日 

 （趣旨） 
第１ この基準は、鹿屋体育大学学位細則第９条第３項に基づき、修士の学位論文（以下「修

士論文」という。）の審査基準に関し必要な事項を定める。 
 
 （修士論文の審査基準） 
第２ 修士論文の審査は、在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文

について、以下の審査基準をもって行うものとする。 
 (1) 研究テーマの適切性 

ア 研究テーマ設定の背景・問題、現場への有用性や学術的・社会的意義が適切に示さ

れている。 
イ 研究目的や課題が適切で、明確である。 

(2) 文献研究の適切性 
ア 研究テーマに関連する先行研究を適切に整理・概観している。 
イ 自らの研究に対して先行研究を適切に関連づけ、活用している。 

(3) 研究方法の妥当性 
ア 研究目的等を達成するために妥当な研究方法が選択されている。 
イ 選択した研究方法の妥当性やその方法を適切に示している。 
ウ 研究を遂行するに当たり、適切な倫理的配慮が示されている。 

(4) 論理の一貫性 
ア 研究論文全体を通して、論理展開に整合性、一貫性がある。 
イ 研究目的や課題に対して、資料・データ等から論理的に明確な結論が述べられてい

る。 
(5) 研究の独自性・独創性 

研究テーマ、目的・課題設定、研究方法、結論等に独自性や独創性が認められる。 
(6) 論文構成・体裁の適切性 

本学の学位論文作成要領等に従って、適切に修士論文が作成されている。 
 
 （特定課題の研究成果の審査基準） 
第３ 特定課題の研究成果の審査は、研究成果を説明する特定課題研究報告書（あるいは副本）

を手がかりに、以下の審査基準をもって行うものとする。 
なお、本学で想定している特定課題の研究成果とは、競技パフォーマンス・演技や作品、

授業・指導（コーチング）・運営（マネジメント）・起業実践、視聴覚教材・コンピュー

タソフトウェアの開発、学習・指導支援プログラムの作成、実験装置・データの専門的処

理等の開発等とする。 
(1) 研究テーマの適切性 

ア 研究テーマ設定の背景・問題、現場への有用性や学術的・社会的意義が適切に示さ

れている。 
イ 研究目的や課題が適切で、明確である。 

(2)  文献研究の適切性 
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に高い評価を得ている雑誌とする。 
 
附 則（令２．３．２５） 

この申合せは、令和２年４月１日から施行する。 

 

鹿鹿屋屋体体育育大大学学修修士士論論文文審審査査基基準準  
 
                                  平成２６年１月３０日 

                                                          研 究 科 委 員 会 決 定      
                           改正  平成２６年６月２７日 

 （趣旨） 
第１ この基準は、鹿屋体育大学学位細則第９条第３項に基づき、修士の学位論文（以下「修

士論文」という。）の審査基準に関し必要な事項を定める。 
 
 （修士論文の審査基準） 
第２ 修士論文の審査は、在学中において、公開で発表した研究内容に基づき作成された論文

について、以下の審査基準をもって行うものとする。 
 (1) 研究テーマの適切性 

ア 研究テーマ設定の背景・問題、現場への有用性や学術的・社会的意義が適切に示さ

れている。 
イ 研究目的や課題が適切で、明確である。 

(2) 文献研究の適切性 
ア 研究テーマに関連する先行研究を適切に整理・概観している。 
イ 自らの研究に対して先行研究を適切に関連づけ、活用している。 

(3) 研究方法の妥当性 
ア 研究目的等を達成するために妥当な研究方法が選択されている。 
イ 選択した研究方法の妥当性やその方法を適切に示している。 
ウ 研究を遂行するに当たり、適切な倫理的配慮が示されている。 

(4) 論理の一貫性 
ア 研究論文全体を通して、論理展開に整合性、一貫性がある。 
イ 研究目的や課題に対して、資料・データ等から論理的に明確な結論が述べられてい

る。 
(5) 研究の独自性・独創性 

研究テーマ、目的・課題設定、研究方法、結論等に独自性や独創性が認められる。 
(6) 論文構成・体裁の適切性 

本学の学位論文作成要領等に従って、適切に修士論文が作成されている。 
 
 （特定課題の研究成果の審査基準） 
第３ 特定課題の研究成果の審査は、研究成果を説明する特定課題研究報告書（あるいは副本）

を手がかりに、以下の審査基準をもって行うものとする。 
なお、本学で想定している特定課題の研究成果とは、競技パフォーマンス・演技や作品、

授業・指導（コーチング）・運営（マネジメント）・起業実践、視聴覚教材・コンピュー

タソフトウェアの開発、学習・指導支援プログラムの作成、実験装置・データの専門的処

理等の開発等とする。 
(1) 研究テーマの適切性 

ア 研究テーマ設定の背景・問題、現場への有用性や学術的・社会的意義が適切に示さ

れている。 
イ 研究目的や課題が適切で、明確である。 

(2)  文献研究の適切性 
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ア 研究テーマに関連する先行研究を適切に整理・概観している。 
イ 自らの研究に対して先行研究を適切に関連づけ、活用している。 

(3) 研究方法の妥当性 
ア 研究目的等を達成するために妥当な研究方法が選択されている。 
イ 選択した研究方法の妥当性やその方法を適切に示している。 
ウ 研究を遂行するに当たり、適切な倫理的配慮が示されている。 

(4) 論理の一貫性 
ア 報告書全体を通して、論理展開に整合性、一貫性がある。 
イ 研究目的や課題に対して、資料・データ等から論理的に明確な結論が述べられてい

る。 
(5) 研究の独自性・独創性 

研究テーマ、目的・課題設定、研究方法、結論等に独自性や独創性が認められる。 
(6) 報告書構成・体裁の適切性 

本学の学位論文作成要領等に準じて、適切に報告書が作成されている。 
 
  （雑則） 
第４ 修士論文の審査基準に関し、この基準によりがたい場合には、研究科委員会がその都度

定める。 
 
 
       附 則 

   この基準は、平成２６年１月３０日から施行し、平成２５年１０月１日から適用する。 
 
       附 則（平２６．６．２７） 

   この基準は、平成２６年６月２７日から施行する。 
 

 

 
 
 
 

長長期期ににわわたたるる教教育育課課程程のの履履修修にに関関すするる規規程程  
 

平成１８年 ３ 月 ２ 日

        規 程  第 ３ 号

                                   改正 平成２６年 ３ 月２０日 

                                                 規 程  第 ４ 号 

平成２７年 ３ 月１１日            

規 程  第 ４ 号   

平成３１年４月１９日 

規 程 第 １ ５ 号 

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 

規 程 第 ３ ４ 号 

令和３年８月１０日 

規 程 第 ３ ９ 号 

 

   

（趣旨） 

第１条 この規程は、鹿屋体育大学学則（以下「学則」という。）第３０条の２及び第 

４９条の２の規定に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）における長期にわ

たる教育課程の履修（以下「長期履修」という。）について必要な事項を定める。 

 

（対象となる学生） 

第２条 長期履修を願い出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 職業を有している者 

(2) その他長期履修を必要とする事由があると認められる者 

 

（長期履修の期間） 

第３条 長期履修の期間の最長年限は、学則第１５条第１項及び第３９条に規定する在学

年限の範囲内とする。 

 

（申請手続） 

第４条 長期履修を希望する者は、長期履修申請書（別紙様式１）を学長に申請するもの

とする。ただし、大学院については、別に定める期間内に申請するものとする。 

２ 前項の規定による申請があったときは、教務委員会又は研究科教務委員会の議を経て、

学長が許可する。 

 

（授業料） 

第５条 長期履修を認められた者（以下「長期履修学生」という。）の授業料は、別に 
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ア 研究テーマに関連する先行研究を適切に整理・概観している。 
イ 自らの研究に対して先行研究を適切に関連づけ、活用している。 

(3) 研究方法の妥当性 
ア 研究目的等を達成するために妥当な研究方法が選択されている。 
イ 選択した研究方法の妥当性やその方法を適切に示している。 
ウ 研究を遂行するに当たり、適切な倫理的配慮が示されている。 

(4) 論理の一貫性 
ア 報告書全体を通して、論理展開に整合性、一貫性がある。 
イ 研究目的や課題に対して、資料・データ等から論理的に明確な結論が述べられてい

る。 
(5) 研究の独自性・独創性 

研究テーマ、目的・課題設定、研究方法、結論等に独自性や独創性が認められる。 
(6) 報告書構成・体裁の適切性 

本学の学位論文作成要領等に準じて、適切に報告書が作成されている。 
 
  （雑則） 
第４ 修士論文の審査基準に関し、この基準によりがたい場合には、研究科委員会がその都度

定める。 
 
 
       附 則 

   この基準は、平成２６年１月３０日から施行し、平成２５年１０月１日から適用する。 
 
       附 則（平２６．６．２７） 

   この基準は、平成２６年６月２７日から施行する。 
 

 

 
 
 
 

長長期期ににわわたたるる教教育育課課程程のの履履修修にに関関すするる規規程程  
 

平成１８年 ３ 月 ２ 日

        規 程  第 ３ 号

                                   改正 平成２６年 ３ 月２０日 

                                                 規 程  第 ４ 号 

平成２７年 ３ 月１１日            

規 程  第 ４ 号   

平成３１年４月１９日 

規 程 第 １ ５ 号 

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 

規 程 第 ３ ４ 号 

令和３年８月１０日 

規 程 第 ３ ９ 号 

 

   

（趣旨） 

第１条 この規程は、鹿屋体育大学学則（以下「学則」という。）第３０条の２及び第 

４９条の２の規定に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）における長期にわ

たる教育課程の履修（以下「長期履修」という。）について必要な事項を定める。 

 

（対象となる学生） 

第２条 長期履修を願い出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 職業を有している者 

(2) その他長期履修を必要とする事由があると認められる者 

 

（長期履修の期間） 

第３条 長期履修の期間の最長年限は、学則第１５条第１項及び第３９条に規定する在学

年限の範囲内とする。 

 

（申請手続） 

第４条 長期履修を希望する者は、長期履修申請書（別紙様式１）を学長に申請するもの

とする。ただし、大学院については、別に定める期間内に申請するものとする。 

２ 前項の規定による申請があったときは、教務委員会又は研究科教務委員会の議を経て、

学長が許可する。 

 

（授業料） 

第５条 長期履修を認められた者（以下「長期履修学生」という。）の授業料は、別に 
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定める。 

 

（履修期間の変更） 

第６条 長期履修学生で履修期間の短縮を希望する場合は、別に定める期間内に長期履修

期間短縮申請書（別紙様式２）を学長に申請するものとする。  
 
２ 前項の規定による申請があったときは、教務委員会又は研究科教務委員会の議を経て、

学長が許可する。 

３ 履修期間の延長については原則として認めないが、長期履修期間中に休学が許可され

た場合に限り、許可された休学期間分のみを延長する。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１８年３月２日から施行する。 

 

附 則（平２６．３．２０規程第４号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２７．３．１１規程第４号） 

この規程は、平成２７年３月１１日から施行する。 

 

    附 則（平３１．４．１９規程第１５号） 

  この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

 

    附 則（令３． ７． １規程第３４号） 

  この規程は、令和３年７月１日から施行する。 

 

    附 則（令３．８．１０規程第３９号） 

  この規程は、令和３年 月 日から施行する。 

  

 

別紙様式１（第４条関係） 

長 期 履 修 申 請 書 
 

  
   ふ り が な   
 氏    名                                                       （署名）  
 （学籍番号）  

  

 

  
課    程        

 

 

  

 

 
鹿屋体育大学長  様 

 
    下記の理由により、長期履修を希望したいので申請します。 

 
令和  年  月  日 

 

  
[入学後の研究計画概要]  

  

  

  

  

  

  
[入学年度]            令和   年度  
[長期履修計画年数]        令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日   
[長期履修の必要性・長期履修計画]     

  

  

  

  

  

  

  

 

   
 指導教員の意見   

                           指導教員氏名       （署名）  

   

※入学後 1 年を超えて長期履修を申請する場合は、別途理由書（様式任意）を添付すること。 
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定める。 

 

（履修期間の変更） 

第６条 長期履修学生で履修期間の短縮を希望する場合は、別に定める期間内に長期履修

期間短縮申請書（別紙様式２）を学長に申請するものとする。  
 
２ 前項の規定による申請があったときは、教務委員会又は研究科教務委員会の議を経て、

学長が許可する。 

３ 履修期間の延長については原則として認めないが、長期履修期間中に休学が許可され

た場合に限り、許可された休学期間分のみを延長する。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１８年３月２日から施行する。 

 

附 則（平２６．３．２０規程第４号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２７．３．１１規程第４号） 

この規程は、平成２７年３月１１日から施行する。 

 

    附 則（平３１．４．１９規程第１５号） 

  この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

 

    附 則（令３． ７． １規程第３４号） 

  この規程は、令和３年７月１日から施行する。 

 

    附 則（令３．８．１０規程第３９号） 

  この規程は、令和３年 月 日から施行する。 

  

 

別紙様式１（第４条関係） 

長 期 履 修 申 請 書 
 

  
   ふ り が な   
 氏    名                                                       （署名）  
 （学籍番号）  

  

 

  
課    程        

 

 

  

 

 
鹿屋体育大学長  様 

 
    下記の理由により、長期履修を希望したいので申請します。 

 
令和  年  月  日 

 

  
[入学後の研究計画概要]  

  

  

  

  

  

  
[入学年度]            令和   年度  
[長期履修計画年数]        令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日   
[長期履修の必要性・長期履修計画]     

  

  

  

  

  

  

  

 

   
 指導教員の意見   

                           指導教員氏名       （署名）  

   

※入学後 1 年を超えて長期履修を申請する場合は、別途理由書（様式任意）を添付すること。 
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別紙様式２（第６条関係） 

長 期 履 修 期 間 短 縮 申 請 書 
 

 

  
   ふ り が な   
 氏    名                                                    （署名）  
  （学籍番号）  

  

  

 
 課    程                                  

 

 

 

  

 

 
鹿屋体育大学長  様 

 
    下記の理由により、履修期間を短縮したいので申請します。 

 
令和  年  月  日 

 

  
[入学年度]                   令和   年度  
[許可済みの長期履修期間]       令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日    
[長期履修計画年数]            令和  年  月  日 ～ 令和 年  月  日   
[履修期間の短縮理由]     

  

  

  

  

  

  

  

 

   
 指導教員の意見   

   

   

   

                           指導教員氏名       （署名）  

   

 

 

 学学生生のの成成績績等等へへのの異異議議申申立立ててにに関関すするる申申合合せせ  

 

平成２７年３月１９日  
教育研究評議会決定 

改正 平成２８年６月２３日 
令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 

 
(趣旨) 
第１ この申合せは、鹿屋体育大学体育学部の教育課程及び履修方法等に関する規程第 

 ２１条の２、平成２５年度以前の入学生の鹿屋体育大学体育学部教育課程及び履修方法

等に関する規程第２１条の２及び鹿屋体育大学大学院体育学研究科履修規程第１０条の

２及び第２１条の２に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）における学生の成

績等への異議申立てに関し、必要な事項を定める。 
 

(定義) 
第２ この申合せにおいて「学生」とは、本学に在学している学部学生及び大学院学生（科

目等履修生、特別聴講学生その他本学において授業科目を履修し、成績評価を受ける者

を含む。）をいう。 
 

(対応組織) 
第３ 学生の異議申立てに対応する組織は、学部学生にあっては教務委員会、大学院学生

にあっては研究科教務委員会とする。 
２ 当該委員会の委員が当事者である場合は、その委員が所属する系から、問題解決の間、

代理委員を立てる。 
 

(異議申立て) 
第４ 異議申立てを行う学生は、成績公開後、直近の学期開始日（４月１日又は１０月１

日）から７日以内（前期末又は学年末に卒業あるいは修了する場合にあっては成績公開

日から７日以内）（以下「異議申立て期限日」という。）に、異議申立書・再異議申立書

（別記様式第１号）を、教務課を経由して教務委員会委員長又は研究科教務委員会委員

長（以下「委員長」という。）へ提出しなければならない。 
２ 委員長は、前項の異議申立て受け付け後、原則として異議申立て期限日から１０日以

内（以下「回答期限日」という。）に教務委員会又は研究科教務委員会（以下「教務委員

会等」という。）の議を経て、異議申立て・再異議申立てに対する回答書（別記様式第２

号）により回答を行うものとする。ただし、回答期限日までに回答できない場合は、委

員長は、回答できない理由等を、異議申立てを行った学生に回答期限日前に説明するも

のとする。 
３ 異議申立ての回答に不服のある学生は、異議申立ての回答を受け取った日から原則と

して７日以内（以下「再異議申立て期限日」という。）に、異議申立書・再異議申立書（別

記様式第１号）により、再異議申立てを行うことができる。 
４ 委員長は、前項の再異議申立て受け付け後、原則として再異議申立て期限日から１４

日以内（以下「再異議申立て回答期限日」という。）に教務委員会等の議を経て、異議申
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別紙様式２（第６条関係） 

長 期 履 修 期 間 短 縮 申 請 書 
 

 

  
   ふ り が な   
 氏    名                                                    （署名）  
  （学籍番号）  

  

  

 
 課    程                                  

 

 

 

  

 

 
鹿屋体育大学長  様 

 
    下記の理由により、履修期間を短縮したいので申請します。 

 
令和  年  月  日 

 

  
[入学年度]                   令和   年度  
[許可済みの長期履修期間]       令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日    
[長期履修計画年数]            令和  年  月  日 ～ 令和 年  月  日   
[履修期間の短縮理由]     

  

  

  

  

  

  

  

 

   
 指導教員の意見   

   

   

   

                           指導教員氏名       （署名）  

   

 

 

 学学生生のの成成績績等等へへのの異異議議申申立立ててにに関関すするる申申合合せせ  

 

平成２７年３月１９日  
教育研究評議会決定 

改正 平成２８年６月２３日 
令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 

 
(趣旨) 
第１ この申合せは、鹿屋体育大学体育学部の教育課程及び履修方法等に関する規程第 

 ２１条の２、平成２５年度以前の入学生の鹿屋体育大学体育学部教育課程及び履修方法

等に関する規程第２１条の２及び鹿屋体育大学大学院体育学研究科履修規程第１０条の

２及び第２１条の２に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）における学生の成

績等への異議申立てに関し、必要な事項を定める。 
 

(定義) 
第２ この申合せにおいて「学生」とは、本学に在学している学部学生及び大学院学生（科

目等履修生、特別聴講学生その他本学において授業科目を履修し、成績評価を受ける者

を含む。）をいう。 
 

(対応組織) 
第３ 学生の異議申立てに対応する組織は、学部学生にあっては教務委員会、大学院学生

にあっては研究科教務委員会とする。 
２ 当該委員会の委員が当事者である場合は、その委員が所属する系から、問題解決の間、

代理委員を立てる。 
 

(異議申立て) 
第４ 異議申立てを行う学生は、成績公開後、直近の学期開始日（４月１日又は１０月１

日）から７日以内（前期末又は学年末に卒業あるいは修了する場合にあっては成績公開

日から７日以内）（以下「異議申立て期限日」という。）に、異議申立書・再異議申立書

（別記様式第１号）を、教務課を経由して教務委員会委員長又は研究科教務委員会委員

長（以下「委員長」という。）へ提出しなければならない。 
２ 委員長は、前項の異議申立て受け付け後、原則として異議申立て期限日から１０日以

内（以下「回答期限日」という。）に教務委員会又は研究科教務委員会（以下「教務委員

会等」という。）の議を経て、異議申立て・再異議申立てに対する回答書（別記様式第２

号）により回答を行うものとする。ただし、回答期限日までに回答できない場合は、委

員長は、回答できない理由等を、異議申立てを行った学生に回答期限日前に説明するも

のとする。 
３ 異議申立ての回答に不服のある学生は、異議申立ての回答を受け取った日から原則と

して７日以内（以下「再異議申立て期限日」という。）に、異議申立書・再異議申立書（別

記様式第１号）により、再異議申立てを行うことができる。 
４ 委員長は、前項の再異議申立て受け付け後、原則として再異議申立て期限日から１４

日以内（以下「再異議申立て回答期限日」という。）に教務委員会等の議を経て、異議申
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立て・再異議申立てに対する回答書（別記様式第２号）により回答を行うものとする。

ただし、再異議申立て回答期限日までに回答できない場合は、委員長は、回答できない

理由等を、再異議申立てを行った学生に再異議申立て回答期限日前に説明するものとす

る。 
 
（調査委員会） 
第５ 委員長は、第 4 第２項の異議申立て及び同第４項の再異議申立てを受け付けた場合、

調査委員会を設置することができる。 
２ 前項の調査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 教務委員会等副委員長 
 (2) 当該年度の教務委員会等委員 3 名（各系から 1 名） 

３   調査委員会は異議申立て及び再異議申立てに関し、調査を行いその結果を速やかに委

員長に報告するものとする。 
４ 委員長は、異議申立て及び再異議申立てを行った学生に対しては、適宜、途中経過を

説明するとともに、調査等終了後、速やかに、その結果を説明するものとする。 
 
（日数の計算） 

第６ 第４における日数の計算については、日曜日、 土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日を含むものとする。 

 
 

附 則 
 この申合せは、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度に実施された授業の成績

から適用する。 
 

附 則（平２８．６．２３） 
 この申合せは、平成２８年６月２３日から施行し、平成２８年度に実施された授業の成

績から適用する。 
 

附 則（令３．７．１） 
 この申合せは、令和３年７月１日から施行する。 
 
 
  

別記様式第１号（第４第１項、第４第３項関係） 
年  月  日 

異議申立書・再異議申立書 

 
 教 務 委 員 会 委 員 長   

殿 
 研究科教務委員会委員長 

                                    課程 

学籍番号         

                      氏   名            （署名） 

                      連 絡 先   ―    ―      

 
 
１ 成績評価についての異議申立て 

 
   開 講 期：  前・後  期 
 
   科 目 名：                       
 
   担当教員名：                       
 
 
２ 申立ての内容 （できるだけ詳しく記入すること） 
 
 
 
 
 
 

 

ｽﾎﾟｰﾂ総合 ／ 武  道 
修 士  ／ 博士後期 
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立て・再異議申立てに対する回答書（別記様式第２号）により回答を行うものとする。

ただし、再異議申立て回答期限日までに回答できない場合は、委員長は、回答できない

理由等を、再異議申立てを行った学生に再異議申立て回答期限日前に説明するものとす

る。 
 
（調査委員会） 
第５ 委員長は、第 4 第２項の異議申立て及び同第４項の再異議申立てを受け付けた場合、

調査委員会を設置することができる。 
２ 前項の調査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 教務委員会等副委員長 
 (2) 当該年度の教務委員会等委員 3 名（各系から 1 名） 

３   調査委員会は異議申立て及び再異議申立てに関し、調査を行いその結果を速やかに委

員長に報告するものとする。 
４ 委員長は、異議申立て及び再異議申立てを行った学生に対しては、適宜、途中経過を

説明するとともに、調査等終了後、速やかに、その結果を説明するものとする。 
 
（日数の計算） 

第６ 第４における日数の計算については、日曜日、 土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日を含むものとする。 

 
 

附 則 
 この申合せは、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度に実施された授業の成績

から適用する。 
 

附 則（平２８．６．２３） 
 この申合せは、平成２８年６月２３日から施行し、平成２８年度に実施された授業の成

績から適用する。 
 

附 則（令３．７．１） 
 この申合せは、令和３年７月１日から施行する。 
 
 
  

別記様式第１号（第４第１項、第４第３項関係） 
年  月  日 

異議申立書・再異議申立書 

 
 教 務 委 員 会 委 員 長   

殿 
 研究科教務委員会委員長 

                                    課程 

学籍番号         

                      氏   名            （署名） 

                      連 絡 先   ―    ―      

 
 
１ 成績評価についての異議申立て 

 
   開 講 期：  前・後  期 
 
   科 目 名：                       
 
   担当教員名：                       
 
 
２ 申立ての内容 （できるだけ詳しく記入すること） 
 
 
 
 
 
 

 

ｽﾎﾟｰﾂ総合 ／ 武  道 
修 士  ／ 博士後期 
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別記様式第２号（第４第２項、第４第４項関係） 
 

年  月  日 
 

異議申立て・再異議申立てに対する回答書 
 
 
   （学生氏名）   様 
 

教務委員会委員長 ／ 
研究科教務委員会委員長 

                                  
 
 
 

令和  年  月  日付けで異議申立て／再異議申立てのありました        

              について以下のように回答します。 

 
【回答内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
当該科目担当教員氏名            （署名） 
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令和５年度学年暦（大学院修士課程体育学専攻教務関連） 

事 項 
学

月 日 
期 

１年次 ２年次

入学式
新入生オリエンテーション

４月 ５日（水） 

４月 ６日（木） 

４月 ７日（金） 

４月 ６日（木） 

４月１３日（木） 
４月１４日（金） 

４月２０日（木） 

４月２８日（金） 

５月 ２日（火） 

８月 ４日（金） 

９月３０日（土） 

在学生ガイダンス 

前 授業開始 授業開始 

履修登録期間 履修登録期間

履修登録変更期間 履修登録変更期間

研究題目届提出締切日 学位論文題目届提出締切日
期

授業（木曜日第４回分） 授業（木曜日第４回分）

夏期休業期間 夏期休業期間 

１０月 １日（日） 

１０月  ２日（月） 

９月２９日（金） 

１０月 ６日（金） 

１０月 ７日（土） 

１０月１３日（金） 

１０月 

１１月３０日（木） 

１２月２６日（火） 

開学記念日（休業日） 開学記念日（休業日） 

授業開始 授業開始 

履修登録期間 履修登録期間

履修登録変更期間 履修登録変更期間

後 学位論文中間発表会（口頭発表） 

学位論文変更届提出締切日

冬期休業期間 冬期休業期間 

授業再開 

学位論文題目変更届提出締切日
学位論文提出締切日 

学位論文発表会 

学位論文発表会（予備日）

学位記授与式 

春期休業期間 

１月 ８日（月） 

１月 ９日（火） 

１月１５日（月） 

１月２７日（土） 

２月 ３日（土） 

２～３月

３月２５日（月） 

３月１１日（月） 

３月３１日（日） 

授業再開 

期 

学位論文構想発表会

春期休業期間 

前期：４月１日～９月３０日 後期：１０月１日～３月３１日

～
～

～
～

～
～

～

4

7

10

1

5

8

11

2

6

9

12

3

日 月 火 水 木 金 土
 ・ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 ㉙ 30    
  

日 月 火 水 木 金 土
 ・ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 ⑮ 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 ⑭ 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ① 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 ⑬ 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ 1 2 ③ ④
⑤ ⑥ 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
 

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
⑪ ⑫ 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ ・ 1 2
③ ④ 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 ㉓
24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 ⑪ 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
㉓ ㉔ 25 26 27 28 

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 ⑯ 17 18 19 20 21
㉒ ㉓ 24 25 26 27 28
29 30     

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

日 月 火 水 木 金 土
・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 ⑳ 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     

2024 年度

4

7

10

1

5

8

11

2

6

9

12

3

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 ㉙
30 

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 ⑰ 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5 6 7 
8 ⑨ 10 11  12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ① 2 3 4 5 6
7 ⑧ 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
  1 2 ③ ④ ⑤ 6
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 ⑪ 12
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ 1 2 ③ 4
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 ㉓  24 25 
26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
⑪ ⑫ 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 ㉓ 24 
25 26 27 28 29

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
 ・ ・ ・ ・ ・ 1 2
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16
17 ⑱ 19 20 21 22 ㉓ 
24 25 26 27 28 29 30 

日 月 火 水 木 金 土
  ・ ・ ・ ・ ・ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

日 月 火 水 木 金 土
  ・ ・ ・ ・ ・ 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 ⑳ 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

2023 年度
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